
摂 津 市 議 会

文教常任委員会記録

平成１８年３月１３日

議 　 会 　 事 　 務 　 局



目 　 　 　 次

文教常任委員会

３月１３日

会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局

職員、審査案件   1

開会の宣告   2

市長あいさつ

委員会記録署名委員の指名   2

議案第１号所管分、議案第９号所管分の審査   2

補足説明（教育総務部長、生涯学習部長）

質疑（川端委員、山崎委員、川口委員）

散会の宣告   70



文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１８年３月１３日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時５９分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 石橋徳治  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 山崎雅数

委　　員 川口純子  委　　員 川端福江  委　　員 森内一蔵

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛 

教育総務部長　羽原　修 同部理事　福元　実 

同部次長兼総務課長　馬場　博　　　　　同部参事兼学校教育課長　大路　守

同部参事兼教育研究所長　石田ふみえ　　学校教育課参事　前馬晋策

同課指導主事　宮地　仁 同課指導主事　奥田不二夫 学務課長　田橋正一　

人権教育室長　西村友司

生涯学習部長　奥田秋広 同部市民図書館長　高山真弓

生涯学習課長　木下好宏 同課参事　田川昭義

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局主幹　日垣智之 

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成１８年度摂津市一般会計予算所管分

議案第　９号　平成１７年度摂津市一般会計補正予算所管分

議案第２３号　摂津市文化振興条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○石橋委員長　おはようございます。

　ただいまから、文教常任委員会を開会

いたします。

　理事者から、あいさつを受けます。森

山市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは、お忙しい中、文教常任委員

会をおもちいただきまして、大変ありが

とうございます。

　皆さん方には、先日来、各派の代表質

問でいろいろと貴重なご意見を賜りまし

て、ありがとうございました。きょうは、

それを受けましての委員会審議でござい

ますけれども、何とぞ慎重審議をいただ

きまして、ご可決いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。

　一たん退席いたしますけれども、在庁

いたしておりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。ありがとうございま

した。

○石橋委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、森内委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、先に議案

第１号所管分及び議案第９号所管分につ

いて、一括審査し、次に議案第２３号の

審査を行うことに異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○石橋委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行ないます。

　補足説明を求めます。羽原教育総務部

長。

○羽原教育総務部長　それでは、議案第

１号、平成１８年度摂津市一般会計当初

予算のうち、教育委員会にかかわります

部分につきまして補足説明をさせていた

だきます。

　まず、予算書１９ページをお開きくだ

さい。

　款９、教育費の総額は、２８億７，０

６０万５，０００円で、前年度に比べま

してマイナス２．１％、６，２００万円

の減額となっております。

　それでは、一般会計予算書の事項別明

細書の目を追って、その主なものについ

てご説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、教育費を

一括してご説明申し上げます。

　３５ページからの款１３、使用料及び

手数料、項１、使用料、目７、教育使用

料の主なものといたしましては、幼稚園

の入園金及び保育料、各種スポーツ施設

の使用料、学校開放による学校施設等使

用料、学童保育室使用料や公民館の使用

料等でございます。

　次に、４２ページの款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目３、教育費国

庫補助金の主なものといたしましては、

小・中学校の理科教育等設備整備費補助

金、養護教育就学奨励費補助金、幼稚園

教育の振興を図るための園児に対する就

園奨励費補助金などでございます。

　５１ページの款１５、府支出金、項２、

府補助金、目８、教育費府補助金は、教

員研修事業に対する補助金、地域教育コ

ミュニティづくりのための総合的教育力

活性化事業補助金、学童保育室運営に対

する事業費補助金、家庭の教育力の向上

を図るための関連事業に対する地域親学

習支援事業費補助金、学童保育室の改修

に伴う保育対策等促進事業費補助金、子

どもたちの進路選択を支援する進路選択

支援事業費補助金及び５２ページにあり
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ます小学校の受付員に係る学校安全緊急

対策事業費補助金等でございます。

　次に、５３ページの項３、委託金、目

４、教育費委託金は、府の委託事業に係

る委託金で、不登校児童・生徒に関する

適応指導総合調査研究委託金及び自学自

習力育成サポート事業委託金でございま

す。

　次に、５８ページ、款１９、諸収入、

項３、貸付金元利収入、目１、奨学資金

貸付金元金収入は、経済的理由により高

等学校等への就学が困難な生徒に貸し付

けいたしました奨学資金の償還金でござ

います。

　５９ページからの款１９、諸収入、項

４、雑入、目１、雑入のうち、教育委員

会にかかわる主なものといたしましては、

６２ページに記載しておりますとおり、

学校等における事故に備える日本スポー

ツ振興センター掛金、小学校の給食物資

購入費の保護者負担金としての学校給食

費負担金、摂津音楽祭審査料、水泳教室

の参加費などでございます。

　続きまして、教育総務部にかかわりま

す歳出について、ご説明を申し上げます。

　１８０ページの款９、教育費、項１、

教育総務費、目１、教育委員会費は、教

育委員にかかわります経費でございます。

　同じく目２、事務局費は、教育委員会

事務局の運営全般にかかわる経費で、そ

の主なものといたしまして、報酬では小

中学校通学区域審議会委員報酬、賃金で

は、障害児介助員や校務員補助嘱託員の

賃金、また新年度の新たな事業として実

施をする青色防犯パトロール車による子

ども安全巡視員の賃金でございます。

　報償費では、新入学児童に対するラン

ドセルの祝品費。

　次ページの需用費では、総務課、学務

課の管理する公用車両の経費、コピー機、

パソコン等のＯＡ機器の管理経費、小学

校新１年生に貸与する防犯ブザーの購入

費、校務員の共同作業にかかわる経費等

でございます。

　また、委託料では、児童の通学時にお

ける交通安全を確保する交通専従員並び

に安全対策事業として小学校及び新たに

幼稚園でも実施いたします来訪者受付員

等の費用でございます。

　その他、使用料及び賃借料では、茨木

養護学校へ通学する障害を持つ児童・生

徒に対する自宅からバス停までのタクシー

送迎経費。

　１８４ページの貸付金といたしまして

は、経済的理由により高等学校等への進

学が困難な生徒への奨学資金等でござい

ます。

　同ページ、目３、教育研究所費につき

ましては、教育研究所の運営にかかわる

経費で、主なものといたしましては、不

登校や家庭問題など、さまざまな問題事

象への教育相談等に要する経費で、スクー

ルカウンセラーにかかわる教育指導嘱託

員報酬、適応指導教室、職員研修などに

要する報償費及び教育研究会の補助金で

ございます。

　１８５ページからの目４、教育指導費

につきましては、教育指導並びに職員資

質向上を図るための研修経費等で、主な

ものといたしましては、家庭教育相談員

を配置することにより、各学校にサポー

トチームをつくり、家庭に対する具体的

な支援を行う、学校・家庭連携支援モデ

ル事業、教員の指導用図書購入に係る教

務用品支給事業、小・中学校の英語指導

助手派遣、学力定着度調査等の経費、各

種研究会等への補助金などでございます。

　また、新規事業といたしまして、小学

校の夏休み期間に学生ボランティアや地

域ボランティアを派遣する夏休み学校へ
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行こうプラン推進事業に係る経費を計上

いたしております。

　前年度に比べまして、教科書採択によ

ります指導用図書の経費等が減額となっ

ております。

　１８７ページ、目５、教育推進費は、

中国帰国子女の日本語指導のための教師

派遣に係る経費が主なものでございます。

　同ページの目６、人権教育指導費は、

人権教育研究会補助金が主なものでござ

います。

　続いて、１８８ページからの項２、小

学校費、目１、学校管理費は、小学校１

２校の学校運営のための消耗品費、光熱

水費、備品購入費等の経費及び施設の維

持管理のための委託、点検経費のほか、

施設や設備の補修のための経費、また三

宅小学校と味舌小学校の学校敷地を確定

させるための測量委託などの経費でござ

います。

　前年度に比べまして、需用費関係のう

ち、光熱水費等の節約や新ＪＩＳ規格の

机、いすの更新が完了したことにより、

減額となっております。

　１９０ページ、目２、教育振興費は、

理科教育等の備品購入、経済的理由によ

り就学困難な児童に対する扶助費などで

ございます。

　同ページから１９１ページにまたがる

目３、保健衛生費につきましては、学校

保健法に基づき委嘱いたしております市

立小学校１２校の学校医等に対する報酬

及び児童、教職員に対する各種健康診断

等の経費でございます。

　１９２ページ、目４、学校給食費は、

給食調理員のパート賃金、給食施設維持

補修費、衛生管理経費などの学校給食運

営費及び経済的理由により、就学困難な

児童に対する給食費に係る扶助費等でご

ざいます。

　１９３ページ、目５、養護学級費は、

小学校の養護学級の運営経費でございま

す。

　同ページ、目６、建設事業費は、柳田

小学校の耐震診断委託料及び耐震補強実

施設計委託料並びに学校の統合に伴う味

舌東小学校、柳田小学校の増改築工事に

係る実施設計委託料でございます。

　次に、１９４ページからの項３、中学

校費、目１、学校管理費は、中学校５校

の学校運営のための消耗品費、光熱水費、

備品購入費等の経費及び施設の維持管理

のための委託・点検経費のほか、施設や

設備の補修に係る経費などでございます。

　前年度に比べ、人件費の減少や小学校

費と同様、需用費関係のうち、光熱水費

等の節約により、減額となっております。

　１９６ページ、目２、教育振興費は、

小学校と同様に理科教育等の備品購入に

要する経費や、経済的理由により就学困

難な生徒に対する扶助費などでございま

す。

　同ページ、目３、保健衛生費は、小学

校と同様に学校保健法に基づき委嘱いた

しております市立中学校５校の学校医等

に対する報酬及び生徒・教職員に対する

各種健康診断などの経費でございます。

　１９７ページ、目４、養護学級費は、

中学校の養護学級の運営経費等でござい

ます。

　次に、１９８ページからの項４、幼稚

園費、目１、幼稚園管理費は、幼稚園３

園の運営のための消耗品費、光熱水費、

備品購入等の経費及び幼稚園施設設備の

修繕や保守点検等に要する経費でござい

ます。

　２００ページ、目２、教育振興費は、

幼稚園教育の推進を図るための私立幼稚

園就園奨励費補助金、また私立幼稚園の

園児の保護者に対する保育料の負担軽減
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のための私立幼稚園園児保護者補助金等

でございまして、前年に比べて就園奨励

費の対象者の増加により、増額となって

おります。

　同ページ、目３、保健衛生費は、小学

校、中学校と同様に、学校保健法に基づ

き委嘱いたしております市立幼稚園の３

園の園医等に対する報酬及び各種健康診

断等の経費でございます。

　以上、教育委員会にかかわります歳入

と教育総務部にかかわる歳出予算の補足

説明とさせていただきます。

○石橋委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　議案第１号、平成

１８年度摂津市一般会計当初予算の歳出

のうち、生涯学習部にかかわる部分につ

きまして、事項別明細書の目を追って、

主なものについての補足説明をさせてい

ただきます。

　初めに、生涯学習課所管分では、２０

２ページ、款９、教育費、項５、社会教

育費、目１、社会教育総務費の主なもの

は、一般事務執行経費のほか、社会教育

委員の設置事業、ＰＴＡ協議会への補助

金や各種負担金などでございます。

　前年度と比べ、減額となっております

主な理由といたしましては、第二次生涯

学習推進計画策定を平成１７年度にその

業務を完了したことなどによるものでご

ざいます。

　２０３ページ、目２、文化振興費の主

なものは、音楽祭や市美術展、子ども展

覧会、芸能文化祭、演劇祭など、市民の

生涯学習の発表の場としての各種文化振

興事業に係る経費や文化関係団体の活動

補助金でございます。

　前年度に比べ増額となっております主

な理由といたしましては、生涯学習フェ

スティバルやロビーコンサートの開催及

び文化振興計画の策定を新規事業として

計上したことによるものでございます。

　２０５ページ、目３、青少年対策費の

主なものは、青少年指導員設置事業、成

人祭並びに青少年を対象とした各種事業

の開催経費のほか、学童保育室の管理運

営経費でございます。

　前年度と比べ、減額となっております

主な理由といたしましては、学童保育室

の整備に係る費用が減少したことによる

ものでございます。

　２０７ページ、目４、公民教育費の主

なものは、家庭教育学級や女性学級の設

置事業、生涯学習まちづくり推進市民会

議の運営事業などに係る経費でございま

す。

　目５、公民館費の主なものは、各公民

館の維持補修に係る経費並びに管理運営

や各種講座開催に係る経費でございます。

　前年度に比べ、減額となっております

主な理由といたしましては、公民館の管

理運営に係る費用が減少したことによる

ものでございます。

　２０９ページ、目６、文化財保護費の

主なものは、文化財保護審議会の開催事

業、埋蔵文化財の試掘・発掘調査に必要

な消耗品等に要する経費でございます。

　続きまして、市民図書館と鳥飼図書セ

ンター所管分では、２１０ページ、項６、

図書館費、目１、図書館総務費の主なも

のは、社会教育指導嘱託員の人件費、摂

津市施設管理公社への委託料及び図書館

協議会に係る経費でございます。

　２１１ページ、目２、図書館管理費の

主なものは、図書館司書の賃金、施設の

維持管理、コンピューターシステムの借

り上げ、図書資料購入、図書の貸出券の

印刷及び講演会開催などに係る経費でご

ざいます。

　続きまして、体育振興課所管分では、

２１３ページ、項７、保健体育費、目１、
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保健体育総務費の主なものは、体育指導

委員の報酬、一般事務執行経費のほか、

各種負担金に係る経費でございます。

　２１４ページ、目２、体育振興費の主

なものは、腰痛体操やアクアセラピーな

どの各種教室の講師謝礼のほか、市長杯

総合スポーツ大会やトレーニング指導者

等派遣など、スポーツ振興事業に係る経

費、また１２小学校区、それぞれの創意

工夫により、本年で１６回目を迎える地

区市民体育祭など、社会体育関係の活動

補助金等に係る経費でございます。

　２１５ページ、目３、体育施設費の主

なものは、各体育施設の維持補修に係る

経費や管理運営経費でございます。

　前年度に比べ、増額となっております

主な理由といたしましては、福祉開館の

閉会に伴い、教育委員会に移管された市

民体育館の管理委託料など、指定管理者

への委託増に伴うもの、市民体育館の改

修を初めとする各体育施設の修繕料の増

加に伴うものなどでございます。

　以上、簡単ではございますが、生涯学

習部にかかわります歳出内容の補足説明

とさせていただきます。

○石橋委員長　羽原教育総務部長。

○羽原教育総務部長　それでは、議案第

９号、平成１７年度摂津市一般会計補正

予算（第６号）のうち、教育委員会にか

かわります部分について、一括してご説

明を申し上げます。

　今回の補正は、第１表、歳入歳出予算

補正のうち、５ページにお示しをしてい

るとおり、款９、教育費の補正前の額２

９億４，３３７万５，０００円に２億２，

１８３万４，０００円を増額し、補正後

の予算額を３１億６，５２０万９，００

０円といたすものでございます。

　次に、７ページ、第２表、繰越明許費

でございますが、款９、教育費、項２、

小学校費は、鳥飼西小学校の耐震補強工

事及びトイレ改修工事並びに給食調理場

改修工事に伴うもので、国の補正予算に

より、平成１８年度事業を前倒しするこ

とによるものでございます。

　項３、中学校費は、第二中学校の吹き

つけアスベスト除去工事に伴うもので、

小学校費と同様に国の補正予算により、

平成１８年度事業を前倒しすることによ

るものでございます。

　それでは、１０ページからの歳入歳出

補正予算事項別明細書の目を追って、主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、１５ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項２、国庫補

助金、目４、教育費国庫補助金、節４、

義務教育施設整備費補助金のうち、義務

教育施設耐震補強工事補助金は、鳥飼西

小学校の耐震補強工事に係る補助金で、

同じく大規模改造工事補助金は、鳥飼西

小学校のトイレ改修工事及び第二中学校

の吹きつけアスベスト除去工事に伴う補

助金でございまして、先ほどご説明いた

しましたとおり、国の補正予算により、

平成１８年度事業を前倒しすることによ

る増額でございます。

　１８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目８、教育費府補助金の節５、

子育て支援のための拠点施設整備事業補

助金は、大阪府の交付額が確定したこと

による減額でございます。

　同じく、節７、学校安全緊急対策事業

費補助金は、小学校の安全対策として校

門脇に受付員を配置したことに対する補

助金で、交付決定額による増額補正でご

ざいます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。

　５９ページからの款９、教育費、項１、
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教育総務費のうち、目１、教育委員会費

は、事業を精査したことによる減額でご

ざいます。

　目２、事務局費の減額は、事業全般の

精査を行うとともに、昨年、吹きつけア

スベスト調査が緊急に必要となり、トイ

レ特殊清掃を取りやめて、その予算を流

用してアスベスト含有調査等を実施した

後の予算の減額や、茨木養護学校に通う

児童数の減による、通学用タクシー借上

料の減額などでございます。

　６０ページ、目４、教育指導費は、小

学校教科書採択に伴う教師用の指導書の

購入数の精査による減額が主なものでご

ざいます。

　次に、６１ページ、項２、小学校費の

うち、目１、学校管理費の減額は、事業

の精査並びに委託料の入札差金、味生小

学校の借地返還に伴う補償金の額の確定

によるものが主なものでございます。

　同ページ、目６、建設事業費の増額は、

鳥飼西小学校の耐震補強工事及びトイレ

改修工事並びに給食調理場改修工事の実

施に伴う増額、それに伴います工事監理

委託料の増額で、先に歳入及び繰越明許

費のところでご説明いたしましたが、国

の１７年度補正予算による平成１８年度

の前倒し事業で、全額を繰り越しいたす

ものでございます。

　次に、６２ページ、項３、中学校費の

うち、目１、学校管理費は、小学校費と

同様に、事業精査と委託料の入札差金な

どの減額によるものでございます。

　６３ページ、節１５、工事請負費の増

額は、第二中学校の吹きつけアスベスト

除去工事による増額で、これにつきまし

ても小学校費と同様、全額を繰り越しい

たすものでございます。

　目２、教育振興費の減額は、卒業記念

品の見積もり合わせによる購入単価の減

によるものでございます。

　次に、同ページ、項４、幼稚園費のう

ち、目１、幼稚園管理費の減額は、事業

精査によるものでございます。

　６４ページ、項５、社会教育費のうち、

目１、社会教育総務費の減額は、社会教

育委員会議の開催回数の変更等によるも

のでございます。

　目２、文化振興費の減額は、芸能文化

祭等の事業を精査したことによるもので

ございます。

　６５ページ、目３、青少年対策費の減

額は、学童保育指導員の配置計画の変更

をしたもののほか、成人祭の開催事業の

委託業務等を精査したことによるもの、

また学童保育室改修増築工事の入札差金

によるものでございます。

　目４、公民教育費の減額は、生涯学習

まちづくり推進市民会議や家庭教育学級

の運営計画を変更したことによるもので

ございます。

　目５、公民館費の減額は、委託料につ

いて契約検査課による長期一括入札によ

る差金が、その主なものでございます。

　次に、６６ページ、項６、図書館費の

うち、目１、図書館総務費の減額は、職

員の配置計画変更等による委託料の減額

が主なものでございます。

　目２、図書館管理費の減額は、公民館

費と同様に、委託料について、契約検査

課による長期一括入札による差金が、そ

の主なものでございます。

　次に、６７ページ、項７、保健体育費

のうち、目１、保健体育総務費及び目２、

体育振興費の減額は、事業を精査したこ

とによるものでございます。

　また、目３、体育施設費の減額につき

ましても、同様にそれぞれの事業を精査

したものでございます。

　以上、教育委員会全体にかかわります
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補正予算の補足説明とさせていただきま

す。

○石橋委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。川端委員。

○川端委員　おはようございます。

　それでは、質問をさせていただきます。

　今、いろいろご説明をいただきました。

最初に、補正予算の方ですけども、６１

ページの今ご説明をいただきました小学

校の耐震補強工事の分ですね。

　款９、教育費、項２、小学校費、節１

５の工事請負費の分でございますけれど

も、鳥飼西小学校のところで府の委託金

があるということで、補正予算が組まれ

ておりますけども、これは前倒しですよ

ね。補正の方が出ましたので、その形で

されると思いますけども、当初は平成１

８年度に予定していたものでございます

けれども、今後はどのような予定でとい

いますか、今のところは耐震補強工事と

トイレの改修の分でありますけれども、

今後の予定をお聞かせいただきたいと思

います。

　それと、議案第１号、平成１８年度一

般会計予算の方でございますが、５３ペー

ジの款１５、府支出金、項３、委託金、

節２の自学自習力の育成サポート事業委

託金でございますけども、これは府の委

託金で５０万円というお金が計上されて

おりますけれども、平成１７年の事務事

業評価結果にもありますけれども、この

事業は小学校３年生か４年生を対象に放

課後学習相談室を設置して、自学自習力

を育成するということでありますけれど

も、平成１７年度の治績を示していただ

きたいと思います。

　また、平成１８年度の展開は、どのよ

うに行うのか、またお聞きさせていただ

きたいと思います。

　次に歳出でありますけれども、１９３

ページの款９、教育費、項２、小学校費、

目４、学校給食費のところでありますけ

れども、ちょっとこれに関連してですけ

ども、学校の栄養職員の配置について、

昨年の答弁では、現在、市で３名、配置

をされているということでお聞きさせて

いただいておりますけども、大阪府の方

針では各校に配置することになっていた

と思いますけれども、これまでの取り組

みと平成１８年度の取り組みについてお

示しをいただきたいと思います。

　ちょっと今、たくさん今回、項目があ

りますので、えらい遅くなりましたが番

号をつけておりますので、ご答弁の方も

番号の方でお答えいただけたらと思いま

すので、先ほどの歳入の５３ページの自

学自習力の方が１番でございます。

　今のが２番であります。

　次に、３番、同じく関連してですけど

も給食調理員についてですけれども、昨

年の答弁では、平成１７年に民間委託も

含めて配置基準も見直しを協議するとい

う、退職される方のあと、そういう答弁

でございましたけども、結果はどのよう

になったのか、お聞かせいただきたいと

思います。

　４番目、これもちょっと関連してでご

ざいますけれども、食育の面から、給食

に関してですけども、小学生の朝食抜き

の児童の実態と対策について、お聞きい

たします。

　まず、１点は、摂津市の朝食抜き児童

の実態について。

　２点目は、給食の食べ残しでパンと米

飯との比較、残飯はどちらが多いのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

　それと、米飯給食の実態についてもお

聞きさせていただきたいと思います。

　３点目が、農業祭の折に給食の残飯で

できた肥料の無料配布がありました。そ
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の案内板に「パンは食べ残しが多い」と

書かれてあったんですけども、これは本

当でしょうか。ちょっと、お聞きしたい

と思います。

　４点目が、現在、農業体験のお米は、

給食で利用されていますが、今後の方針

についてお尋ねをいたします。

　次、５番目、１９４ページですけども、

中学校費の分でありますが、これも関連

してですけども、中学生の朝食の実態及

び弁当持参の実態について把握をしてお

られるのか。また、各学校の売店、また

食堂の実態は、売店がどのような形になっ

ているのか、ちょっとまた教えていただ

きたいと思います。

　６番目、２００ページですけども、款

９、教育費、項４、幼稚園費、目２、教

育振興費で、私立幼稚園園児保護者の補

助金として１，８５９万３，０００円、

計上されております。公立幼稚園の保育

料の値上げについて、あわせて私立幼稚

園保護者補助金の他市との格差を是正す

るために上げてはどうかという質問をさ

せていただきます。

　いよいよ平成１８年の４月より、幼稚

園の保育料を７，０００円から１万円に

値上げとなります。昨年の答弁では、所

得階層の中では負担の緩和施策とか、ま

た３歳児にも保護者補助金の支給を検討

すると言われておりましたんですけども、

結果はどのようになりましたんでしょう

か、お聞かせいただきたいと思います。

　７番目、これは２１１ページにありま

すけれども、款９、教育費、項６、図書

館費、目２、図書館管理費に関連してで

ございますけども、図書館の休館日につ

きまして、昨年４月から今までのサイク

ルを見直して市民の皆さんの利便性を考

慮していただきまして、週１回、月曜日

が休館日となっておりますけれども、祝

日に図書館を利用したいというお声も多

くございます。そのお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

　８番目、これは１８８ページの小学校

費の分で関連してでございますけれども、

子どもの居場所づくりにおける地域子ど

も教室の推進事業「わくわく広場」、こ

の充実と内容の向上を目指していただき

たいと思います。

　学校の図書館の図書整備を行うととも

に、このわくわく広場に開放することも

検討してはいかがでしょうか。

　昨年も質問をしておりますけれども、

その折、最大の課題は指導員の確保だと

言われておりました。

　平成１８年は、３カ年の最終年であり

まして、また新たに４校が実施となりま

すが、昨年の答弁のような壮大なという

か、本当に思いの熱きビジョンを掲げて

おられましたんですけども、また具体的

なアクションをことしは起こされないの

でしょうか、お聞きさせていただきたい

と思います。

　９番目、これも関連してのことでござ

いますが、教育現場に携わる場所から、

たばこを追放するために、園、また小学

校、中学校の敷地内を禁煙にすることに

ついて、お聞きをいたします。

　我が公明党も何回も折あるごとに、そ

ういうお話もさせていただいております

し、また質問もさせていただいておりま

す。昨年も質問をしております。

　議論をしているけれども、しておられ

ますけども、統一の見解が出ないと。地

域のご利用されている皆さんの意見も拝

聴しながら検討するというご答弁でござ

いましたんですけれども、その結果をお

聞かせいただきたいと思います。

　１０番目、これも１８８ページになり

ますけれども、款９、教育費、項２、小
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学校費に関連してでございますが、摂津

市の幼稚園、また小学生の幼児、児童で

テレビゲームに費やす時間は、どれくら

いか調査はされていますでしょうか。

　教育上、悪影響も与えかねないテレビ

ゲーム等に対して、規制を加えることに

ついて、お聞きいたします。

　１１番目、１８９ページになりますが、

同じく小学校費のところでございますが、

教育施設で今ちょっとお話がありました

アスベストがありますけれども、工事等

の分をされるような予定がありましたん

ですけど、もう一度、ちょっとお聞かせ

いただきたいと思います。

　アスベストの使用されていた部分が発

覚しまして、現状についてちょっと教え

ていただきたいと思います。もう一度、

お願いいたします。

　１２番、関連事項で申しわけないんで

すけども、小学校費の分で尼崎にそろば

ん特区というところがありまして、特区

を申請しておりまして、実績が上がって

いるように新聞に載っておりましたんで

すけれども、本市での導入は考えてはい

かがでしょうかと思います。

　そろばん教育を授業に取り組んで計算

が早くなった、また自信がついたなどと

効果が出ていて、算数以外の科目でも成

績を伸ばしている児童が多いという記事

が載っておりましたんですけども、本市

についての取り組み、考えておられるの

かどうか、ちょっとお聞かせいただきた

いと思います。

　１３番目、１９９ページの項４、幼稚

園費の１３、委託料、幼稚園バス運行委

託料で１，０６９万５，０００円が計上

されておりますけれども、せっつ幼稚園

の送迎範囲について、変更があるように

聞いております。その顛末について、ご

答弁をお願いしたいと思います。

　また、１７年度事務事業評価結果には、

受益者負担の原則に基づき、今後のバス

の有料化についても検討することとあり

ますけれども、市としての方向性をお示

しいただきたいと思います。

　１４番目、これは予算概要になります

が、１０７ページのところの進路選択支

援事業でありますけれども、新規事業で

大変幅の広い事業かなと思いますが、こ

この備考のところにも「子どもたちの夢

や希望を実現することを支援する」とあ

ります。

　重点新規施策の中では、予算が７０万

９，０００円計上されています。奨学金

の活用とか、また進学後の継続相談、情

報の提供や高校中退者等の地域における

支援体制づくりや個々の青年へのニーズ

に対応すると書かれてありましたんです

けども、これはニート対策的な意味合い

もあるのでしょうか、教えていただきた

いと思います。

　１５番、予算概要１０９ページですけ

ども、学力定着度調査事業で１２０万円

が計上されています。大阪府が小学校６

年生、中学校３年生、全員を対象にこの

平成１８年４月から５月にかけて、学力

テストを実施すると発表しております。

普段の生活や学習意識なども合わせて、

これは抽出になりますけども、調べると

しております。市の行う学力調査と内容

が重複しないのかどうか。

　また、負担が大きくならないか、子ど

もたちにとって、ということで昨年まで

は大阪府は抽出校一部だけということで

やっておりましたが、今回、全員に改め

ました。そのことについてお聞かせいた

だきたいと思います。

　１６番目、予算概要の１０９ページの

自学自習力育成サポート事業であります

けれども、昨年の予算の議事録も読みま
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した。平成１７年事務事業評価にもあり

ますけれども、これは先ほどと同じこと

になるので終わります。

　１７番目、予算概要の１１５ページ、

小学校耐震補強等事業でありますけれど

も、学校体育館の耐震化促進のために補

助率を３分の１から２分の１に引き上げ

る方針を国が決めておりますけども、本

市の対応はどのようにされるのか、お聞

かせいただきたいと思います。

　１８番目、予算概要の１１５ページで

ありますけども、小学校の耐震補強事業

に関連してですけども、学校の耐震診断、

これは国が年内にすべて実施をして公表

するという国会答弁がありましたんです

けども、本市の実情はどうでしょうか、

実施をするのかどうか、お聞かせいただ

きたいと思います。

　１９番目、平成１７年度実施の事務事

業評価結果の１４ページの９９番であり

ますけども、学校トイレの特殊清掃につ

いては見送りとなっておりますけども、

その効果について、評価のところに「疑

問」という評価が記載されてるんです。

　なぜ、１年で評価が変わるのか、ちょっ

とご説明をお願いしたいと思います。

　２０番目、この事業評価結果の分でご

ざいますが、平成１７年度実施の、１５

ページの１０６番、総合的教育力活性化

事業のところでありますが、「すこやか

ネット」の府補助が６年で廃止となりま

す。

　平成１２年より開始の三中はなくなる

と思いますが、平成１８年度は８０万円

のそれぞれの校区への配分はどのように

なっているのでしょうか。また、今後の

方向性をどのように考えておられるのか、

お聞かせいただきたいと思います。

　最後に２１番目、この事務事業評価結

果の分で１８ページでありますけども、

１２４番のスポーツ教室振興事業であり

ますが、スポーツ教室振興事業において、

介護予防の施策の展開から温水プールで、

２階の研修室で温水プールを使ってスト

レッチトレーニングとかアクアセラピー

を行うとされておりますけども、どういっ

た人たちを対象に教室を行われるのか。

また、目標人数をどれくらいとしている

のかお聞かせいただきたいと思います。

　以上で１回目の質問を終わります。

○石橋委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　幾つかありまし

たので、順を追ってお答え申し上げます。

　まず、一番最初の補正予算の６１ペー

ジ、耐震工事でございます。１８年度、

１７年度に前倒ししたことについて、今

後の予定も含めてということでございま

すが、今回、一応１８年度の分を１７年

度に前倒しさせていただきましたのは、

先ほど部長の説明がありましたように、

国の補助金につきまして、国が１７年度

で補正予算を組みまして、その結果、耐

震につきましても補助の対象になるとい

う追加の措置がございました。

　その追加の措置に採択されますと、補

助金が優先的に認定されること、それと、

補助金に伴いまして一般財源が必要にな

りますが、その一般財源部分につきまし

て市債が充当されるということで、一般

財源がほぼ要らずに事業ができるという

ことでございましたので、私どもも当初、

１８年度に予定いたしておりました鳥飼

西小学校につきまして、急遽１７年度に

補助申請をいたしまして、認定されまし

たので、今回、補正予算で一応お願いし

ている分でございます。

　それで、今後の予定ということでござ

いますが、この耐震工事につきまして、

義務教育施設につきましては、兵庫県南

部地震も踏まえまして、国の方が地震防
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災耐震特別措置法というのをつくりまし

て、義務教育施設の改修とか補強が必要

な場合は、地震防災緊急事業５カ年計画

に上げることによりまして、委員のご説

明のように補助金が３分の１から２分の

１に、かさ上げされるというふうになっ

ております。

　私ども、その制度にのっとりまして、

過去、計画的に補助採択を受けるべくやっ

てきております。

　また、この５カ年計画につきましては、

１８年度からまた５年間延長ということ

で、補助金のかさ上げもあるということ

でございます。

　今後につきましては、本市においては、

今、非常に財政が厳しい状況の中で、道

路であるとか、下水であるとか、すべて

の分野で建設事業費が縮減されていると、

そういう状況ではございますが、小・中

学校の耐震化につきましては、最優先課

題ということで毎年計画的に予算を確保

し、実施してまいりました。

　したがいまして、今後におきましても、

そのかさ上げの措置がある地震防災緊急

事業５カ年計画にのっとりまして、国の

補助金を確保する中で財政の状況もござ

いますが、毎年、計画的に実施していき

たいと、そのように考えております。

　次に、１８年度予算の１１番目、予算

書の１８９ページのアスベスト対策、そ

の対策と現状についてということのお問

いでございました。

　アスベスト対策につきましては、１７

年度におきまして、国が基準を見直しま

して、石綿障害予防規則というのが１７

年７月１日に施行されたわけでございま

す。それを受けまして、本市の対策でご

ざいますが、８月８日に第１回のアスベ

スト対策庁内連絡会が開かれました。そ

の中で全庁的に実態調査を行うというこ

とでございます。

　教育委員会といたしましても、その方

針に従いまして、実態調査をいたしまし

た。

　この実態調査につきましては、まず施

設の図面においてアスベストが使われて

いるか否かをまず把握すると。それによ

りまして、アスベストが使われている建

材が設計書に載っておる場合、現場確認

をするということ。現場確認をした中で

サンプル、検体を取りまして、その分析

を国が認定しております分析機関に持ち

込みまして分析をかけるということでご

ざいました。

　教育委員会で図面を調べますと、施設

数につきまして５つの施設でアスベスト

が使用されている建材が使われていると

いう図面に、そういう表示がございまし

た。

　その５つの施設につきまして、教育委

員会事務局の職員、それと現場の校長、

もしくは教頭、それと建築技術士の３名

で現場調査をいたしまして、サンプルを

取りまして、検査機関に持ち込んだとこ

ろでございます。

　ただ、そのときには全国的にこの問題

が出ておりましたので、検体の分析に相

当時間がかかるということでございまし

た。それで、私どもといたしましては、

その検体の検査が出るまでに、やはり飛

散度がどうなんだということの恐れがご

ざいましたので、空気中の飛散度調査、

これを９月１日、２日にわたりまして、

その５つの施設の空気中の飛散度調査を

いたしました。

　その空気中の飛散度調査では、結果と

いたしまして、５つの施設につきまして

の大気中のアスベスト浮遊は０．１未満

ということで、この０．１未満というの

は、要するに飛散の恐れがないという判
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断をその分析した研究所からいただきま

した。

　その後、サンプルの検体の検査結果が

１１月３０日付をもって市の方に提出が

ございました。その中で５つの施設を出

しておりましたが、４つの施設で一応、

アスベストが混入してるという結果が出

ました。

　その結果が出ましたが、現状といたし

まして、５つの施設につきましては、ま

ず別府小学校の体育館の屋根裏の風配室、

それと味舌東小学校の廊下天井、それと

千里丘小学校の屋上塔屋、それと二中の

木工金工室等、その４つの施設につきま

して一応検出されましたので、ただし先

ほど言いましたように９月１日の大気中

のアスベスト浮遊調査では、浮遊してい

ないという結果が出ましたので、私ども

まず保護者に１２月５日付をもって、そ

の旨、プリントでお知らせいたしました。

　一応、それぞれの該当学校につきまし

ては、アスベストが使用されているけれ

ども、飛散の恐れがないということの一

応、保護者通知をいたしました。

　１２月２５日の広報「せっつ」で市の

施設全体の市民周知も行いました。

　現状に対する今後の措置でございます

が、既に別府小学校と千里丘小学校につ

きましては、囲い込みの修繕を実施いた

しております。

　それと、味舌東小学校につきましては、

天井裏でございますので、これにつきま

しても天井を変えておりますので、囲い

込みがされております。

　二中の木工金工室につきましては、壁

に使われておりましたが、先ほどから申

し上げておりますように飛散の恐れがな

いということでございました。

　今回、補正予算で国の補助金を認定さ

れましたので、まず二中の木工金工室と

一部ポンプ室もありますが、そこの石綿

の除去を１８年度の早いうちに実施して

いきたいと、そのように考えております。

　味舌東小学校につきましては、先ほど

来申し上げておりますように飛散の恐れ

がございませんので、こちらにつきまし

ては１９年度に行う統合に伴う工事の中

で除去工事も実施してまいる予定をいた

しております。

　それと、別府小学校と千里丘小学校に

つきましては、もう既に囲い込みの修繕

を行っておりますので、今後定期的に空

気中の飛散度調査をしてまいっていきた

いと、そのように考えております。

　それから、１８番目の耐震診断の状況

ということでございますが、耐震診断に

つきましては、既に１７年度におきまし

て大阪府の方から第一次診断が技術者の

職員でできるパソコンのソフトをいただ

きましたので、それを使いまして本市の

建築の技術士の方が一次診断を一応実施

いたしました。

　ただし、このソフトの中には体育館の

診断ができるソフトがついておりません

ので、学校の体育館につきましては、い

まだできていないのが現状でございます。

　今後、この耐震診断に基づきまして、

一番最初に申し上げましたように、国の

補助金を確保する中で計画的に耐震工事

を行っていきたいと考えております。

　それから、１９番目、事務事業評価の

１４ページの９９番のトイレ特殊清掃の

評価について、どうかということでござ

いました。実は、これにつきましては､

今回の補正予算でもトイレの特殊清掃の

部分を減額いたしておりますが、先ほど

のアスベスト対策に伴いまして急遽、ア

スベストの対策のための分析等をする必

要がございました。

　また、それに基づきまして工事等も必
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要になるのではないかと言うことが考え

られました。その予算措置も急遽でござ

いましたので、教育委員会につきまして

は、今ある予算の中で執行してほしいと

いう、そういう形で市の対策会議の中の

事務局の方からございましたので、私ど

もこのトイレの特殊清掃の一部を使いま

して分析をかけたところでございます。

　当初、１校当たり５０万円のトイレ特

殊清掃をする予定をいたしておりました

が、今言いましたように一部アスベスト

対策に流用しました結果、どのような形

でやるのがいいのかということを協議す

る中で、トイレの特殊清掃につきまして

は、一定、以前にやりまして非常に効果

もあったということをお聞きしてるんで

すが、業者の方は、やはり清掃でござい

ますので、根本的に対処するものではな

いので効果としては２年ないし３年ぐら

いということでございました。

　私ども、以前、トイレのいろんな工事

をしておりますが、その中でもいわゆる

センサー式の小便器に切りかえしますと、

使用したその都度その都度洗浄されると

いうことで、そういった学校につきまし

てはトイレの臭気について非常に改善さ

れたということも聞いておりました。

　今後、そういったこともございました

ので、この事務事業評価を受ける中で恒

久的対策を取る方がいいんではないかと

いうことで、今後につきましてはトイレ

の大規模改造をまずできるところはして

いきたいと。

　できない場合は、随時、センサー付の

小便器に変えることによって、効果を上

げていきたいと、そういう形の提案をす

る中で評価としては、こういう表現になっ

ております。

　しかし、そういうことが一定評価され

まして、１８年度当初予算では、小学校

でセンサー付小便器に改造するというこ

とで、一応３カ所、予定いたしておりま

す。

　ですから、評価としてはこういうこと

でございましたが、センサー付のトイレ

で改善していくということで、今後とも

トイレ改修についてはやっていくと、そ

ういうように考えております。

　私の方は、以上でございます。

○石橋委員長　高山市民図書館長。

○高山市民図書館長　質問の７番目の祝

日に図書館を開館できないかというご質

問でございますけども、祝日に開館させ

ていただければ、平日の場合より多い利

用者が見込まれますけども、現在、図書

館では土曜日と日曜日は開館しているほ

か、水曜日と金曜日につきましては午後

８時まで開館して、利用者の便宜を図っ

ているところでございます。

　それと、祝日に開館するに当たりまし

ては、現行職員数の増員も必要でござい

ます。

　それと、あわせて時間について、北摂

の状況を見てみますと、摂津市は北摂の

中では２番目に該当すると。それで、今

のところ祝日を開館しているのは３市２

町という状況でございまして、１７年度

に今まで月曜日が午前中まで、半日であっ

たのを１日開館にさせていただきまして、

月曜日を休館ということで振りかえもさ

せていただきましたので、当分の間は現

行どおり土曜日、日曜日の開館でご理解

をいただきたいと考えております。

○石橋委員長　石田教育総務部参事。

○石田教育総務部参事　進路選択支援事

業につきまして、１４番目です。

　進路選択支援事業についてのことなん

ですけども、ニート的なものの対策もあ

るのでしょうかという質問がございまし

たけれども、この進路選択支援事業は、
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１８年度から本格的に始めるんですけど

も、担当する人数が非常に少なくて、１

名か２名ぐらいで、それもその事業だけ

を担当するというよりも、いろんな事業

を担当しながら、それも担当するという

ことになるかなというふうに思っており

ます。

　そこで、まずは中学校と連携をしなが

ら進学した後、中退するということもな

く卒業し、就職するということの実現の

方に最初の年は力を入れていきたいとい

うふうに思ってます。

　また、当然ある程度、経験を積みまし

たら、そういうふうにニート的な対策に

入る方についても、またいろいろ経験を

積みながら、やるということはしていき

たいというふうに思っております。

○石橋委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、順次、

学校教育課の方でお答えするものについ

て、お答えしたいと思います。

　まず、１番、それから１６番でも触れ

ていただきました自学自習力育成のサポー

ト事業についてでございます。

　この事業につきましては、６月の補正

予算で認めていただきました事業で実質

的には９月にスタートをした事業となっ

ております。

　学習アドバイザーを２名配置すること

によって、自学自習力、各学校の方で育

成を図ることをねらいとして実施をしま

した。

　放課後に宿題広場という形で、主に一

人で宿題ができるようにアドバイザーの

２名の方で支援を行っております。

　３、４年生を中心としましたが、希望

する他の学年も参加をされております。

　週２回、もしくは３回、開催をして、

現在、年度途中からではありましたが、

児童に広場が定着してきているという報

告を受けております。

　新年度につきましては、この事業が３

カ年ということで聞いておりますので、

今年度、年度途中でありましたので、さ

らに学校の方でこの１年間を反省をして

いただき、よりこの趣旨であります家庭

学習の定着を図るための内容についてご

議論をいただき、そしてこの成果につい

て、その取り組まれた成果について、各

小学校の方に配信するようにお願いをす

ることとしております。

　また、具体的にプログラム的な形で、

この家庭学習の定着を図るために内容が

できれば、それについてもご検討を願い

たいというふうに思っておるところでご

ざいます。

　続きまして、９番の敷地内の禁煙の件

でございます。これにつきましては、こ

の間、本会議、また文教常任委員会等で

もご答弁させていただきましたように、

学校、そして保護者、また校庭開放等も

ございますので、地域のご利用をいただ

く皆さんのご意見も拝聴しながら検討さ

せていただくということでお答えをさせ

ていただきましたが、現時点ではこの内

容をすべて集約をして、一歩、敷地内禁

煙を実施するという段階までは至ってお

りません。

　続きまして、１０番目にいただきまし

たテレビゲームの実態でございますが、

具体に何時間という形での調査はござい

ません。しかし、この間、各学校が取り

組んでおります学校教育自己診断に子ど

もたちのテレビゲームに対する関心の度

合いを調査しているところでは、やはり、

ほぼ９割近い子どもたちがテレビゲーム

をするのが好き、テレビを見るのが好き

という報告が上がってきております。

　続きまして、１２番、そろばん教育の

件でございます。この市の事業につきま
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しては、私、適切に把握をしておらない

ところですが、私どもの学校現場でのそ

ろばんについての教育につきましては、

指導要領の中に算数の教科におきまして、

問題解決の過程において、けた数の大き

い数の計算を扱ったり、複雑な計算をし

たりする場面などで、そろばんや電卓な

どを第４学年以降において適時用いるよ

うにすることということに基づきまして、

各学校が教科書、教科書も３年生の下の

教科書で電卓とそろばんを取り扱うよう

にされているようですが、その形で各学

校は適切に内容に取り組んでいただいて

ると思います。

　しかし、そろばんということだけを取

り出して実施をしていくということにつ

いては、現在、考えておりません。

　続きまして、１５番目、学力定着度調

査の件でございます。

　委員ご指摘のように、大阪府が平成１

８年度、大阪府学力等実態調査というこ

とで、府内の公立小・中学校における児

童・生徒の学力及び生活等の実態、それ

から指導上の課題について調査・研究す

るために小学校６年生の全児童、公立中

学校第３学年の全生徒に対して、学力調

査が行われます。

　これにつきまして、摂津市の学力定着

度調査との兼ね合いでございますが、私

どもの市の実施する内容につきましては、

その目的にも示しておりますように、摂

津市の学力の実態把握をすることによっ

て、行きたくてたまらない学校、学びの

ある教室づくりの方策を探り、また子ど

もたちに対しても個人結果の報告をする

など、よりきめ細かい実態に合った方策

づくりをする取り組みでございます。

　大阪府の行います大阪府学力等実態調

査につきましては、大阪府教育委員会、

大阪府全体の結果についての分析、報告

を求め、府全体の傾向を把握できるとい

う形での府教育委員会の方策づくりに利

用するものでございまして、内容的には

子どもたちが学力定着度を受けるという

ことでは同じでございますが、その趣旨、

内容を含めて、私どもの市が実施するの

は、市の実態把握。大阪府の実施するの

は、府全体の傾向を把握するということ

で、そういった意味で違いがございます

ので、摂津市教育委員会といたしまして

は、引き続き市全体の結果について分析・

報告をし、実態把握に努めたいと考えて

おるところでございます。

　続きまして、２０番目、地域教育協議

会「すこやかネット」の件でございます。

これにつきましては、大阪府の補助事業

でございますので、設置年度の早い第三

中学校につきましては、今年度で補助が

終了しましたので、摂津市として１０万

円の予算を組んでおるところでございま

す。

　平成１３年度に設置しました二中、四

中が１８年度で補助金が終了いたします。

　平成１４年度に設置いたしました第一

中学校、第五中学校は、平成１９年度で

府の補助事業が終了いたすこととなって

おります。

　府の考え方といたしましては、この補

助事業が終了した時点で、さらに順次、

補助をする仕組みについて検討されてお

りますが、実際にはまだ明らかにされて

おりませんので、それぞれの地域教育協

議会で例えば継続のための自主財源、バ

ザーを行われたり、フェスタ等を実施さ

れるなど、継続できるようにお願いした

いという内容の趣旨で、私どもも認識し

ておるところでございますが、今回、第

三中学校で市としての予算を組むことが

できましたので、私どもの課といたしま

しては、引き続きそういう形で各学校に
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対しての実施ができるように努力したい

と考えておるところでございます。

　続きまして、ちょっと戻らせていただ

きます。４番の食育の関係での朝食抜き

の実態でございます。これにつきまして

は、平成１７年度、私どもの学力定着度

調査の生活関係の調査の中で、「学校に

行く前に朝御飯を食べていますか」とい

う項目で小学校６年生、中学校３年生で

調査をしております。

　この結果を見てみますと、摂津市内の

子どもたちは、児童・生徒は、８０％か

ら８５％、８割は食べているということ

でございます。

　全国調査をしても８０％から８５％で

すので、ほぼ同率という形で、今回の調

査では上がってきております。

○石橋委員長　前馬学校教育課参事。

○前馬学校教育課参事　学校の栄養職員

の配置の件でございますが、現在、本市

小学校には４名の学校栄養職員が配置さ

れております。

　学校の方は、味舌小学校、別府小学校、

鳥飼西小学校、柳田小学校に配置してお

りますが、これにつきましては、いわゆ

る義務標準法に基づいて、市の定数が決

められております。

　５５０名以上の学校数と同じ数の配置

が、まずございまして、本市の場合、摂

津小学校は、それに該当しますので、そ

れでまず１人、配置されると。あとにつ

きましては、１１校ございますが、それ

を４で割りまして、その数、小数点は繰

り上げということで３名の配置、そこで

合計４名の配置ということになっており

ます。

　なお、学校栄養職員を中心に食育の充

実等推進しておりますが、全校に配置は

されておりませんが、学校栄養職員が中

心になって推進している計画等が各校に

拡大し、食育の充実を図っている、その

ような実態でございます。

○石橋委員長　田橋学務課長。

○田橋学務課長　学務課に関するご質問

の答弁をいたします。

　まず、３番の調理員の委託化が１７年

度に実施するということの検討というこ

とで、その後の経過はということでござ

いますが、前回の委員会でもお答えしま

したように、現在、委託と民営というこ

との両方での議論をしているところでご

ざいますが、平成１８年につきましては、

配置基準の見直しをするということで、

現在進めております。

　ただ、第３次行革の中では、２０年度

に実施というような方向の検討も書いて

ありますので、その中で調理員との協議

の中で委託化についても引き続き、議論

をしていっているところでございます。

　次に、４番の米飯給食の実態と食べ残

しについてはというところでございます

が、摂津市の学校給食は、主食のパン、

米飯、副食のおかず、そして牛乳と、三

本立てで完全給食を実施しております。

　また、安全でおいしく、栄養バランス

が取れた学校給食を工夫して実施してお

ります。

　米飯給食につきましては、自校炊飯で

月・水・金の週３回実施しております。

これは、大阪府下平均で言いますと、２．

５回、全国平均で言いますと２．９回と

いうことで、摂津市はその基準を上回っ

ているところなんですけども、考え方と

しまして、１週間の栄養バランスを考え

ますと、主食になるパン２回、米飯３回、

これを副食の方で考えますと、パンにつ

いては、やはり主食がパンですので、副

食のおかず等はカロリーの高い副食にな

ると。米飯になりますと、和食的な感覚

からおかずの方は少し低カロリーになる
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ということで、この１週間を見ますとパ

ン２回、米飯３回が一番、バランス的な

主食の回数だということで認識しており

ます。

　しかし、ご指摘のとおり、パンのとき

には残菜が多く出ているのではないかと

いうようなご質問でしたけども、パンに

ついては、いろいろコッペパンとか、ロー

ルパンとか、黒糖パンとか、いろいろ工

夫を凝らしてしてるんですけども、残菜

的にはパンも米飯も目方といいますか、

重量にしたら残菜の数量というのは、そ

う変わらないんですけども、御飯の場合

は重たいですから、かさが少なくても重

量はあります。

　パンの場合は、見た目にはすごく軽い

ので、重量は一緒でも、量的にはたくさ

んの量が出てるというような感覚もある

んですけども、そういうことで今後とも

学校栄養士、教職員が協力して、子ども

の食教育という面で努めてまいりたいと

考えております。

　次に、５番の中学校給食についての実

態ということなんですけども、現在、食

堂として残っておりますのは、三中だけ

でございます。三中の方は、ＰＴＡの運

営で実施しております。売っているもの

といいますと、カレー、うどん、パン、

おにぎり等でございます。

　そのほかの学校につきましては、売店

を設置しております。売店では、パン、

おにぎり、飲み物、ミルク等の飲み物を

販売しております。

　次に、６番の保護者補助金、これは他

市に比べて格差があるのかということで

あります。これについては、私立保護者

補助金は市の単独の補助金でございます。

私立就園奨励費補助金との、これは国庫

補助金ですけどもセットものの補助金と

して考えております。

　就園奨励費補助金については、保護者

の保育料の負担をなくすという意味の補

助金でございます。そこに公私立間の保

育料の格差をなくすという補助金で、保

護者補助金があるんですけども、この保

護者補助金の各市それぞれ単価設定して

おりますけども、この補助金につきまし

ては、各市における私立の幼稚園の保育

料に合わせて市の保育料との調整の中で

格差をなくすというような単価の設定を

しているわけです。

　ですから、他市の補助金と摂津市の補

助金というところの比較をしても、市に

おける私学の幼稚園の保育料にも格差が

ありますので、ということで所得階層の

一番多い４，５００円という補助金、こ

れは所得でいいますと４００万円から５

００万円ぐらいの所得階層なんですけど

も、この所得階層については北摂の中で

４番目ということで、各市との格差等は

出ていないと考えております。

　いずれにしても、幼稚園の就園奨励費

補助金の単価が毎年変わりますので、今

後、保護者補助金につきましても十分検

討していくというような考えでおります。

　次に、１３番目の、せっつ幼稚園のバ

ス運行について、１８年度は通園区が変

わるのではないかというようなご質問と、

受益者負担、市の方向性はどうするのか

というご質問ですけども、このせっつ幼

稚園の区域は、もともと統廃合によって、

せっつ幼稚園については全員が徒歩のと

ころで、旧みやけ幼稚園の園区がバスで

通園していました。

　せっつ幼稚園から半径７００メートル

というところで、旧みやけ地域のところ

だけのバス園区というような設定をして

いたんですけども、せっつ幼稚園の遠い

ところでは１キロぐらいあるところの家

があると。
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　ただ、それは旧せっつ園区が全員徒歩

というところで、統廃合になっても、そ

の条件は変わらないということでしてい

たわけなんですけども、そのため園バス

を１日、通園に３便走らせていると。

　園バスのつく時間について、保育の時

間が十分確保できないから、園バスを２

便に減らす方向で摂津の保護者会の中で

一応どうしたらいいかというような議論

もされまして、そしたら、みやけ幼稚園

区域を１キロに変えるということで、保

護者会の中の全員の意見だということを

聞いてるんですけども、市の方に要望が、

変えてほしいという要望が来まして、教

育委員会の方でも検討した結果、この１

キロというのは統廃合のときに教育委員

会が保護者の皆様に示していた距離なん

ですけども、検討した結果、１キロとい

うことで実施させてもらうということで

す。

　ただ、今、園に入っておられる方は７

００メートルで通園しておられる方もお

りますので、１８年の募集要項に１９年

からは園バスの地域が変わりますという

ような明示をさせていただいております。

　それと、バスの有料化についてなんで

すけども、保護者の所在地、それで園区

を確定させていただいております。

　ただ、園の設置場所と保護者の自宅、

これはどうすることもできませんので、

１キロ以上のところの方については、園

バスを走らせるということですので、こ

のバスの有料化については、保育料以外

の負担ということで、保護者の平等性と

いいますか、ということで現在のところ、

有料化については考えておりません。

　私の方は、以上です。

○石橋委員長　木下生涯学習課長。

○木下生涯学習課長　私の方から、８番

のわくわく広場につきまして、お答えさ

せていただきます。

　この事業につきましては、平成１６年

度から文部科学省の委託事業として進め

てまいりまして、摂津市では、わくわく

広場という形で事業を展開してまいりま

した。

　３か年の計画で、平成１８年度におき

ましては、最終年度であり、当初の目標

である全校実施に向けて、平成１８年度

では、三宅、別府、味舌、鳥飼小学校の

４校を加えて、全校実施ができるよう、

ただいま指導員等の募集並びにもろもろ

の手続の準備をしているところでござい

ます。

　この事業につきましては、本来の趣旨

は地域の大人が子どもたちとの交流を交

えての安心・安全な居場所、すなわち活

動拠点を設けることが、その事業の大き

な趣旨でございまして、ご質問の学校の

図書室の開放につきましても、読書活動

の推進の観点から、管理態勢が可能かど

うかの検討も含めまして、受け入れであ

る学校とも協議してまいりたいと思って

おります。

○石橋委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　２１番の温水プー

ルを使った介護予防施策についてでござ

いますが、その事業内容といたしまして

は、温水プールの集会室で簡単な筋力ト

レーニングやストレッチを行うというこ

とでございます。

　それにプラス、アクアセラピー、すな

わち水中での主に腰痛を改善するための

プログラムを実施するものでございます。

　ご質問の対象につきましては、一般成

人男女を考えておりますが、事業内容か

ら高齢者の方の利用が多くなるものと見

ております。

　なお、目標人数については２０名でご

ざいます。
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○石橋委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、少し

答弁が漏れておるところもございますの

で、さらに私の方から、まず４番目の食

教育にかかわりまして、農業体験の米の

使い道についてお聞きでございましたの

で、私の方から答弁をさせていただきま

す。

　この農業体験につきましては、市内の

１２小学校で農業体験実施ということで、

田植え、稲刈りの事業を地域の農業協同

組合、農業者のご協力を得ていただきま

して、実施をしておるところでございま

す。

　これの収穫をした米の使い道について

は、通常、各学校でそれぞれ独自に判断

をされますが、多くはおにぎりをつくっ

て収穫祭をするというような形で、その

お米を有効に活用するというふうに聞い

ております。

　また、その折に協力いただいた農業者

の方を招待するというようなことも聞い

ておるところでございます。

　続きまして、８番目の、わくわく広場

での学校図書室の利用の件でございます

が、これにつきましては、わくわく広場

の事業趣旨が地域と大人の交流というこ

とで、図書室での読書活動がなじまない

のではないかということで、基本的には

図書室の利用はしておりません。

　しかし、紙芝居とか絵本の読み聞かせ

というところは、わくわく広場で実施し

ているところでございますので、ご理解

をお願いしたいと思っております。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　わかりました。そしたら、

２回目、させていただきます。

　先ほど、補正予算の分で、小学校の耐

震補強の分とトイレの改修の件でござい

ましたけれども、国の補助金があって前

倒しをされるということでお聞きをいた

しました。

　また、今後とも、地震防災耐震措置法

ですか、緊急５カ年に載せるとおっしゃっ

ておられましたんですけども、ぜひこれ

を活用して、順次、耐震補強工事と、ま

たトイレ改修も忘れずに、またやってい

だきたいなと、実施をよろしくお願いし

たいと思います。

　それと、１番目でありますけども、自

学自習力の育成サポート事業であります

けれども、今、お聞かせいただきました。

一人で宿題ができない子のためにという

のが気になったんですけども、本当に宿

題ができない子どもの改善に役立ってい

るのかなと。

　その子の学力向上も大切でありますけ

れども、宿題できる家庭環境が大事では

ないかと思います。

　そうでなければ、本当の意味の解決と

いいますか、学校で出された宿題がきち

んとできるということにはならないんで

はないかなと思いますので、またそういっ

た面で、ぜひこの事業で家庭学習の定着

ができるように、ぜひお願いをしていた

だきたいと思います。これも要望とさせ

ていただきます。

　それと、２番目でありますけれども、

学校の栄養職員の配置につきまして、合

計４名の配置でありますね。それで、１

２校をきちんと見ていくという形になっ

ていると思いますけれども、ぜひまた食

育の面からもさらに充実を図っていただ

くように、ご努力をお願いしておきたい

と思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

　３番目でありますが、給食調理員に関

してでございますけれども、今、ご答弁

をいただきまして、今は１８年でありま

すけども２名退職、また１９年も１名退
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職予定ということで、昨年の答弁ではそ

うでございましたんですけども、またそ

ういった点におきましても、これからも

経費削減のためのご努力を、そのあと再

任になるか、パートの臨職なのかという

ことで、よく考えていただいて、こうい

う時節、また状況下でもありますので、

経費削減のための努力をお願いしておき

たいと、重ねてお願いしておきます。

　４番目でありますけれども、小学生の

食育の面からということで、朝食抜きの

件につきまして、今、教えていただきま

した。摂津市は、８０％は朝食をとって

いるということで、あと２割の子どもた

ちがやっぱりまだ、どういった事情なの

か、寝坊なのか、またいろんな事情があ

るかもわかりませんけども、また食事が

用意されていないのか、いろんなことが

あると思いますけども、本当に８割でよ

かったじゃなくして、あと全員の方がやっ

ぱり食事をして、朝御飯を食べて、そし

て初めて児童の頭の回転もよくなるわけ

で、また集中力もできるわけですから、

そういった点をまた、そういった点では

今後ともちょっと、またいろんな形でア

ドバイスをお願いしていただきたいなと

思います。

　先ほど、いろいろお聞きさせていただ

きまして、３点目の農業祭の折に給食の

残飯でできた肥料の無料配付の案内板に、

「パンは食べ残しが多い」と書かれてあっ

たんですけども、このことについてはちょっ

と答弁がないんですけども、それはもう

書いてありましたから、そのとおりと言

われたら、そのとおりであるかもわかり

ませんけども、米飯給食、お米を強調せ

んがためのものかもわかりませんけども、

どちらかといいますと、何かそういった

ことを書くのが、ちょっと、いかがなも

のかなと思いまして、ちょっとお話をさ

せていただきました。

　やはり、パン食も火・木とパンであり

ますし、給食は月・水・金と米飯という

こともお聞きしましたんですけども、両

方ともやっぱり必要ではないかと思いま

す。

　給食のパンの主食は、私たち公明党議

員団で先日させていただきました。ほん

と、おいしいパンと、メーカーによりま

すんですけども、残念ながら、そうでな

いパンがありました。パンを残すという

ことは、やっぱりそういう、おいしくな

いということもありますし、どこのメー

カーともわかりませんけれども、そう感

じました。

　朝食抜きというのは、先ほども言いま

したが、家庭環境にもよるかもわかりま

せん。

　また、朝にパン食と、お昼もパンとい

う子どもも、それは週に２回、パン食の

ときだけでありますけども、そういった

関係があるのでしょうか。ちょっと、先

ほどの「パンは食べ残しが多い」という

点の分と、ちょっとまた、もう一度、お

聞かせいただいたらと思いますので、よ

ろしくお願いします。

　次に、５番でありますけども、中学生

の朝食の実態と弁当持参の実態について

は、これはちょっとお聞きさせていただ

いておりませんですね。そういう調査を

されてないかもしれませんけれども、こ

れから、また給食等も弁当方式等も考え

ていってはどうかということもあります

ので、一度、ぜひ実態調査をすることが

大事ではないかと思うんです。

　今、三中が食堂があって、ＰＴＡの方

が運営されているというのはお聞きさせ

ていただきましたんですけども、それこ

そ中学校というのは一番、体をつくる時

期でもありますし、どうしても家から持っ
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てくるお弁当、また持ってこれない方も

おられますし、どうしてもお汁でないも

のと、細かい話になりますけども、そう

いうお母さんのご要望を私はいただいて

おります。

　やっぱり、汁けがないもの、いろんな

ことを考えたら、どうしても栄養が偏っ

てしまうというか、決まったおかずになっ

てしまうということで、心配をされてた

お母さんがおられました。

　そういったことで、いつもこのことは

質問させていただいてるんですけども、

またいろんな方法を研究していただいて、

注文の弁当方式といったことの導入も視

野に入れて、また今後とも検討をぜひと

もお願いしておきたいと思いますので、

これは要望とさせていただきます。

　６番目の私立幼稚園保護者補助金の分

でありますけども、摂津市の公立幼稚園

の保育料と私立幼稚園との格差というこ

とのお話を先ほどされましたんですけど

も、実際に私立の幼稚園、摂津市で吹田

市から来ている人と摂津市から来てる人、

いっぱい、いろんな方が、たまたま吹田

市、隣接しておりますからね。吹田市の

私立に通わせている幼稚園の保護者の補

助金が多いわけですね。

　それで、ちょっといろんな形で質問が

あるわけですけども、摂津市の公立と私

立の差ではなくして、やっぱり他市との

そういった、これからますます子育て支

援にも力を入れていかないといけません

ので、そういった点でも、ちょっとまた、

これから先ですけども、そういった意味

での他市との格差是正のためにも努力を

していただきたいと、これは強く要望さ

せていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

　７番目、図書館の休館日につきまして

ですけども、ほんとに私、昨年にお願い

をさせていただき、またいろんな、さま

ざまな障害等がありましたんですけども、

ご努力をいただきまして、昨年の４月か

ら、１７年度から毎週月曜日が休みとい

うことで、本当にわかりやすく、また実

施をしていただいて、本当に皆さんも喜

んでいただいております。

　さらに、まだ祝日かということを言わ

れそうでございますけれども、本当に市

民の皆さんの利便性を考えて実施するの

が本来のあり方やと思います。

　平日よりも祝日が、今、土日もあけて

いただいておりますけど、やっぱりお休

みの日にちょっと、ゆっくり本を読みた

いという、そういう状況も多いわけです

し、そういったことも、また考えていた

だければ、例えば祝日を開館にしますと、

翌日に休みをするようにすればどうかな

と思うんです。

　祝日は確定しておりませんので、何曜

日とは決まりませんけれども、そういっ

たことも人件費等のこともあるかもわか

りませんけども、またご検討の方、よろ

しくお願いしておきたいと思います。こ

れも要望とさせていただきます。

　８番目です。わくわく広場の充実につ

いてでございますけれども、先ほど言っ

ていただきましたように、地域の大人が

子どもたちと交わるという、そういった

もとに、今やっていただいておりますん

ですけども、私は、学童保育をも包含で

きるような事業へと転換できないかなと

いうことをぜひとも検討していただきた

いと思っているんです。

　東京の江戸川区では、すくすくスクー

ルというのをやっておりまして、これは

放課後から夕方まで、学校の教室とか校

庭、体育館などで１年生から６年生まで

の子どもたちが一緒に遊んだり、さまざ

まな活動をするというもので、この取り
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組みの特徴は地域の大人たちが積極的に

参加をしているということだと新聞に載っ

ておりましたんですけど、厚生労働省は、

放課後の児童対策として、いわゆる学童

保育を実施していますが、この対象は共

働き家庭など、留守家庭における１０歳

未満の児童に限られ、子どもたちの相手

は地域の大人ではなく、役所の職員の方々

であるということであります。そういっ

たことを考えて、本当にこういう、もと

もとのわくわく広場の、先ほどお話をご

答弁いただいた趣旨のもとに、やっぱり

そういったことも今後検討していただき

たいと思いますけども、ちょっとその思

いをまたお聞かせいただきたいと思いま

す。

　９番目ですね。教育現場に携わる場所、

要するに学校、敷地内のたばこの禁煙で

ありますけれども、重々、ご存じやと思

いますけれども、健康増進法の第５章の

中で「受動喫煙の防止」があります。

　２００２年の厚生労働委員会の議事録

には、「学校は学校施設だけではなく、

修学旅行や移動教室なども教育の一環と

して、当然その活動をするのだから、教

育上の観点から種々の配慮がなされるべ

きと考える」と、答弁をしております。

　学校においては、広範囲においての受

動喫煙対策をしなければなりません。法

の上からも敷地内禁煙としなければいけ

ないと思いますけども、お考えをもう一

度、お聞かせいただきたいと思います。

　次に、テレビゲームの件であります。

幼稚園、小学校、幼児・児童で、先ほど

お聞きさせてもらいまして、テレビゲー

ムに費やす時間を知りたかったんですけ

れども、９割近い児童がテレビゲームや

テレビが好きということをご答弁いただ

きましたんですけども、これは本当に、

今これから、ますますふえていくであろ

うと思いますし、またテレビとかテレビ

ゲーム等で脳にも影響がいろいろ出てく

ると思います。

　調べましたんですけども、これは先生

に暴力を振るう小学生が文部科学省の調

査では、３割増加していることが新聞記

事に載っておりました。その中でも大阪

は前年度より７７件増加の３２０件で、

全国最多となってるんです。

　この荒れる小学生の原因が家庭の役割

の低下が教師をはけ口に向かわせている。

今までは、小学校中学年、高学年になっ

たら第一反抗期とかありますけども、そ

れが親が今まではやりとりしてたのが、

親がいない、働いているとか、いらっしゃ

らないとか、いろんな形で、また親は友

達親子になっている部分がありますし、

しつけをするとか、教えるとか、そういっ

たことが徐々に少なくなってきていると

いう傾向があるとも書いてありましたが、

そういうことで、それが教師の方に、は

け口に向かってるんだという、識者は指

摘をしております。

　そして、ある大学の教授は、脳科学の

立場から、前頭前葉、頭の脳の働きに影

響を及ぼすゲームやテレビなどを遠ざけ

て親子の会話をふやす。また、活字を読

む、日記を書くといったことを習慣づけ

るだけでも相当な改善が図られると指摘

をしております。

　公立の学校内での暴力件数でも、中学

校、高校は減少傾向にあるんです。それ

と対照的に、小学校はふえているという

ことで、この点について、教育委員会と

して、どのような見解を持っておられる

のかお聞かせいただきたいと思います。

　次に、教育施設でのアスベストの件で

ありますけれども、今、現状をお聞かせ

いただきました。

　これは、本当にアスベストはそこにあ
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るということ自体が問題なのではなくて、

飛び散る、吸い込むということが、先ほ

ども飛散ということをいろいろ言われま

したけども、飛散するのかしないのかと

いう、問題となります。

　この飛散防止を図ることと、子どもた

ちの安全対策にも万全を今後とも期して

いただきますように、よろしくお願いを

いたします。要望とさせていただきます。

　次に、尼崎のそろばん特区の件であり

ますけれども、先ほどのお話の中に、指

導要綱の中にも、そういうそろばんや電

卓という、そういったことは適宜、しよ

うということも書かれていけばいいとい

うことで、今、お聞かせいただきました。

　また、本当にそろばんは一昔前は、私

もやりましたんですけども、本当にさま

ざまな形で効果をあらわすというのは、

もう十分、この尼崎のそろばん特区のこ

とでも出ておりますし、ぜひまた今後と

も取り組みを考えていただけたらと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　次に、１３番でありますけども、せっ

つ幼稚園の送迎範囲の広がりについてで

すけども、公明党が統廃合の際に勝ち取っ

た成果が、この７００メートルだったん

でございますけども、成果ではありませ

んけども、そういったことでお願いをさ

せていただいてスタートいたしまして、

バスの範囲が１キロ以内となることは本

当に残念でございます。

　でも、やっぱり有料化というのは、ちょっ

とうたわれておりましたんで、それを心

配しておりましたが、その有料化は考え

ていないということですので、ほっと胸

をなでおろしております。

　どちらにしましても、保護者のご負担

にならないように、ぜひともお願いをし

ておきたいと思います。

　次に、進路選択支援事業の件でありま

すけれども、今、お話を聞かせていただ

きまして、今後、内容的にニート的な対

策の意味合いもあるのかなと思いますけ

ども、それを含めてのことでございましょ

うけども、さまざまに、また支援できる

体制をお願いいたしたいと思います。

　次に、学力定着度調査事業であります。

　先ほど、ご説明いただきまして、大阪

府全体を把握するのと摂津市の把握とい

うことで、どう違うのかなと思いながら

聞かせていただいたんですけども、大阪

府では、要するに大阪府下で、どれぐら

いの摂津市が学力の方で位置づけをされ

ているのかということだと思いますけど

も、同じテストをするわけですから、摂

津市としてのそういったことも、同時に

私は掌握できるのではないかと思うんで

すけれども、どちらにしましても、本当

に教育現場に負担にならないように、子

どもたちに、２回同じようなことをする

という、同じようなことを２回も行うこ

とについては、本当に矛盾がありますの

で、そこら辺は、ちょっとまた精査をし

て考えていただいて、時期を考えていた

だきたいと思いますので、要望させてい

ただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

　次に、学校の耐震診断についてですけ

ども、先ほどもご答弁をいただきました

んですけども、これは国の方が年内にす

べて実施をして耐震診断を公表するとい

うことを言っておりましたので、その件

についてお聞きをさせていただいたんで

すけども、これは学校の体育館が避難場

所となっておりますので、耐震工事の推

進をぜひとも着実に粛々と進めていただ

きたいと思いますので、これも要望とさ

せていただきますので、よろしくお願い

いたします。

　次に、学校トイレの特殊清掃について
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でございますけれども、今、ご説明をい

ただきまして、大体、わかりました。こ

れから、特殊清掃は２、３年しかもたな

いということなんですね。また、恒久的

な対策をとるということでお話を聞かせ

ていただきました。

　これから、また４年に１回のサイクル

で約３００万円の予算となっております

けども、それこそ、これからもよく考慮

していただいて、決めて、やっていただ

きますように、よろしくお願いをしてお

きます。

　次に、総合的教育力活性化の、すこや

かネットの件でありますけれども、また

各学校での実施を考えてるということで

ありますけれども、また自立して、先ほ

どバザーなどということで、資金が一番

大事でありますけども、自立して運営で

きるように、こういう資金計画の強化が

必要ですけども、全中学校での実施を要

望いたします。

　最後に、スポーツ振興事業の分で、温

水プールでの集会所で行うストレッチト

レーニングとか、アクアセラピーという

ことでありますけども、ほんとにこれは

いいことやと思います。全力で応援させ

てもらいたいと思いますので、ぜひ頑張っ

ていただきたいと思います。

　以上で、２回目の質問を終わります。

○石橋委員長　暫時休憩いたします。

（午前１１時５６分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○石橋委員長　再開します。

　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、私の

方から２点、お願いいたします。

　一つは、児童・生徒の朝食を食べてい

る率ですが、前回答弁したときに中学校

についての答弁漏れがあったようですの

で、お答えといたしましては、小・中学

校とも１７年度の定着度調査の生活にか

かわる調査の中で、小・中学校とも８０

％でございますので、よろしくお願いい

たします。

　なお、１６年度につきましても、手元

にちょっと数字を持ってきましたので、

１６年度のときには、小学校、これは６

年生になりますけれども、６年生がいつ

も食べている、また大抵食べているとい

う割合は８９％でございました。１６年

度でございます。

　そのときの中学校３年生は、同様の質

問で大抵食べているというのが、このと

きは７４％ということで、少し率が異なっ

ておるところでございます。

　それから、２つ目に、テレビゲーム等

の視聴のご質問がございまして、教育委

員会の方といたしましては、私どもはテ

レビゲーム、テレビ等の視聴ということ

で、個別というよりも基本的な生活習慣

の乱れ、またそれに伴う心の健康の問題

等については、やはり非常に深刻な問題、

また体力のことについても長期に低下の

傾向にあるという認識を持ってございま

す。

　そこで、とりわけ健康教育ということ

につきましては、学校の教育活動全体を

通じて組織的、計画的に取り組むととも

に、やはり家庭や地域との連携を図るよ

うに指導をしているところでございます。

　また、市の方といたしまして、特にご

存じのように、１７年６月から読書活動

推進計画を持っておりますので、この読

書活動推進計画の大きな目標は３つでご

ざいまして、その２つ目に社会全体の取

り組みとして、家庭・地域・学校等の連

携を強めて、社会全体としての読書活動

を推進するという基本的な理念を持って

おりますので、そういったこととしても

引き続き努力をしたいと考えております。
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○石橋委員長　木下生涯学習課長。

○木下生涯学習課長　それでは、川端委

員の、わくわく広場についての２回目の

ご質問につきまして、わくわく広場に学

童保育の事業を包含できないかという、

江戸川区の例をもとにご提案いただいた

件でございますが、生涯学習課の考え方

を述べさせていただきますと、わくわく

広場は地域の大人たちと子どもたちの交

流の場であり、子どもたちがスポーツや

文化活動を通じての遊びの場であります。

　一方、学童保育につきましては、子ど

もたちにとっては、いわゆる第二の家庭

であり、放課後の本来、保護者が行う保

育を市の事業として実施しているもので

ございます。

　それぞれの事業の趣旨は違うところで

ございますが、わくわく広場事業に学童

保育事業を包含する場合、例えば受け入

れ態勢の問題で子どもたちの発達状態に

応じたきめの細かい保育とか、子どもた

ちが固有に持ってる課題などを考慮した

保育というか、事業ができるかどうか。

　それと、子どもの安全上の問題、多く

の地域の大人の方々の連携の充実等、い

ろいろ考えますに、課題が発生すると思

われます。

　それにつきましては、今後、それぞれ

発生する課題、問題点を整理した上で、

その事業を包含するについての検証が必

要だというふうに思っております。

○石橋委員長　福元教育総務部理事。

○福元教育総務部理事　学校敷地内での

禁煙についてでございますけれども、受

動喫煙等ということでお話をしていただ

きました。

　やはり、学校は日常的な通常の事業を

しているということと、あるいは地域の

方が大勢学校へ来られてイベントをする

というような機会もございます。

　そういうこともございまして、なかな

か敷地内全面禁煙ということを、意見を

聞くということにいたしますと、随分と

さまざまな意見が恐らく出てくるんじゃ

ないかなというふうに思います。

　ですので、これは一定、教育委員会内

部もそうですけれども、方向性を、教育

委員会としての方向性を出す必要がある

だろうなと、先見性なりを持って出して

いかなくてはならない問題ではないかな

というふうに考えておりますので、関係

部局とも協議をしながら進めてまいりた

いというふうに考えております。

○石橋委員長　田橋学務課長。

○田橋学務課長　４番のパンのところの

ご質問なんですけども、公明党さんの中

でパンの試食をしてもらった中で、おい

しいパンと、そうでないパンがあったと

いうご質問なんですけども、摂津市の場

合、パン業者については３社で、４校ご

とということで３社に入ってもらってま

す。

　その中で、２年おきにローテーション

を組んで、パン業者は違う学校に納入し

てもらうようになっております。

　そういうことで、平等にという形で、

パン業者も回しているということです。

　基本的には、パンは週２回と米飯３回

というのは、基本的にはこれは変えたく

ないと思っております。

　先ほども言いましたように、パンのと

きにはレーズンパンとか、アップルパン、

バターロール、黒糖パンとかいうので、

大体、週２回ですから、パンの日は８回

あるんですけども、その中で食パンとコッ

ペパン、これは月の中で２回ずつという

形で、これ以外のときは、ほかの工夫し

たパンを配食に出すようにということで、

そちらの方もちょっと研究しながら出し

てるわけです。
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　米飯につきましても、麦御飯とか、炊

き込み御飯というのを織りまぜて、でき

るだけ残菜を出さないようにということ

で、実施しております。

　パンについては、火曜日と木曜日、こ

れは定期的にこの週については、学校で

はパンがあるということですので、この

辺を保護者の方にも周知、徹底しまして、

保護者の理解も得ながら、その日には無

理だと思いますけれども、米飯を、朝御

飯を食べさせてもらうようにとかいうよ

うなこともお知らせの中に、この日はパ

ンというのを周知しながら学校栄養職員

と教職員とで協力して、そのような推進

をしていきたいと考えております。

　それと、先ほど６番のところの私立幼

稚園の就園奨励費の中で、私、扶助の一

番多い階層が４，５００円の階層といい

ましたが、これは申しわけありません、

２，０００円の、市民税の所得割が１２

万４，４００円以下の階層ですので、訂

正させていただきます。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　それでは、３回目の質問に

なりますけれども、今、食育の件で米飯、

またパン食ということで、給食の件でご

答弁いただきました。

　国は、朝食を食べない、小学校５年生

が、今、４％程度いるという例を上げま

して、２０１０年までの５年間でゼロ％

に近づけるということを検討しておりま

す。

　食育としても食べ残しがないように、

これからまた教育を今後とも、よろしく

お願いをしておきたいと思います。

　それと、わくわく広場の件につきまし

て、今、ご説明をいただきまして、わか

りました。

　基本的には、私は地域の人たちの協力

を得て、すべての子どもたちが地域社会

の中で、伸び伸びと育まれるような環境

を整えることが、子どもたちの安全、ま

た安心のためにも重要であり、これが時

代の要請であると考えております。

　子どもたちは、子どもは社会全体で育

み、育てる方向でありますけれども、子

どもの安全な居場所の確保のためにも、

これからも大いなるビジョンを持って、

さらなる取り組みをお願いしておきたい

と思います。

　教育現場から、たばこを追放する敷地

内禁煙の件に関しましてですけども、ほ

んと子どもたちも含めて大人の健康の上

からも大阪府下で最初に庁内禁煙にした

本市としまして、ぜひまた学校の敷地内

禁煙に取り組んでいただきたいというこ

とを要望とさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。

　テレビゲームの件に関してですけれど

も、毎日毎日の積み重ねが子どもの性格

をつくります。学校で注意することでも、

また子どもたちの自覚も違ってくると思

います。ぜひ、また今後とも保護者の方

にも周知をしていただき、摂津の子ども

たちが健全に育つように努力を惜しまず、

最大のご尽力をお願いしておきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

　以上でございます。

○石橋委員長　次の質問、お願いいたし

ます。山崎委員。

○山崎委員　では、質問をさせていただ

きます。

　まず、補正の方からお願いいたします。

　午前中の川端議員の質問にもありまし

たけれども、補正の６１ページ、耐震補

強工事の件ですけれども、計画的にと言

われておるわけですけれども、国の予算

がついて補正で組まれてくる。これが計

画的と言えるのであるかということなん

ですけれども、おととし、私の先輩議員
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なんかがいただいてる耐震計画の補強計

画というものは、１７年度以降は対象は

上がっておりますけれども、どれが、い

つごろ、どういうことかということはわ

からないわけで、この計画的と言われる

のであるならば、これらの小・中学校の

校舎、体育館を含めて、上げてあるやつ

が、いつごろ終わるのかと。

　５年間の計画とかいうようなことも出

てるんですけれども、何年も待たされる

というのは、ことは耐震工事なわけです

から、地震はいつ起こるかわからないと

いうところで、何年も待たされるという

のはかなわないと思うんですけれども、

いかがでしょうか。

　それと、診断については先ほどの答弁

でも耐震診断のソフトが入って、校舎に

ついては、やられたと。この結果の方は、

どういうふうに、もう急がんといかんと

かの評価も含めてお知らせいただけるの

かどうか、どうなっているのかお聞きし

たいと思います。

　体育館の方は、できていないと。大丈

夫なんかどうかもわからないということ

では、ちょっとあれなんで、早急にやっ

ていくという計画を出していただければ

と思います。

　次に、同じく補正の６３ページ、アス

ベストの除去工事についてもありました

けれども、お尋ねしたいと思うんですけ

れども、ここではアスベストの危険箇所

について、接触の恐れがないとか、囲い

込みがされているということで、工事を

急いでやることはないということで発表

されていると。

　しかし、ここへ来て、学校に周知もそ

こそこに工事を実行するということが決

められようとしてる。

　ここでは、先生方からもいろんな不安

の声を私、聞かせていただいてるんです

けども、本当は必要だったんじゃないか

と、除去工事が必要だったんで、やるん

じゃないかと。

　もうちょっと、アスベストの含有施設

の内容、その規模、飛散の状況が安全で

あるというこの根拠と、こんなことも先

ほどたくさん、空気中に飛散の恐れがな

いとかいうことも言われておりましたが、

それも含めて公開、知らせていくという

必要があると思うんですけど、どうかと

いうことですね。

　先ほども二中の金工室なんかでも、こ

の工事についてはポンプ室も一緒にやる

と。ポンプ室については、最初の調査の

４施設の中には入ってなかったと思うん

ですけれども、こういうふうに知らせな

い部分でもやっていくということに対し

て、ちょっと整合性がやっぱり現場の方、

不安があるんじゃないかと思っているわ

けです。その辺をお聞かせいただきたい

と思います。

　次に、これも午前中にありましたけれ

ども、補正の６０ページのトイレの特殊

清掃なんですけれども、これが結局は、

今、答弁を聞かせていただくと、アスベ

ストの予算措置の中で、この特殊工事に

ついては中止というか、なくなるという

方向ですね。

　センサー式の小便器の仕様に変わって

ていくということなんですけれども、こ

れがどういう計画で、いつごろ、全部終

わるような形でやっていくおつもりがあ

るのかどうか、お聞かせいただきたいと

思うんですけれども、この特殊清掃その

ものの評価、それこそ今、きちんとおり

てない状態でやめてしまうということを

決めて、センサー式の小便器に方針変更

というのが、何か我々の知らないうちと

いうか、朝令暮改といいますか、どんど

ん変わっていくということに対して、ど
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ういうふうにお考えなのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

　それで、今、小学校で既に３校、済ん

でるということですね。

　次に、同じく補正の６２ページの通信

費、小学校で１５０万円、中学校で５０

万円、不用額になってきているわけです

けども、これはどうしてかということを

お聞きしたいと思います。

　補正が終わりまして、次に予算書の歳

入の分なんですが、予算書で５８ページ

の奨学金の償還金、それから６２ページ

の学校給食費の負担金、これはことしの

予定収納額というふうに理解してよろし

いんでしょうか。それをちょっと聞かせ

ていただきたいと思います。

　次に、歳出なんですが、これは概要の

方が見やすかったものですから、概要の

方でお願いいたします。

　まず、１０３ページの教育委員会の交

際費と食糧費、これはどういったものか

というのをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　今、府の教育委員会の接待問題で内部

調査もされて、土曜日、報道でも大量な

処分が出たということもありました。公

立学校の統廃合が各地でも進むという今、

特に私学関係者との関係には、襟を正し

ていかなければならない時期だと思いま

すので、伺っておきたいと思います。

　次に、１０５ページの通学審議会の報

酬ということで出てますので、関連して、

構成メンバーについては代表質問でもあ

りましたけれども、住民、保護者の意見

を大切にするというこの点で、当該校区

の保護者の代表などを加えていくという

ことは、大変な大切なことだと思ってお

りますので、このメンバー構成など、改

めてお聞きしたいと思います。

　次に、同じページの青色回転灯のパト

ロール巡視員の賃金ということなんです

けれども、ちょっと私、この事業に係る

内訳を教えていただきたいと思います。

　車両費ですとか、改装費、ちょっと予

算書の方で、どこにあるのか、ちょっと

わからなかったものですからお願いいた

します。

　それから、その下の交通専従員の委託

料の部分ですが、これ伺いますと、交通

専従員の配置要望が鳥飼北の小学校区の

ＰＴＡから上がっているとお聞きしてお

ります。

　この間、交通専従員の人数はそのまま

で危険箇所がちょっと変わってきたとい

うか、そういうシフトが行われて、やは

りどちらも場所としては危険なんだから、

両方配置をしてほしいというようなこと

だったようですけれども、これに対して

のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、次に１０６ページの障害児

の介助員についてですが、この間、ずっ

と９名の配置がなされているというふう

に聞いております。この９名というのが

適正かどうか、お聞きしたいと思います。

障害を持つ児童の数によって教員は配置

されるということなんですけれども、今、

障害児に係る加配、教職員の加配の状況

とか、養護教室の状況はどうであって、

学校間の格差がないのか、この辺、わか

る範囲でお答えいただきたいと思います。

　次に、１０７ページ、教育研究会の補

助事業についてお尋ねしたいと思います。

　１７年度の事務事業評価をいただいて

おるわけですけども、この事務事業評価

の１６ページに、ここは教育委員会の評

価ではないんでしょうけれども、効果が

明確でないなどと書かれておるわけなん

ですが、教育委員会での研究会への評価

というのは、いかがなものかと思うんで
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すが、代表質問で福元理事が摂津スクー

ル広場の取り組み、教育フォーラムで担

当者の課題が「夢語ることができた」と

か、学力問題、学級連携でも、今後、研

究活用していくと、大いに高く評価され

ているようなんですけれども、これは教

育委員会自身の評価であって、自画自賛

にはなっていないかと危惧するわけです。

　教育フォーラムには私も参加させてい

ただいたんですけども、最後までちょっ

とおれなかったんですが、当日は参加者

の意見、感想を募るということになって

いなかったと聞いてます。

　保護者ですとか、担当以外の先生の意

見の集約、こういったものはどうなって

いるのかということもお聞きしたいと思

います。

　両面の意見というのは、あってしかる

べきでしょうから、発言をことさら非難

するものではないんですけども、第一部

聞かせていただきまして、コーディネー

ターの西川教授の発言に、「統廃合がさ

れて５中１０小になって、非常にバラン

スがよくなった」とか、それから先生方

が国庫負担金の２分の１から３分の１に

減らされるというので反対署名なんかを

去年も運動会なんかでされているのに、

「国庫負担金はない方がいい」とかいう

ような持論を披瀝されておられたわけな

んですけれども、これを保護者の方が、

私、どう思われたのかなと。あれが教育

委員会のスタンスというふうに、やはり

コーディネーター頼んではるわけですか

ら、見られはしないかと危惧するわけで

す。その辺も、補助事業について全体、

お聞かせいただければありがたいと思い

ます。

　次に、１０９ページの学力の定着度調

査についてですが、先ほどもご質問があ

りましたけれども、これは市がやる分で、

府とは直接かかわってないとは思うんで

すけども、昨年、大阪府が差別助長にな

りかねないような「同和地区を怖いと思

いますか」というようなアンケートで人

権意識調査をやったという中身と一緒に、

同和地区の児童を選択して学力調査を行っ

たという事件が、問題というか、去年は

ありまして、今回、全６年生、全中学３

年生の全児童にということに方針が変わっ

たようなんですけれども、この辺、あと

個人情報にも、調査ですから、かかわる

問題ともなりますんで、十分配慮してい

ただいて、調査が意図的なものにはなら

ない、取り扱いには十分注意するという

ことを明言していただきたいと思ってお

ります。

　その次のページ、同じように人権教育

の研究会への助成についても、同和教育

については、もう終結を求めるという声

がたくさんあるという動きがあるんです

けども、それに逆行すると、差別を固定

化するというような動きにつながりかね

なということには、格段の配慮をお願い

したいと思っています。

　次に、１１１ページの小・中学校にか

かわる人件費と絡めてですけれども、私

ども日本共産党は３０人学級の早期実現

をお願いしているわけですけれども、教

育委員会は少人数教育の有効性、これは

認めておられる。当面、少人数授業をと

いう方向で施策を行っておると理解して

おるわけなんですけれども、今年度の小

人数学級の配置などは、この人件費なん

かで見ることができるのか。

　あと、少人数学級の実情なども合わせ

てお答えいただけると、ありがたいと思

います。

　また、人件費に絡んで、要望の多い図

書館司書の配置についてもお願いしたい

と思います。
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　代表質問でも出ておりましたけれども、

次のページの施設費の方でクーラーの話

が出てました。統廃合後に予算化される

という部分があるんでしょうけれども、

改めてクーラーの設置等の施設の充実に

対するお考えもあわせてお聞かせ願えれ

ばありがたいと思います。

　その次、ちょっと飛びますけど１２３

ページ、生涯学習フェスティバル、新た

にということで、この中身を教えていた

だきたいと思います。

　その次に１２８ページ、文化財の保護

費についてお伺いします。

　後ほど振興条例の方でも詳しく触れる

ことになると思うんですけれども、遺跡

保存の会という市民団体から要望書が上

がっておりますけれども、予算の方では、

保存継承事業で記録保存の予算しかつい

ておりませんね。要望書にもあるんです

けども、記録保存というのは、遺物その

ものを保存するものではなくて、極端に

言いますと、遺物そのものは破棄、破壊

されるものだということで、実物の保存

と同時に公開を求めておられます。この

文化財保護へのお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。

　次に、１３０ページの図書館費なんで

すけれども、これも私、よくわからなかっ

たんですが、千里丘公民館で、ことしか

ら貸出業務を行うというのが、ここで見

れることができるんでしょうか。よくわ

からなかったので、お願いいたします。

　あわせて、私、聞かせてもらうところ

によると千里丘図書センターの構想があ

るということを聞いておるんですが、こ

の辺についてもお示しいただければと思

います。

　次に、１３４ページの温水プールの管

理なんですが、管理費全部、ほかの施設

も含めて入ってるんですけれども、修繕

費や管理費、たくさんかかるわけなんで

すが、今、市民プールの跡地に市営住宅

の建てかえ構想ということで、今一度、

市民プールに対する基本的な考え方から

問われていると私は思うんですが、温水

プールの建てかえ時期に幼児プールもあ

わせてやるということを聞いてるんで、

つまり、この温水プールの建てかえ時期、

使用に耐えなくなる時期というのは、い

つごろになるとお考えになっているのか

お聞かせいただきたいと思います。

　昨年、１６年の決算で、まだまだ使え

そうだというご答弁もいただいてるんで、

その辺を聞かせていただければと思いま

す。

　基本的には、幼児用プールだけの拡充

だけでいいのかなどという、いろいろ議

論は要るかとも思いますけれども、市民

プール再開を望む市民にしてみれば、い

つまでこのままなのかというところも気

になるところかと思いますので、お願い

いたします。

　また、事務事業評価の最後のページ、

１８ページで、温水プールの補修が先送

りになっておるんですが、この先送りに

することで施設の傷みぐあいが激しくな

るということにはならないのか、お聞か

せいただきたいと思います。

　先ほど、川端議員の質問でもありまし

たんですが、調理員の話なんですけども、

委託、民営化が２０年度に実施の検討と

いうお答えがあったんですけども、これ、

最初から委託か民営化ありきということ

にはならないようにお願いしたいと思う

んですけども、というのは、やっぱり栄

養とか安全とか、保温性とか、給食の本

来のあり方というのをしっかり重視して

いただいて、経済性だけが先に優先する

という見直し、検討の方向ではいけない

と思いますので、その辺のお考えをお聞
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かせいただきたいと思います。

　以上です。

○石橋委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　幾つかありまし

たので、順序を追ってお答え申し上げま

す。

　まず、補正予算の関係でございます。

先ほどの川端議員の質問と重複するかも

わかりませんが、６１ページにございま

した耐震の計画的な実施についての考え

方、今回、補正がされている部分につい

て、どうなのかということでございまし

た。もともと、鳥飼西小学校については、

先ほども申し上げましたが、１８年度で

改修を予定いたしておった物件でござい

ます。

　なぜ、１７年度にこれを補正予算化し

たかと申しますのは、これも先ほどお答

え申し上げましたが、国の補正予算を組

みまして、１７年度中に耐震をする場合

は、優先的に補助採択し、なおかつ一般

財源に相当する部分について、補正予算

債という市債でございますが、後年度に

おいて全額、交付税で算入される非常に

有利な制度があるということで、大阪府

の施設課の方におきましても、極力、こ

の補助金を使って工事をするようにとい

う指導もございました。

　私どもは、当然、やはり財源問題等は

最優先に考えなければなりませんので、

１７年度のこの制度に乗る方が市全体と

しては非常にメリットがあるというふう

に考えまして、あえて１８年度当初予算

に乗せずに、同じこの時期であります１

７年度の補正予算に計上させていただい

て、国の補助金の採択を受け、また補正

予算債という一般財源が必要ない有利な

制度に乗っかって、させてもらうという

ことでございます。

　１７年度のこの補正でも当初予算に乗

せても、工事としましては１７年度の同

じ時期になりますので、計画での執行に

ついては何ら支障がないと考えておりま

す。

　今後もこういった制度があれば、やは

り、今、財政は非常に厳しい状況であり

ますから、いろんな制度を活用する中で、

より有利な制度の中で今後も進めてまい

りたいと、そのように考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

　それと､診断のことでございますが、

一次診断は既に出ておりますと申し上げ

ました。

　一次診断は、大阪府からパソコンソフ

トの提供を受けまして、私どもの建築の

技術者が行いまして、本来であればコン

サルに委託すれば当然それなりの委託料

が必要になりますが、今回、大阪府のソ

フトを活用しまして、私どもの建築の技

術者が研修に行った中で自前でできたと

いうことで、経費の削減に非常につながっ

ていると思います。

　体育館につきましても、本来であれば

私ども早急にしたいという考えは持って

おりますが、大阪府のこういった制度の

中を活用することによって、やはりこれ

も自前でできるのであれば、ぜひ自前で

やっていきたいという考えもございます

ので、大阪府の方がそのソフトを提供い

ただければ、それを活用する中でやって

まいりたいと思っております。

　今後の計画につきましては、議会資料

等でお示ししておりますように、１８年

度以降につきましては、順序をつけてお

りません。これにつきましても、やはり

補助金の採択上、私どもは申請いたしま

すが、国の補助金でございますので、確

実に補助採択される見込みは、今の段階

では持ち合わせておりませんので、現状

として措置されてない校舎が存在すると
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いうことで、順序をつけずにしておりま

す。

　一応、私どもは補助金がおり次第、ま

た予算化され次第、順次、計画的にやっ

ていくということについては考えを持っ

ておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

　それと、アスベストの工事がなぜ今回

なんだということでございますが、もう、

これにつきましても耐震と全く同じでご

ざいまして、国の方が今回、１７年度、

国の補正予算で早急にアスベストの工事

をするための予算を確保したと。それを

市町村の方へ、こういう採択についてお

りてきましたので、私どもはこれにつき

ましても、やはり補助、採択を受ける中

でするべきという判断の中で、今回、補

助金が補正でつきましたので、するわけ

でございます。

　もともと、このアスベストの対策につ

いて、どうなんだということでございま

すが、先ほど来、申し上げてますように、

事前調査しまして、その結果につきまし

ては、広報「せっつ」の１７年１２月１

５日号の方ですべて一覧表で、どの学校

のどの部分が必要なのかは市民周知いた

しております。

　その中に、二中についても汚水ポンプ

室と木工金工室というふうに表示してお

りますので、先ほど、私、舌足らずだっ

たかもしれませんが、基本的にどの施設

の何が必要かは、市民周知も図っており

ます。この内容につきましては、該当す

る学校にも同じ資料を渡しまして、校長

先生を通じて学校の方にも一応お示しを

しております。

　その中では、私どもの方には基本的に、

この内容で理解していただいてると考え

ております。

　対策の取り方なんですが、今回、法律

が改正されまして、結局、今までは５％

未満は一定容認されておりました。

　私ども、それ以上の分につきましては、

昭和６２年、６３年度で除去工事も既に

しておるわけでございますが、１７年度

において、そういう形で基準が厳しくなっ

たということで今回対策をとるわけです

が、対策の取り方としまして、その大阪

府のアスベスト対策推進本部の方からＱ

＆Ａが出てきております。

　その中では、いわゆる曝露して飛散の

恐れがあるものが除去の急ぐもんである

ということになっております。

　対処の仕方としましては、囲い込み、

封じ込み、除去というのがございます。

ですから、アスベストを使った建材にお

いても、囲い込み、封じ込み及び除去と

いう形の、どれかの対処をすればいいと

いうことでございます。

　囲い込みといいますのは、要するに建

材そのものを例えば天井を架くとか、壁

をつくるということで遮断してしまう。

封じ込みというのは、その専用の塗料を

使いまして、その上を塗装すると、そう

いう措置であっても、このアスベスト対

策で十分間に合うということでございま

す。

　ただし、除去が一番いいわけでござい

ますから、建物を改修する場合は、当然、

除去をした上で改修するという形になっ

てまいります。

　今回、私どもはそれぞれの学校施設の

中で、その囲い込みでありますとか、そ

ういった部分について選択をいたしまし

て、今回、国の補正予算がつきましたの

で、まず子どもに直接関係する二中の木

工金工室、それと汚水ポンプ室、それを

今回、補助金を使って改修するというこ

とでございます。

　そのほかの分につきましては、先ほど
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言いましたように囲い込みをいたしてお

りますので、問題はないと。ただ、味舌

東につきましては、近々に統廃合により

まして、学校の施設改修がございますの

で、１９年度におきまして、その除去を

した上で学校の改修をしなければならな

いということがございますので、これも

１９年度の工事として実施していきたい

と、そのように考えております。

　ただ、その間の、じゃあ本当に曝露が

ないのかどうかという、当然そういう保

護者の方のお考えもございますので、私

どもも先ほど言いましたように、サンプ

ルの分析結果が出るには、その当時でも

２、３カ月かかるというふうに言われて

おりましたので、サンプルを取ったその

ときに９月の１日、２日ですが、その空

中の飛散度調査をいたしまして、専門の

分析の研究所で分析した結果、あるけれ

どもそういった措置がされているので、

基準内０．１％未満ということで恐れは

ないというふうに研究所の方から正式な

報告書をいただいておりますので、そう

いった形で、今現状は、私どもは安全で

あると考えております。

　ただ、今後も当然、例えば味舌東でし

たら１９年までかかりますので、１８年

度におきましても空気環境測定の中でア

スベストの飛散度調査を並行して実施し

て、子どもに、より安全な場所を提供し

たいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

　それから、トイレの特殊清掃につきま

してですが、これも先ほど申し上げたと

おりでございます。今先ほども申し上げ

ました、アスベストの緊急対策の必要性

で今後どういった対策が要るか、その時

点で金額等把握できませんでした。

　ですから、まだ未執行であったトイレ

の委託料をアスベストの方へ流用する中

で、アスベスト対策を行ったわけでござ

います。

　先ほど言いましたように、１校当たり

５０万円の予定をいたしておりましたが、

若干流用しましたので、どういった対策

ができるのか等々を専門の業者、また技

術者等も話し合いをする中で私どもは、

この特殊清掃について効果はあると。

　しかし、やはり清掃でありますので、

尿石を取る等の清掃はできるけども、そ

れが永続するものではないと。やはり、

今後も何回かしていかなければならない

ということで、私どもは当初、この特殊

清掃については５年サイクルでやってい

きたいというふうに考えておりましたが、

経費もかかることでございますので、セ

ンサー付の小便器に変えることによって

消臭効果が非常にあるというふうに、学

校現場からも聞いておりますので、そう

いった方法を選択するということを今年

度、一応考えたわけでございまして、そ

のことについて事務事業評価の中でセン

サーの方に切りかえるという評価を得て

ますので、今後はそういった形で小便器

について、センサー付の便器に切りかえ

ていきたいと。

　当面、１８年度につきましては、小学

校３校。ですから、その学校はすべてと

いうことですけでも、小学校３校につい

ては、すべて小便器についてはセンサー

付の便器に変えまして、そういう消臭効

果を上げていきたいと、そのように考え

ておるものでございます。

　それと、同じく補正予算の通信運搬費

の不用額が１００万円を超えております

ので、その部分についてということでご

ざいます。基本的に、この中身は電話代

とインターネットの接続料とプロバイダー

料という形になっております。

　それで、私ども当初、インターネット
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の接続料が予算措置では６，７００円と

なっておりましたが、実際の契約は４，

０００円台で契約できましたので、その

差額等が非常に今回多額になったと考え

ております。

　また、実際の通信運搬費につきまして

も、従前でしたらファックスを使ってた

ものが、インターネットの環境を整備し

ましたので、今現在はｅメールで学校に

送りますので、当然、その部分について

は相当、通信運搬費も安くなってるであ

ろうと考えております。

　そういった等々で１００万円ほど不用

額が出ましたので、これは節減効果もあ

るということでございますので、１８年

度当初予算もそれに相当する額を１７年

度から減額いたしまして、１８年度予算

計上しております。

　今後もいろんな、こういう新しい機器

を取り組む中で、節減できるものは節減

していきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

　それから、当初予算の概要の１０３ペー

ジ、教育委員会費の交際費、食糧費の中

身ということでございます。

　基本的には、教育委員会の中で使う交

際費と食糧費でございます。

　交際費の主なものは、昨年の分につき

ましては、そのほとんどがいわゆる葬祭

の部分の香典であるとか、しきみである

とか、そういったものでございまして、

現役の教諭が亡くなる等もございますの

で、やっぱり一定のこういった部分の確

保は必要かと、そのように考えておりま

す。

　額といたしましては、昨年と同じ額を

１８年度も計上させていただいておりま

す。

　それと、食糧費につきましても、教育

委員会で執行する食糧費でございますが、

これにつきましては１７年度中は、今の

ところ未執行ということでございまして、

これも一定の委員会の活動の範囲の中で

額を確保させていただいておりますが、

極力、経費節減のために必要最小限に執

行していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

　それから、１０５ページの安全対策の

青色パトロールの部分についての経費と

いうことでございます。それに直接かか

る経費につきましては、委員がおっしゃっ

ております子ども安全巡視員の賃金が３

１２万円、これにつきましては、一応、

非常勤、一般職ということで、３人、採

用させていただきまして、平素はこのう

ち２人が交代で乗っていくという形で運

用していきたいと思っております。

　なぜ２人かと申しますのは、この青色

パトロールの許可を得るために府警本部

からの団体許可が要るわけなんですが、

その中で府警本部の方の指導といたしま

して、やはり安全運転をまず心がけても

らわなければいけないということで、運

転者とその横に座って巡視する２人体制

で実施してほしいと、そういう指導がご

ざいますので、私どもは一応、２人体制

でいきたいと。

　ただ、車に乗りますので、やはり１日、

５０キロ、６０キロ、そのあたり走るこ

とになると思いますので、毎日、勤務は

これは大変でございますので、３人の中

で２人交代ということで、具体的には１

人の方が２日勤務して１日休暇というこ

とで、２日、１日休み、２日、１日休み

という、そういうローテーションで大体

１人の方が１６０日程度、勤務する予定

でやっていきたいと、そのように考えて

おります。

　また、その他の経費といたしましては、

この中に修繕料として２０万円、計上さ
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せていただいておりますが、これが車に

かかる経費でございまして、車両は現行

の文書集配車を使いまして、それを青色

パトロールに改造するための修繕費とし

て塗装代と、それと青色回転灯の装着代

として２０万円を確保いたしております。

　もともと、この事業は現在しておりま

す文書集配事業をシフトする中で実施し

ていくという制度でございますので、現

在ある車を青色パトロール車に白黒塗装

にしまして、パトカー塗装にして、青色

回転灯をつけて実施していくと、そのよ

うに考えておりますので、これも必要最

小限の経費で実施していきたいと、その

ように考えております。

　それと、統廃合の中の関連の幾つかあ

りました部分の統合後の施設設備の充実

についてのお問いでございました。これ

につきましては、統廃合を実施するに当

たりまして、教育委員会がつくった実施

計画の中でも施設の充実ということで上

げておりますので、今後、まず１８年、

１９年につきましては必要な普通教室等

の整備をいたしますが、それに合わせて

できるものからやっていきたいと考えて

おります。

○石橋委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、学校

教育課にかかわるご質問について、お答

えをさせていただきます。

　まず１番目に、障害児介助員の配置等

についてご質問をいただきましたので、

お答えをさせていただきます。

　この障害児介助員の配置につきまして

は、養護学級の方の設置が、どのように

なるのか。私どもの市では、複数の学級

が設置されている学校が幾つかございま

す。

　平成１７年度では、小学校で６校でご

ざいます。そういった養護学級の配置、

もちろん養護学級の配置は、その養護学

級に在籍する児童数等で決まりますので、

この子どもたちの状況をあわせて、それ

を総合的にかんがみて指導員、介助員の

配置を行っているところでございます。

　介助員につきましては、その職務内容

については、クラス担任、養護学級担当

教諭と連携しながら、重度重複障害児を

介助するということを一つの勤務の内容

とさせていただいておりますので、先ほ

ど申しました養護学級の設置状況、それ

からそこの児童・生徒の状況にあわせて

介助員さんを配置をしますので、そうい

う方法をとってございます。

　毎年、各学校からの介助員さんの要求

については、現在の９名よりも多い数は

出ておりますが、現在はその形で養護学

級の設置等の状況を勘案しながら配置を

しておるところでございます。

　続きまして、２点目に学校教育関係の

研修の取り組み等の評価についてのご質

問がございましたので、お答えをさせて

いただきます。

　私ども、学校教育課の方は、教職員の

研修関係、それから先ほど指摘をいただ

きました教育改革関係で取り組んでおり

ますスクール広場、それから管理職等の

経営研究会、それの一つのまとめの場と

してのフォーラムという形で実施をして

おりますので、それぞれの取り組みに年々、

教職員の方の参加も多くしておりますの

で、実施をしておる内容については、十

分、現場の要望を聞きながら取り組めて

いるものと考えております。

　先ほどございましたように、フォーラ

ムなり、スクール広場等の、それでは参

加者等の声はどうかということにつきま

しては、とりわけ若い教職員が多く参加

をしていただいておりますスクール広場

につきましては、アンケート等を実施を
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して、ことしどうであったのか、来年度、

それではどういう形で実施が望ましいの

かということについて、十分意見を聞き

ながら実施をしておるところでございま

す。

　また、フォーラムの折の西川先生のご

発言についてご指摘がございましたが、

京都産業大学の西川先生は、教育行政の

第一人者でございます。私ども、その場

でも２つの指摘をいただきまして、一つ

は文教委員さんたちと教育委員会の実務

的なメンバーは十分に意思疎通をする必

要があること。

　それから、市役所内部でも教育委員会

が他の部署と連携を図ることが極めて重

要であるという非常に大切な指摘もいた

だいたところでございます。

　先ほどございました義務教育の国庫負

担についての考え方は、実は私どもなり、

教育委員会の認識とは違う見解をお持ち

でございます。

　その折に言われておりましたが、今、

教育行政の学会の中では、この国庫負担

の問題については、やはり地方分権等の

流れの中では、非常に、やはり厳しい状

況にあるという意味での指摘であると、

私どもは理解をしておるところでござい

ます。

　続きまして、３点目に、学力定着度調

査についてのご質問がございました。私

どもの市の摂津市学力定着度調査につき

ましては、平成１８年度で３年目を迎え

ますが、この調査につきましては、その

委託します業者とは「秘密保持の業務等

について」という仕様書の中で細かい形

での個人情報の漏洩について防止をする

ための手だてを組んでおるところでござ

いますので、ご心配には及ばない形の対

策を取っておるというところでございま

す。

　続きまして、図書館司書の配置でござ

いますが、この図書館司書教諭について

は、配置はしておりません。司書教諭に

ついては、法律に基づく形では１２学級

以上の学級については、配置をしておる

ところでございます。

○石橋委員長　前馬学校教育課参事。

○前馬学校教育課参事　少人数教育の有

効性についてでございますが、児童・生

徒にきめ細かな指導を行うことで、個に

応じた指導を行っていくという意味で大

変重要であると考えております。

　その少人数教育の中身として、少人数

指導、例えば分割して行うであるとか、

複数のチームによって指導を行うという

ことでありますけども、少人数指導と少

人数学級編制、これが少人数教育の中身

だと考えられるんですが、まず少人数指

導の充実、つまり個に応じた形で子ども

らの多様性ですね、そういったものに応

じた形で指導を充実させていくことが必

要ではないかと考えております。

　人数が少なくなりましても、個に応じ

た指導が充実していなければ課題は何も

解決していないのではないかと考えてお

りますので、まず少人数指導の充実と考

えております。

　ただ、大阪府でも平成１６年度より、

１年生の３８人学級、これを順次、１年

生、２年生、１８年度からは１年生は３

５人の学級編制ということで取り組みを

進めておりますが、その取り組みの有効

性等を私どももそれを検証していきたい

と考えております。

　府の方が調査等も行っておりますが、

その中身等も検討しながら少人数学級に

ついても今後、推移を見守りたいと、そ

のように考えております。

○石橋委員長　木下生涯学習課長。

○木下生涯学習課長　それでは、生涯学

－ 37 －



習課にかかわる２点のご質問につきまし

て、答弁させていただきます。

　まず、生涯学習フェスティバルの中身

についてでございますが、実は平成８年

３月に生涯学習の基本計画を策定して、

１０年を迎えるに当たって、現在、第二

次の生涯学習推進計画の策定をしており

まして、もう間もなく完成をする予定で

ございますが、その計画の策定を契機に

今後のまちづくりの方向性を具体的な事

業を通じて行政並びに市民及び団体が生

涯学習推進の基本計画の意義を再認識す

る意味で行うものでございます。

　先ほど申し上げた第二次の推進計画の

中での基本計画の３つの柱として、「学

び続ける機会の充実」、２つ目が「学び

を生かすまちづくりの推進」、３つ目が

「学びを支える体制の整備充実」という

ふうに、基本計画を位置づけております。

　その中に即した形で、こういった事業

を行うわけです。具体的には、本年９月

２４日に大正川の河川敷並びに市民体育

館、男女共同参画センターを会場にして、

先ほど申し上げた推進計画の基本計画に

沿った形で長年にわたって培ってきまし

た生涯学習関係団体、すなわち文化関係

団体やボランティアサークルなどの活動

の成果を発表していただく並びに実践活

動を実施していただくというような形で

考えております。

　実は、昨年の７月にこれは生涯学習の

推進に必要なリーダー及びコーディネー

ターを養成する目的の摂津生涯学習大学

という講座等を開催してるわけですが、

その摂津生涯学習大学の学生、これは大

人の方ですが、このイベントに参画して

いただいて、企画面の方にもご協力をい

ただいているところでございます。

　次に、予算概要の１２８ページの文化

財保護に関することでございますが、ま

た後ほど審議いただくわけですけども、

摂津市の文化振興条例の中で文化財の保

護についての市の考え方を第１０条で示

しております。もちろん、私たちも文化

財の重要な認識は持っておりまして、こ

ういった形での文化振興条例の中で文化

財の保存をうたっておるところでござい

ます。

　ご質問の出土遺物の保存につきまして

は、現場の状況、また出土した遺物の特

性を鑑みて大阪府教育委員会と協議いた

しまして、記録保存か現状保存かをそれ

ぞれの遺物にとって一番適正な保存方法

を決定していく考えをしております。

　なお、予算概要の１２８ページの文化

財保存継承事業につきまして、１８年度、

１５万円の予算を計上しておりますが、

これにつきましては今現在、市民図書館

の郷土資料室に保管されております古文

書等の文化財といいますか、資料の劣化

を防ぐためにデジタルデータ化をするた

めの撮影の委託で、それに関係する消耗

品を予算計上させていただいてるもので

ございます。

○石橋委員長　高山市民図書館長。

○高山市民図書館長　それでは、まず第

１点ですけども、千里丘図書館での貸し

出しの経費につきまして、どこに予算化

しているかということでございますけど

も、これは予算概要１３０ページの図書

館施設管理事業の昼間管理業務委託料２

９８万３，０００円、この中に千里丘公

民館での図書の貸し出しのための費用と

しまして３２万２，０００円、それと昼

間管理業務委託料ですけど、これは市民

図書館の方の昼間の管理をシルバー等に

委託しております、その部分はいわゆる

２６６万１，０００円、合計２９８万３，

０００円ということで、これを合わせま

して昼間管理業務委託料として２９８万
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３，０００円を計上させていただいてお

ります。

　続きまして、千里丘地区の公共施設基

本構想報告書のことですけども、これは

平成１１年の前のことだと思うんですけ

ども、この報告書ができましたのが平成

１１年３月だと思うんですけども、この

ときは千里丘地区に図書館を含めた公共

施設をつくれという市民及び議会からの

いろいろなご指摘もございまして、その

ために政策推進だと思うんですけども、

このとき千里丘地区公共施設基本構想報

告書を作成しまして、その中で特に図書

館が市民図書館と鳥飼図書センターとい

うことで、千里丘にも一つ図書館が欲し

いということで、これにつきましては千

里丘公民館を建築する案と、総合施設と

して整備する案の２つの案がありまして、

結果的には、この案のうち千里丘公民館

を増築して、この中で図書施設をつくる

という話が、そのとき市長答弁がありま

した。

　しかし、そのあとバブル崩壊等、財政

難が生じまして、それでその話が結果的

には、すぐ構想どおりにいかないという

ことになりまして、それで何とか千里丘

地区に図書館が、図書施設ができないか

ということで、いろいろ案を模索したん

ですけども、結果的には、最終的には今

回、予算計上させていただきました図書

の貸し出し、それまでにはオンラインで

結んで、そこにパソコンを置いてという

ような話もありました。これも結構、費

用がかかりますので中止となりまして、

最終的には平成１６年度から図書の返却

を始めまして、今度、平成１８年度から

は図書の貸し出しもするというように、

結果的になったという次第でございます。

その辺のところまでは、ちょっと私の方

では把握しておりません。

　以上でございます。どうぞ、よろしく

お願いいたします。

○石橋委員長　西村人権教育室長。

○西村人権教育室長　人権教育研究会補

助金とありまして、同和教育の終結を求

める声に関して格段の配慮をというご質

問にかかわってご答弁申し上げます。

　同和教育審議会答申の中にありますよ

うに、同和問題は大きく改善された側面

と、引き続き残された課題があるという

ことで、教育においても同和問題の解決

を目指す取り組みが必要であるというこ

とで、解決に向けた取り組みを人権教育

の一環として取り組んでいくことが必要

であるというふうに認識をしております。

○石橋委員長　田橋学務課長。

○田橋学務課長　そうしましたら、学務

課に該当する分で５点ほどありますので、

お答えさせていただきます。

　まず、歳入ですが、奨学資金貸付金の

ことでございます。この金額についての

歳入については、予定かどうかというこ

とでございます。

　奨学資金の返還につきましては、高校

を卒業して、後６カ月据え置いた後に１

５年間かかった中での返還ということで、

本人さんからの申告をしていただきます。

　ですので、この中で確定していますの

は、平成２年から平成１４年まで、この

間に卒業された人についての金額は、確

定しております。

　それと、高校を卒業されまして、大学

等に行かれましたら、これはまた猶予申

請というのを出しましたら、１５年間の

範囲内ですけども、返還期間は少なくな

るんですけども、その期間、猶予されま

す。

　去年の３月、１年前に卒業された人は

１０月に返還ということで申請をもらっ

てます。ですので、１４年までは確定で、
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あとの１７年については見込みという形

で、あわせた中で予算計上させていただ

いております。

　それと、給食の方なんですけども、給

食につきましては、当初予算をつくると

き、作成するときに一応、見込みとして

学務課で一定の学年ごとの人数を出しま

す。その人数に対しての給食代、新１年

生だけは１０カ月になるんですけども、

ほかの学年については、すべて１１カ月

ということで、月単位の人数掛けをした

金額で、これも一応、見込みという形の

予算になりますけども、出させていただ

いております。

　それと、校区審議会についてのご質問

で、メンバーについて、どのような方を

入れるのか、考えてるのかということで

す。この通学区域審議会の委員につきま

しては、審議会規則によりまして、定員

が２０名ということで決まっております。

この２０名の中に各自治会の代表の方、

そして小・中学校の代表の方、ＰＴＡの

代表の方等を入れた中で考えているんで

すけども、やはり適正配置審議会の中で

も地元の意見を参考にして、答申をいた

だくようにというようなことも聞いてお

りますので、極力、地元の方にも入って

いただきたいようには考えております。

　それと、次に交通専従員をシフトした

けども、今後そういうふうなときには予

算化というか、予算の増額について考え

ていないかということです。

　今、委員さんの方からご質問のありま

した交差点、これはシフトがえしたんで

すけども、この交差点は学校のちょうど

隣にあります交差点でありまして、児童

がやはり一番、最後、正門の近くですか

ら集中して集まるところということは認

識しております。

　ただ、この交差点は、車歩道が分離さ

れてまして、直進４、５００メートル、

どっちも見えるというところで横断歩道

もありまして信号機も設置されておりま

す。

　ですので、教育委員会としては、学校

の方で児童に指導をしていただいたら、

一番安全になる交差点となるということ

も認識しております。

　ただ、ご質問の中で都市開発等で車両

の流れが変わったとき、新たな危険な交

差点ができた場合には、どのようにする

のかというようなご質問です。

　交通専従員は、今、１２カ所で１７名

の配置をしてるんです。複数配置をして

る交差点が５カ所ありますので、その５

カ所について、学校とＰＴＡと協議をし

ながら複数配置のところ、もし単独でい

けるんでしたら単独で、あとまた違うと

ころにシフトがえするというようなこと

も考えております。

　予算の増額とセットで考えていきたい

とは考えてるんですけども、そういうこ

とでよろしくお願いします。

　それと、給食調理員の委託化、先ほど

の答弁で２０年実施の検討ということで

すけども、今、この２０年というのは、

まだ、ぼやっとした感じで、まだ組合等

にも何も、これは言ってはおりません。

　今現在、組合の方と交渉していますの

は、退職不補充ということで、２０年ま

では正職の採用をしていないと。その中

で現在、国基準で配置しても正職の数が

減っています。

　そういうことで、今現在は１８年度に

ついて配置基準をどうしようかなという

ようなことで組合と協議していますけど

も、一応、組合として話をしているのは、

委託の議論が消えてはいませんよと。こ

れからも続けていきましょうというよう

な感じの交渉をしております。
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○石橋委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　温水プールの建て

かえ時期についてのご質問でございます

が、温水プールにつきましては、昭和５

７年４月に開設されまして、２３年が経

過しているところでございます。

　通常、建てかえ年限は３０年から４０

年とされておりまして、この間、大規模

な修繕を多く実施すれば長持ちいたしま

すし、そうでなければ早く更新年限が来

るということでございます。

　なお、１７年度の事務事業評価で先送

りの項目、温水プールで２項目ございま

すが、温水プールの補修の先送りで施設

の傷みは激しくならないかとのお問いで

ございますが、プール槽の塗装とかプー

ル本体の設備の配管系統など、温水プー

ルの基本的、かつ重要な修繕ではござい

ませんので問題はないと考えております。

○石橋委員長　羽原教育総務部長。

○羽原教育総務部長　若干、補足をさせ

ていただきます。

　まず、学校給食の関係ですが、教育委

員会としましては、学校給食、基本的に

はやはり安全で安心して子どもたちが食

べられるものを安定的に供給すると。こ

れは、大原則というように考えておりま

す。

　ただ、ご存じのとおり行革の中で現業

職の職員については、退職不補充という

ことを基本的に抑えて実施をしておりま

すので、毎年の退職者、再任用で勤務さ

れる期間はありますけども、現実には不

補充で推移をしてきております。

　このままいきますと、当然、現場での

正規職員が従来に比べると確実に減って

まいりますので、そうなりますと、では

いかにして安定的な給食の調理業務を実

施していくかということは、これは私ど

もといたしましたら根本的に考えていか

なきゃいかんなというふうに思っておる

ところです。

　一つには、今、先ほどご質問のありま

した業務委託ということも、やはり視野

に入れて検討すべきであろうというふう

に考えておりますし、現在、全庁的に取

り組んでおります行革の見直しの中では

委託も含めて検討をいたしておるところ

でございますので、ご理解をお願いいた

します。

○石橋委員長　田橋学務課長。

○田橋学務課長　ただいま部長がご発言

しましたとおり、先ほど、私２０年のと

ころをぼやっというような表現をしまし

たけども、それは課の中で検討している

ということでございますので、よろしく

お願いします。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　では、続けて質問させてい

ただきます。

　鳥飼西の今年度の補正の前倒しという

のは、これはよくわかるんです。私が聞

いてるのは、ようけまだ残ってるわけで

す。全体がいつ終わるのかと。

　さっき、国では５カ年計画とかいうの

が出てましたけども、順序はつけていな

いと。補助対策がつくのを見ながらとい

うんでは、１０年、２０年、待たされる

可能性もないことはないんじゃないかと。

耐震事業ですから、いつ終わるつもりで

おるのかというのをぜひお話していただ

きたいと思ってるんです。

　先ほど、診断の中身を私、知らせてい

ただけないんですかということを聞いた

つもりなんですけども、一次診断でやっ

たというのなら、危ないのか、どのくら

い補強をしないといけないのかというの

が、わかってはるのかどうかというのを

お聞かせいただきたいと思うんです。ぜ

ひ、資料も出していただきたいと思うん
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ですが。

　それから、次に、アスベストなんです

けども、これ、不安に応えられますかと

いうことを私、お聞きしたつもりなんで

すけども、最初の広報なんかでは、つま

り緊急に必要ないということだったと思

うんです。けども、ここでやるというの

が不安につながるということで、やっぱ

り、今、ご丁寧に説明していただいた内

容の中身を知らせていくということが保

護者とか現場の先生方に必要なんじゃな

いかと思うんですけども、最後の残りの

３施設について、天井裏、味舌東につい

ては改修があるということで、またこれ

もやられるかもしれないということです

ね。だから、その辺も、きちんとやって

いかんといかんと思いますし、残りの２

つ、囲い込みはしてあるということで、

囲い込みがあれば、これは除去しないと

いう方向でやるんだというんなら、それ

はそれで、きちんと説明をしなければい

けないんじゃないかと思ってます。

　それから、センサー式の小便器、１８

年度で３校、これは皮切りですね。その

後、これがずっと何年ぐらいかけて終え

られる予定というか、センサーの分に、

だから方針が変わってしまったと。特別

清掃はなしでセンサー式に変えるんやと

いうんなら、それはそれで、そういうこ

とになったという説明はわかるんですけ

ども、今度はセンサー式の小便器につい

ての予算、３校ずついけば丸４年かかる

んですかということも、ちょっとお聞き

したいと思います。

　それから、電話代云々のあれは、よく

わかりました。確かに最近、通信費もい

ろんな方法で削減できる方向ということ

です。

　交際費についても聞かせていただきま

して、さっきも言いましたけども私学関

係とか、いろんなことで「李下に冠をた

ださず」というか、きちんと襟を正して

いくということは大切だと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　それから、青色パトロールの文書配達

車の流用というところなんですけど、そ

うすると、これは文書配達は続けてやら

れるわけなんでしょうか、それちょっと

お聞かせください。

　それから、クーラー施設の設置ですが、

統廃合に従って１８年、１９年度から、

できるものからと言われましたけど、で

きるものという中身を教えてください。

　今、クーラーの施設の関係、１８年、

１９年度の統廃合に係る改修に従って、

できるものからつけていくというか、やっ

ていくというご答弁があったと思うんで

すけれども、このできるものというのは

何か、ちょっとお聞かせいただければと

思います。

　それから、障害者の介助員の話ですけ

ども、重度さんへつけていくということ

なんですけども、学校間格差がないかど

うか、ちょっとお答えいただきたいと思

います。

　というのは、この学校へ行けば教員の

先生がお二人ついて、介助員さんもいて、

３人おって、しっかりできるけど、ここ

は教員の配置が１人で介助員さんと２人

ぐらいしかできないとか。行く学校によっ

て、ちょっと扱いが変わる可能性という

のはないのかどうか、お聞かせいただき

たいと思います。

　やっぱり、等しく教育を受けられると

いうのは絶対的な保証だと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

　奨学金のところ、給食費の話ですけれ

ども、これはよくわかりました。金額も

確定ということと、また見込みの部分も

あるということなんですけれども、これ
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はもう基本的にはほとんど納めていただ

ける金額だというふうに考えてよろしい

んですね。その辺をお聞かせいただけれ

ばと思います。

　それから、教育研究会の補助事業につ

いてですけれども、しっかり、それこそ

いろんな意見も聞いてやっておられると

いうこともお聞かせ願いましたから、そ

の辺はしっかりお願いしたいと思います。

いろんな専門家の先生のご意見を聞かれ

るのも確かに有効だとは思いますので、

確かに文教委員会と教育委員会の連携な

んかもしっかりやっていかなければいけ

ないと思います。

　でも、教育委員会、改革のこのフォー

ラムに参加して、私が感じたのは、「行

きたくてたまらない学校」ということで、

テーマとして本来、不登校の問題、これ

があったようなんですけども、これ、意

見を聞くという部分で不登校の本当の原

因は探られているのかどうか、ちょっと

お聞かせ願えないかと思ってるんですが、

不登校の問題、いろんな生徒さんによっ

て原因というのは、さまざまあるんでしょ

うけれども、それがちゃんと聞けてるの

かどうか、問題が矮小化してないかとい

うことですね。

　不登校になる最大の原因というのは何

かということ、やっぱりそこを明らかに

して対処がまともに取れていくというこ

とではないかと思ってるんですが。

　本人とか保護者とか、正面きって取り

組んでいかなければならない困難な問題

というのもあると思うんですけれども、

やっぱり避けて通れる問題ではないと思

うんですが、摂津のこの間の取り組みを

見てますと、学力問題に絞ってやってる

んじゃないかと。

　小中学校の学力格差の解消とか、小中

の連携、これはもう確かに有効だとは思

うんですけれども、取り組みやすいテー

マに消化してしまって、アリバイ的には

なってないかということをちょっと危惧

するわけで、特にこの辺を研究、深めて

いただきたいと思っております。

　特に不登校の原因を本当に探れてるか

どうか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

　学力検査については、秘密保持をしっ

かりやっていただくということで、よろ

しくお願いいたします。

　人権教育、同和教育、いろんな課題が

あるとは思うんですけれども、しっかり、

本当に確かな人権教育を推進されるよう

に要望しておきます。

　それで、次に小人数学級の問題なんで

すけども、ちょっと今の答弁では少人数

規模をどんなふうにやっていくかという

実情の配置というのが聞かせて、規模と

いうか、どれくらいの事業で少人数学級

がやられているかというのが、ちょっと

聞けてなかったようなんで、もう一度、

実際の規模とか実情を聞かせていただき

たいと思います。

　それから、生涯学習フェスティバルに

ついては、わかりました。

　文化財保護についてですけれども、デ

ジタル化の予算というのもわかりました

けれども、いろんなところで工事なんか

も摂津市はやられるわけなんですけども、

古来から交通と文化の要衝であった摂津

市ですから、多く遺物・遺構いこうとい

うのが出土してくるわけですね。

　ここで出てくれば、府が管轄して調査

とか、当然、やるんでしょうけれども、

ここに市としてかかわっていって必要な

措置というのが、ことし起きてこないの

かというところの、全然、府に任せてし

まってて摂津市では予算措置の必要はな

いのかというのを聞かせていただければ
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ありがたいんですが。その保存と公開、

これからまた振興条例も提案されてるこ

とですから、格段の配慮をその辺につい

ては要望しておきたいと思います。

　それから、図書館の問題ですけども、

千里丘公民館増設の話も立ち消えという

形ということなんで、これから先も貸し

出しだけということでやってしまうと、

この平成１１年の構想というのは、どう

だったのかなと思うんですけれども、そ

の辺の今後、全然、施設拡充というのは

行われないのかお聞かせ願えたらと思う

んですが。

　それから、審議会のことを最後にお願

いします。先ほど、２０人のメンバーを

入れていくということで、極力という言

葉を使われましたけれども、ぜひこれは

当該のＰＴＡ、自治会代表が入っていく

ということは必要だと、我々は思ってお

るわけなので、極力ではなくて必ず入れ

ていくというお答えが、できればいただ

きたいと思います。

　以上です。

○石橋委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　２回目の答弁を

させていただきます。

　まず、耐震の部分で今後の見通しとい

うことでございましたけれども、ご存じ

のように耐震を行う必要がある部分は、

建築基準法によりまして、昭和５６年以

前の建物ということでございますので、

本市におきましては鳥飼北小学校と鳥飼

東小学校並びに第五中学校につきまして

は、いずれも昭和５７年以降の建物でご

ざいますので、この３校については耐震

の必要はございません。

　残る部分について、今後どうなるかと

いうことでございますが、まず１８、１

９、２カ年で味舌東小学校と柳田小学校

につきまして、統廃合に伴いまして耐震

もさせていただきます。

　当然、統廃合に伴いまして、味舌小学

校と三宅小学校は統合させていただきま

すので、これにつきましても該当がなく

なるということでございまして、その後

につきましては、鳥飼小学校、千里丘小

学校、味生小学校、摂津小学校、別府小

学校、鳥飼西小学校、以上の学校と一中

から四中まで対象になってくるというこ

とでございます。

　それで、以前から資料としてお渡しい

たしておりますが、１８年度予算が決ま

りましたので、１８年は先ほど言いまし

たように味舌東小学校と柳田小学校を実

施させていただきますが、その残った分

について、じゃあどうなんだと、見通し

をということなんでございますが、私ど

もは今までについては、毎年、１校ない

し２校は計画的に実施してまいりました。

　したがいまして、今後もそういう形で

やっていきたいという形の部分は持って

おります。ただし、これとて国の補助、

採択が必要でございます。なおかつ、私

どもの市は非常に財政厳しい中で、道路

でございますとか、下水については、相

当、建設需要が縮減されてる中で教育に

つきましては、財政措置をしていただい

ておりますので、こういった中で市とし

て財源がどういった形で確保できるのか、

そういった国の補助金の見通しと市の全

体的な予算見通しがございますので、私

どもが２校やりたいと言っても、それに

つきましては財源見通しが立ってからと

いうことになります。

　しかし、教育委員会としましては、先

ほど言いました形で、必要なところにつ

いては今後もやっていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

　それと、一次診断につきましても、一

応、既に先ほど来、申し上げております
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ように府のソフトを使いまして、私ども

の市の技術者が出しておりますので、そ

れについては結果も出ております。

　ただ、一次診断は、あくまでも書類上

のところからソフトに入れて診断いたし

ますので、実際にこれを耐震工事をする

場合は二次診断といいまして、これにつ

きましてはコンサルの方に委託いたしま

して、コンクリートのコアを抜きまして、

その中でのコンクリートの強度であると

か、そういった部分を実際はやっていか

なければ最終的には工事できないという

ことで、二次診断につきましては、その

都度その都度やっていくということで、

今回も柳田小学校と味舌東小学校につき

ましては、二次診断をやり、建設工事を

行っていく、そういう形の部分でござい

ますので、一次診断というのは、あくま

でも参考資料ということでございますの

で、基本的には一次診断よりも二次診断

の方が、より詳しくなりまして、耐震の

数値については明確になってくるという、

そういう性質のものでございますので、

二次診断については、その都度その都度

やっているということで、ぜひご理解を

お願いしたいということでございます。

　それから、アスベストについて、急遽

今回、補正予算を組んで工事することが

逆に保護者に不安を与えているのではな

いかという、そういうことでございます

が、これにつきましては、基本的にアス

ベストについては最終的には除去する必

要がございます。

　しかし、先ほど言いました大阪府の方

針においても、囲い込みであるとか、封

じ込みをしておれば、安全であると。

　ですから、除去をしなくても、囲い込

み、封じ込みをすることによって、安全

性は保たれるということでございますの

で、私どもの現状の学校につきましては、

先ほど来、申し上げておりますように囲

い込みをいたしております。

　また、空中の飛散度調査も念には念を

入れてやっておりまして、飛散していな

いと、飛散の恐れはないという結果もい

ただいておりますので、安全であるとい

うことは、これは私、再度申し上げたい

と思います。

　ただ、今回なぜ急いで補正予算を組ん

でまで工事をするのかということでござ

いますが、これにつきましては、先ほど

来、申し上げておりますように、国が１

７年度において補正予算を組んで、今回、

補助採択を受ければ優先的に補助金をつ

け、なおかつ補助金の残りの部分、一般

財源についても補助裏債ということで、

後年度において１００％、交付税で算入

される、そういう非常に有利な制度を国

が今回、措置してくれたわけです。

　私どもは、二中については、いずれに

しても、安全ではあるが、いずれの段階

では除去しなければならないということ

は当然でございますので、この際、まず

二中を最優先に、この補助採択に乗って

やっていきたいということだけでござい

ますので、ほかの理由で慌てて補正予算

で組んだということでは、決してござい

ません。

　それと、味舌東につきましても、今回

なぜ乗せなかったのかということでござ

いますが、味舌東は先ほど来、申し上げ

ておりますように、正面玄関の普通教室

棟と特別教室の渡り廊下部分でございま

す。そこの部分の天井裏にアスベストが

あると。あの部分を除去しようとすれば、

全体の渡り廊下を一たん撤去して、また

再度つくり直さなければならないという

ことになりますので、それは余りにもコ

ストがかけ過ぎると。

　また、味舌東につきましては、当然、
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１８年、１９年で統廃合に伴いまして全

体の施設配置計画もございますので、今

現在は囲い込みをしておりますので、飛

散の恐れもございませんので、１年待っ

ていただいて、１８年、１９年でしかる

べき除去をしていきたいと。

　残る２つでございますが、千里丘小学

校につきましては、屋上の塔屋の屋根裏

の部分について、ついてるということで、

これはもう子どもも立ち入らない場所で

ありますし、緊急修繕で封じ込み、囲い

込みをいたしましたので、もう、これは

安全であるということ。

　それと、別府小学校の体育館の風配室、

これにつきましても場所といたしまして

は体育館のステージの上の屋根裏の奥の

ところにファン、相当大きな風配機とい

うのが置いてあるんですが、それを入れ

てる部屋の壁に一応使ってたということ

で、これとて上がろうと思えばフロアか

ら階段、ずっと上がっていって、屋根裏

へ入っていかなければならない、そんな

ところでございますので、子どもが決し

ていく場所ではないというところ。

　しかしながら、やはり囲い込みは必要

だということで、今回、緊急修繕で囲い

込みをいたしましたので、これも安全だ

というふうに私どもは理解しております。

　しかし、やはり保護者の不安がござい

ますので、今後、継続的に空中への飛散

度調査につきましては、今までも空気測

定をやっておりますので、その中に一項

目、アスベストの飛散度の項目を入れま

して、継続的にやっていく予定をいたし

ておりますので、保護者の方にはぜひご

安心していただきたいということで、学

校長の方にもその旨は伝えて、学校長の

方からしかるべき説明をしていただいて

おります。

　今現在、保護者の方から不安だとか、

どうなっているんだというご質問は、私

どもは一切受けておりませんので、理解

していただいているものと、そういうよ

うに理解しております。

　それと、トイレの消臭のための事業を

変更した内容で、今後、センサー付のト

イレ、あとどれぐらいかかるんだと、こ

れもそういう内容だったと思うんですが、

これは私ども全体の修繕費の中で一部、

これを執行してるということでございま

すので、これも全体の修繕の中で、どれ

が優先されるかということの中で措置し

ていくものと考えておりますので、何年

に、どの学校をするということではなく

て、年々その額を確保しながら臭気の、

ほかと比べて若干、問題があるようなと

ころを優先してやっていきたいと、そう

いうように考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

　それと、青色パトロールに伴いまして、

文書集配事業はどうなるんだということ

でございますが、これにつきましては、

最初お話ししましたように、この事業は

文書集配事業をシフトして行うというこ

とでございまして、基本的に午前中は文

書集配もしていただきながら青色パトロー

ルで市内の全施設、小学校、幼稚園、そ

れと今回は保育所も含めましたが、保育

所、公民館、図書館、そういった公共施

設のすべての施設に午前９時半から、２

時から２時半程度にかけまして、曜日を

決めまして、今現在、文書集配しており

ますので、同じルートを青色パトロール

の車で並行して文書集配はしてまいりま

す。

　２時から２時半以降、５時半までの時

間帯につきましては、下校時の時間に当

たりますので、これにつきましては文書

集配ではなくて、校区に集中的に巡回す

るということで、月曜から金曜５日間ご
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ざいますので、中学校がちょうど５つご

ざいますので、５つの中学校区、ですか

ら、例えば月曜は一中、火曜は二中、そ

の校区の小学校の通学路を重点的に巡回

して見守りをしてもらうと。

　もし、何か危険といいますか、連絡が

あるとか、警察が実施いたしました、安

まちメールが入って、何かあればそちら

の方へ行っていただくと、そういうこと

については私ども臨機応変にやっていき

たいと。そうすることによって、これに

つきましては、最終的には１２小学校区

で、それぞれの防犯活動の中でそういう、

今、担ってる市民の方に、ぜひお願いし

たいということの、そういう啓発も込め

て、市がまず率先して青色パトロールを

しようということでございますので、地

域の皆様にご理解いただいて、それぞれ

の地域で、こういう青色パトロールが実

施されることを願っておるものでござい

ます。

　それと、統廃合に伴いまして、特にクー

ラーのご質問がございましたが、クーラー

につきましては、統廃合の中でも書いて

おりますように、その必要性があるとい

うことで計画の中に盛り込ませていただ

いております。

　まず特別教室、その中でも、まず図書

室から整備をしていきたいというふうな

計画もしておりますので、必要なものと

いうのは、そういうことでご理解いただ

いて、まずは図書室からというふうな形

の整備を進めていければと考えておりま

す。

○石橋委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　山崎議員の２回

目の質問にお答えをさせていただきます。

　まず、第１点目に介助員等の問題で、

学校間格差がないのかということでござ

います。

　これにつきましては、先ほども申させ

ていただきましたが、養護学級の設置を

どうするかによって、非常にやはり学校

の方は養護学級在籍予定のお子さまの人

数と、そこに配置される職員の数で大き

く異なりますので、市の教育委員会とい

たしましては、最大限、その養護学級の

設置に向けて、府の教育委員会の方に学

級設置を求めているところでございます。

　そうしまして、その段階でそれぞれの

学校の状況、それこそ格差がないように

介助員さんを配置するということでござ

いますので、学校間格差はできる限りな

いように、引き続き努力をしてまいりた

いと考えております。

　続きまして、２点目に教育研究会等の

研修の絡みから、不登校の問題について

ご指摘をいただきました。

　私どもの市の「行きたくてたまらない

学校・学びのある教室」の、この改革の

スローガンは、３つの柱立てで考えてお

ります。

　１つは、わかる授業づくりということ

で、これをラーニングプラント名付けて

おりますが、先ほどから出ております学

力定着度調査、個に応じた指導等の改善

等について、いわゆる授業改善を中心と

した取り組みでございます。

　２点目が、安心できる居場所づくりと

いうことで、スマイリングプランという

ことで名前をつけておりますが、子ども

たちの笑顔を大切にし、子どもたちが生

き生きと過ごすようにということで、こ

こがいわゆる不登校を含めた子どもたち

の生活面、心の面での指導の充実という

ことでございます。

　３つ目は、開かれた学校づくりという

ふうに考えております。この不登校の問

題につきましては、私どもの市といたし

まして、平成１３年度の小学校５１人、
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中学校１２８人、それぞれ千人率で申し

ますと１１．５、５８．０、これを残り

２年の中で半減をしていくという数字で

もって、現在努力をしておりまして、１

６年度までには小学校５１人が３４人、

中学校１２８人が平成１６年には９５人

と、学校現場、私どもの連携したさまざ

まな取り組みで確実に不登校の児童・生

徒数の減少になっているというふうに思っ

ております。

　これは、委員ご指摘のように、この不

登校の原因をどうとらえるかによって、

学校の対応が異なれば、不登校はますま

す複雑な要因を呈します。ここにつきま

しては、学校の方には、これは文部科学

省を含めてそうですが、初期の対応が大

切ということで、早期発見・早期対応を

するということで、タイプを幾つかに分

けて子どもたちの対応を行っております。

　一つは、不安などの情緒的な混乱のタ

イプの児童・生徒のお子さんの場合でご

ざいます。

　二つ目に、無気力であるタイプのお子

さま、児童。

　それから、遊び、非行型タイプといい

ますように、それぞれの子どもたち、こ

れは百人百様でございます。それぞれの

お子さまに、どういう形で対応するのか

ということを学校、また教育委員会、研

究所が力を合わせまして、その個別の状

況に合わせた対応がうまくいくときに、

不登校のお子さまが登校するようになっ

ております。

　だから、そういうことを引き続き連携

をしながら、この不登校対策は、私ども

の行きたくてたまらない学校、学びのあ

る教室の大きな柱でございますので、努

力をしてまいりたいと考えております。

○石橋委員長　前馬学校教育課参事。

○前馬学校教育課参事　少人数教育にか

かわってのご質問に、ご答弁申し上げま

す。

　先ほど申し上げましたように、少人数

教育の一つとして、少人数指導がござい

ます。

　少人数指導につきましては、加配教員

を中学校では１５名、小学校では１７名

いただきまして、その加配教員を中心に、

例えば習熟度別指導等の少人数指導の充

実を図っておるところでございます。

　これは、単純に人数を減らすだけでは

なく、個に応じた、きめ細かな指導を充

実させるということで、指導の充実を図っ

ておるところなんですが、研究授業、公

開授業研究会、あるいは研究発表会等を

通して、その成果を発信しているところ

でございます。

　一方、少人数教育のもう一つである少

人数学級の編制でございますが、これは

今のところ小学校１、２年生を除いては

４０人を基準とする学級編制で対応をし

ております。

　なお、小学校１、２年生につきまして

は、平成１７年度、３校４学年で３８人

を基準とする学級編制を行っております。

　我々としましても、単に人数が減って

教師が楽になったということよりも、き

め細かな指導が充実する。そういうこと

をさらに求めていきたいと、そう考えて

おります。

○石橋委員長　田橋学務課長。

○田橋学務課長　それでは、２回目のご

答弁をさせていただきます。

　奨学資金のここの数字は、ほとんど確

定ということですかというようなご質問

ですけど、この１８年の歳入見込み者の

中には、既に過年度で滞納の方もおられ

ます。

　ですから、滞納の方、当然過年度から

振り込まれましたら、現年度も滞納とし
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て残る金額も出てくるということでござ

います。

　それと、給食費の歳入につきましては、

歳入の予算の６２ページと歳出の予算の

１９２ページ、賄い材料費の支出という

ところなんですけども、これは一応、材

料費の分を給食代として低学年３，１０

０円、中学年３，２００円、高学年３，

３００円ということで、これは大体、日

に割りますと、１日の給食代は１９５円

ということです。

　これも基本的には同額になるんですけ

ども、年間トータルを通して、仮に１０

０円の差が出たら、教職員、小学校の児

童数が大体４，８００人としまして、５，

０００人ぐらいで、年間を通じて仮に１

００円の差が出たとしたら５０数万円の

差が出てきます。基本的には、同額とい

うことで、ご理解の方、よろしくお願い

します。

　次に、審議会に当該校区のＰＴＡの役

員さんを極力ということではなく、必ず

というような発言をしてほしいというこ

となんですけども、この審議会の委員さ

ん、これは２０名というのは確定してお

りますので、この２０名の中に現在も当

該校区のＰＴＡの方からも必ず入れてほ

しいという要望書もいただいております。

地元の方の自治会の方も入れてほしいと

いうことで、要望もいただいております。

　この２０名の中の構成メンバーをどう

するかということなんですけども、教育

委員会としては地元の意見を十分に聞け

るような構成メンバーということで考え

ているということで、よろしくお願いし

たいと思います。

○石橋委員長　田川生涯学習課参事。

○田川生涯学習課参事　千里丘公民館の

図書の貸し出しにかかわる件で、千里丘

公民館を増築して図書の貸し出しをやら

ないかというような、今後、施設拡充の

予定はないかというご質問ですけれども、

一応、平成１１年度の構想がありまして、

千里丘公民館は平成１１年の３月議会に

千里丘公民館を増築して図書設備を整備

するというような方向の答弁をしており

ますけれども、その後、非常に財政が逼

迫してまいりまして、この構想について

は、ほかの事業との優先順位を明確にす

る中で判断していくということで、今後、

この事業の推進ということになりますと、

政策的な判断になるのではないかと考え

ております。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　では、まだちょっと納得い

かないところについてご質問させていた

だきます。

　耐震改修については、ことは耐震です

から、それこそ明日にでも地震が来ない

とも限らない。予算措置はあるんでしょ

うけれども、これが待たされるというの

が大変だろうなと思いますが、なかなか

期限は切れないということなんでしょう

けれども、それこそ１０年２０年かかっ

てというのでは話にならないと思ってお

りますので、早急に対処方、お願いした

いと思います。これは、要望で結構です。

　その一次診断の、これは参考というこ

とですけれども、どれぐらい危ないかと

いうことぐらいはわかるかなというか、

明らかにすることはできないのかなとい

うのがあるんですけど、それを参考資料

でいろいろな、二次診断と違って確定し

たものではないから、発表できないと言

われるとあれなんでしょうけれども、ど

うなのかなというのをやっぱり知りたい

ところだと思いますので、これを知らせ

ることはできないのかなというのを最後

にまた、もう１回、お願いしたいなと思

います。
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　それから、先ほどのアスベストの問題

については、ご丁寧にご答弁いただいて、

よくわかるので、ぜひ安全であるという

ことをもう１回、きちんと知らせて上げ

るというのは、できないのかと。知らせ

てはりますというか、どこまで知らせて

はるかなというか、その辺をきちんとし

てもらって、知らせていくという活動を

しっかりやっていただきたいと思うんで

すが。

　先ほど、温水プールの方、ちょっと２

回目で忘れておりまして、２３年経過し

て、建てかえ時期としては、３０年か４

０年かというお答えだったんで、最初４

０年とか言いましたら、あとまだ１７年

ぐらい先、このまんまの状態で市民プー

ルのあり方として、プール施設というか、

水の施設として、１７年ぐらい先の話で

すというのは、ちょっとどうかなと思い

ますんで、この辺、まだまだ使えるとい

うことなんでしょうけれども、どういう

ぐらいの見込みというか、聞かせてもら

うことはできないのかなと思います。

　先ほどのクーラーの分なんですけど、

先ほどの１回目の答弁で味舌東とか、柳

田もそうなんですけど、改修の工事に従っ

て１８年、１９年、これに従って味舌東

については、できるところをやっていく

という答弁があったと思うんですけども、

その辺はどこかなと、私、２回目でお聞

きしたつもりなんですが。

　これは、そういう増築というか、改築

のときにやっていくということではなかっ

たんですか。ちょっと、その辺、またお

聞かせ願えたらと思います。

　その次に、介助員の方は、よくわかり

ましたので、ぜひとも学校格差のないよ

うに頑張っていただきたいと思います。

　不登校の問題についても、いろんな対

処をされているというのが、よくわかり

ました。本当に、子どもたちが、きちん

と学校に行けるような対策というのは、

よろしくお願いいたします。これも要望

で結構です。

　少人数学級については、先ほども言っ

たように効果を認めておられるわけです

から、摂津市独自で取り組むという姿勢

もこれから示していくべきだと私は思っ

ているわけなんですけれども、近隣で箕

面市なんかが３０人並というか、そうい

う学級編制のための予算を組んでこられ

ているというのを聞き及んでおりますの

で、ぜひとも３０人学級の方向というの

を取り組んでいただけますように、要望

したいと思っております。

　時期的なものというのは、なかなか予

算等の兼ね合いで示していただけないと

いうことなんですけれども、市民の不安

を解消するという点でも市民プールとか

クーラーの設備ですとか、それこそ耐震

の分というのは、先々どうなるのかとい

う方向性だけでも示していただくのが、

やっぱり親切ではないかと思っておりま

すので、ぜひともよろしくお願いいたし

ます。

○石橋委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　耐震の一次診断

についての公表ということだと思うんで

すけれども、先ほど申し上げましたよう

に、一次診断につきましても、あくまで

も参考数値ということになりまして、確

定しますのは二次診断を待たないと正確

な数値が出ませんので、私どもとすれば、

やはりこと耐震のことに関することでご

ざいますので、正確な数値を公表したい

と考えておりますので、そのあたりでご

理解をお願いしたいと思います。

　それと、アスベストの公表の件でござ

いますが、これにつきましては、先ほど

来と同じ答になってしまいますが、私ど
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も、やはり去年の７月に制度改正があっ

て、非常にあの時、マスコミ等で社会現

象になって大変な事態でございました。

だから、その時点で私どもは、これは非

常に、本当に大変な問題だということで、

早急に対処しなければならないと考えて

おりまして、全庁的に８月に第１回のア

スベスト対策庁内検討会議が開かれまし

て、それぞれの所管で早急に調査して、

内容を公表するという形になりまして、

私どもも先ほど申し上げておりますよう

に、夏休みの間に検体サンプルを取りま

して、しかしながらその時点でも分析、

国が認定している分析会社の数が限られ

ておりますので、やはり２カ月、３カ月

かかってしまうということがございまし

て、先ほど申し上げた時点での公表になっ

たわけでございます。

　公表につきましては、１１月の末にわ

かりましたので、その時点でまた庁内特

別対策会議が開かれまして、一応、発表

内容を確定しましたので、私どもはそれ

を受けまして、保護者には該当する学校

に１２月５日付で、こういった文書で教

育委員会名で「学校施設に係る吹きつけ

アスベストの調査結果について」という

ことで、内容につきましては吹きつけア

スベストが確認された場所ということで、

それぞれの学校の場所を特定いたしまし

て、現状として飛散の恐れはありません

と。今後の対策につきましては、定期的

に環境測定を行うとともに、施設改修の

折に除去いたしますという形で明確に保

護者に一応お伝えをいたしました。

　これをもって、私どもは何かご質問が

あるかなと思っておりましたが、現在、

保護者の方から質問をいただいておりま

せんので、私は、もう既にこの文書で理

解していただいたと。

　また、保護者だけじゃなくて市民周知

につきましても、１２月１５日号の広報

「せっつ」で、すべての施設について同

じ内容を数値も示してお示ししておりま

す。

　現状として、飛散の恐れはありません

というふうに明確に書きました。

　今後の対応についても書いております

ので、私どもは、この二つをもって、も

う既に周知は終わっていると、この時点

で、あえてそれを出すことによって、じゃ

あ前回の数値とどうなんだということに

なる可能性もありますので、私どもはも

う前回、この二つの周知をもって市民周

知はできたと考えておりますので、ぜひ

ご理解をお願いしたいと思います。

○石橋委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　温水プールの建て

かえ計画についてでございますが、平成

１６年度に建築住宅課によりまして、公

共施設の保全のために行った市有の建築

物の保全の調査業務委託というのがござ

いまして、その中でも温水プールは建物

９１点、設備８１点で、総合評価８７点

と高い評価を得ているところでございま

す。

　したがいまして、今後も定期的なメン

テナンス、また大規模修繕を怠らなけれ

ば当分の間、現状で十分使用できるとい

うように考えておるところでございます

ので、よろしくお願いします。

○石橋委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　一つ漏れており

ました。統合廃合に伴う当該校の施設の

整備の内容について、もう少し明確にと

いうことでございますが、基本的に今回、

統廃合を実施するに当たりまして、使用

する学校、すなわち味舌東小学校と柳田

小学校になるわけでございますが、具体

的な整備につきましては、もう既に味舌

東小学校につきましては、昨年１２月に
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補正予算を可決いただきましたので、設

計業者の方へ設計依頼を出しております。

　柳田小学校につきましては、統合が１

年延期になりましたので、１９年度中の

設計で十分間に合うということで、今回、

当初予算に計上している内容が可決いた

だければ早急に設計業者に出して、必要

な措置をしていきたいと。

　今、具体的に考えておりますのは、味

舌東小学校につきましては、統合に伴っ

て、普通教室を１０教室程度増築する必

要があると考えております。

　また、現地での増改築でございますの

で、建築基準法であるとか、消防同意で

あるとか、そういったもろもろの規制が

かかりますので、そういったことも含め

ますと、今現在、コンサル業者の方から

は、建築基準法に伴う道路車線規制がか

かる施設が一部あるということで、その

施設について現状、建築基準法をクリア

すれば、どういった工法があるのか。ま

た、それに伴ってどういった増改築をす

る必要があるのかにつきまして、建設の

コンサル業者の方が今現在、いろんな工

法、いろんな方法について検討していた

だいておりますので、またそれができ次

第、具体的な内容についてはお示しした

いと。

　あと、それ以外には当然、給食場も手

狭でございますので、給食場の増改築も

必要になってくると考えております。

　それと、柳田小学校につきましては、

三宅小学校の児童が１００人程度でござ

いますので、私どもといたしましては、

今現在、空き教室に使っている教室が多

数ございますので、そういった教室、例

えば資料室でございますとか、そういっ

た部分を普通教室に転用するということ

で、そういった資料室とか教材室に使う

部屋として、大体４教室程度の増築が必

要なのかなと考えております。

　それにあわせて、普通教室の改修とか

給食場の改修等々も行っていきたいと考

えております。

　また、それに伴いまして、今回、お話

しておりますアスベスト対策であります

とか、建築基準法に伴う施設改修、また

大阪府の福祉のまちづくり条例に伴うバ

リアフリーの問題、消防同意、それと統

合に伴ういろんなそういう諸設備があり

ますので、そういった部分を具体的に今

回改修をしていきたいと、そのように考

えております。

　また、クーラーにつきましても、その

中で検討すべき事項と考えております。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　ご答弁いただきまして、あ

りがとうございます。

　最後に、このアスベストの問題、１２

月に知らせているのはわかるんです。今

度の工事に補正で組まれる二中の工事で、

今度は味舌東の天井裏工事をやられる。

これにかかわっても安心ですということ

も、きちんとお知らせいただきたいとい

うことで、よろしくお願いいたします。

○石橋委員長　要望でよろしいですね。

　山崎委員の質問が終わりました。

　暫時、休憩します。

（午後３時　２分　休憩）

（午後３時３１分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　川口委員。

○川口委員　予算書３５ページの学校施

設使用料、スポーツ広場使用料が出てる

わけですけれども、使用に関する条例の

中で使用料の減免と、それから実態につ

いてお聞きをしたいと思います。

　それから、昨年１２月、統廃合の条例

が、ばたばたとあの１２月の歳末のとき

に通りまして、その後、味舌校区などの
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ＰＴＡだよりを見てましても、やはりオー

ル摂津の、味舌は犠牲になったのかなん

ていう言葉が書かれてるＰＴＡだより、

ご覧になられましたでしょうか。

　小学校通学区域審議会、１８０ページ

ですけれども、昨年、それぞれ当該校区

で２回、説明会が行われましたけれども、

この中でも、そして最後の委員会でぎり

ぎりに出された要望書などについても、

何ら回答もされていないということです

ので、こういうような声が一体、どこで

反映されるのか。

　この通学区域審議会の中で十分、この

ことが説明会の中でもなされた、いろい

ろな要望についても十分ここで出すこと

ができるのか。

　それとも、２月に自治連のところに行っ

てあいさつをされたそうですけれども、

地元自治会の方々からも、そのときのあ

いさつに対しても抗議というか、意見が

出されたとお聞きをしております。そう

いう中で、この通学区域審議会ですけれ

ども、地元の当該校区の方たちが入るの

が当然でありますけれども、それ以外に

この中ですべてやっていくということで

はなくて、信頼を回復していくというこ

とで言うと、また違う方法もやっぱり、

やっていかないと、だめだと思ってるん

ですけれども、この中でのもっと具体的

な中身、代表質問の中で一定、予定など

も言われておりましたけれど、もう一度、

確認をしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　予算書の１８６ページの特色ある学校

づくり推進補助金で８００万円出されて

おりますが、この中の中身を教えていた

だきたいと思います。

　１８７ページの人権教育研究会補助金、

先ほどもお話があったわけですけれども、

ことしは「地域と女性」をテーマにする

ということで、市長の第３期の女性プラ

ンの改定、こういうのもあるわけですけ

れども、私は教育の中で男女平等教育、

女性プランでもうたわれておりますけれ

ども、ここでやっておられるのか、学校

の教育全体にわたる問題なんですけれど

も、この部分でここの人権教育だけにか

かわらず、学校全体として女性プランで

の男女平等教育がどのように行われてい

るのか。

　それから、人権教育研究会、これは事

務事業評価のこの中身を見てみますと、

教育研究会補助事業で事務事業評価の１

１１番ですね。各部の研究については、

効果が明確ではなく、見直しが必要であ

るが、協議には時間を要するため補助は

継続するというふうになってるわけです

けれども、実際に今やっておられる中身

で効果のこととか、中身について確認を

しておきたいと思います。

　あわせて、先ほど言いましたように、

女性プランの中での男女平等教育、どの

ように進んでいるのか。例も出して教え

ていただけたら、ありがたいなと思いま

す。

　それから、先ほどから話が出されてお

ります予算書１９３ページの建設事業費、

診断委託料、設計委託料ということで、

柳田、味舌東の耐震の設計委託料、これ

が入ってるわけですけれども、先ほどコ

ンサルがどうのこうのという話があった

わけですけれども、もちろんこの予算が

通った段階でいろいろ、はっきり出てく

る部分もあるんでしょうけれども、小学

校の統廃合審議会を開いていっていると

きに、大体の見積もりということで、味

舌東の統合の設計の細かい資料を前にい

ただいております。給食室の改修で、大

体どれぐらいかかって、増築で３階建て

１０教室分の、そういうのが今、まだき
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ちんと、大体の分であるのか、あるんで

あれば資料をいただきたいと、そういう

ふうに思いますけれども、いかがでしょ

うか。

　次に、予算概要で先ほども出ました教

育研究所の進路選択支援事業と学校教育

課の進路保障対策事業、先ほども進路選

択支援事業は、１名で、ほかの部分と教

育研究所の中で兼務をするので、中学校

と連携しながら力を入れていきたいとい

うふうにおっしゃったと思うんですけれ

ども、このことについては、この教育研

究所の中で、こういう、なかなか単独で

１名を補充するとか、そういうことでは

ない中で、もっと学校教育課の方でやる

というふうにはできないのか。

　それから、進路選択と言わずに、ここ

は教育研究所は、いろいろな面でもっと

いろんな相談ができるところは、ほかの

ところでも十分できるんではないかなと。

教育研究所の中として、パルは不登校で

すけれども、ベテランの先生方もおられ

るわけで、そういうのも連携を取って、

この部分はどうしても教育研究所に行か

なければいけないお金なのか、この辺、

よくわかりませんので、もう一度、学校

教育課の方からでも、よかったらお答え

いただきたいと思います。

　就園奨励費の補助金のことですけれど

も、昨年の予算議会でも安藤議員が質問

してると思いますけれども、ことしから

公立幼稚園の保育料の値上げが実施をさ

れます。７，０００円から１万円、それ

以外に諸経費なども要るということで負

担が大変重くなって、北摂の中でも１万

円の保育料というのは最高額に近い、公

立で言いますと、そういう状況の中で就

園奨励費を私立に通わせている人たちと

の所得によっては逆転する現象も生まれ

るところもあると、そういう話も昨年し

ていると思います。

　そういう中で、私立幼稚園に子どもさ

んを入れておられる。３歳児から今も３

年保育ということでやっておられますけ

れども、これについてはやはり、もっと

子育てを応援していくということで言い

ますと、ふやすべきではないかなと思う

んですけれども、私も増額ではないとい

うことで、この１年間、全くそういう中

身については検討をしてこなかったのか、

その点だけ確認をしておきたいと思いま

す。

　概要の１３４ページの温水プールの管

理の問題ですけれども、先ほど調査業務

委託をして９１点と８１点の点数であっ

たということなんですけれども、心配を

していますのは温水プールの維持管理の

部分で修理をしておられる中で、ここは

修理した方がいいとか、そういうのがあっ

て、点数ではこういうふうになっており

ますけれども、教訓としなければならな

いのは、市民プールの問題なんです。閉

鎖になりました。

　市民プールのときは、担当者もまだ補

修をすれば十分いけるという判断をして

いる。それにもかかわらず、廃止だとい

うのが上の方から決まってきたというよ

うなことだったと思うんですけれども、

でも実際に検査をしてみたら、かなり悪

かったと、そういうような報告も後から

言われてきてるわけですけれども、そう

いう意味でも今もこれしかありませんの

で、市民や子どもたちが屋内ですけれど

もスポーツを楽しめるというか、水に親

しめるというのは、そこしか摂津の市内

にはありませんので、大事に使っていく

ということも大切ですけれども、先ほど

の答弁では市長の市政方針と合わせます

と、大体の目標年度というか、建てかえ

の時期は、これぐらいというふうに見て
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おられることもあって、そういう方向が

出されているのかなというふうに思うん

ですけれども、もう一度、大体いつごろ

をめどにというふうに考えているのか、

もう一度、確認をしたいと思います。

　１２６ページの公民館運営事業ですけ

れども、いろいろな公民館の管理という

ことなんですが、今度、別府でデイハウ

ス味舌に続いて安威川以南でも建設をす

るということで、社会福祉協議会に委託

をして、デイハウスができるということ

になっておりますけれども、別府公民館

など、施設的にもかなり古いという、こ

ういう施設の建てかえ計画、先ほど千里

丘地域でも図書施設の建設はどうなるの

かということで質問を出されておりまし

たけれども、この別府公民館については、

維持補修をしておられるわけですけれど

も、これについての計画もどうなるのか

なと。

　高齢者のいろいろな施策ということで

言いますと、あっちにも建てて、こっち

にも建てるような余裕はないと思うんで

すけれども、その辺のところでいきます

と、もっと建てかえの時期と合わせて複

合的に考えるということも必要だとも思

うんですよね。その辺で、公民館の運営

事業の部分での別府公民館について、ど

う考えているのかお聞きしたいと思いま

す。

　子どもの安全安心都市宣言をことし行っ

て、特にやっぱり教育委員会が中心となっ

て頑張らなければならないんだろうなと

いうふうに思ってるんですけれども、１

２５ページのこども１１０番の家とか、

子どもの安全見守り隊、この辺のところ

で実情と安全安心宣言をするに当たって、

これまでの経過についての説明を書いた

文書をいただいておりますけれども、こ

ども１１０番の家で言いますと、新しい

プレートとか、そういうのを市内統一し

たデザインのものを作成するとか、そう

いうふうに書いておりますけれども、子

どもの安全見守り隊についても、まだ発

足していないところは、どこなのか。

　なぜ、発足をしなくてもいけてるのか、

その辺の実情をちょっと確認をしておき

たいと思います。

　安全安心都市宣言の庁内体制ができた

わけですけれども、やはり核とならなけ

ればならないのは教育委員会だと思うん

ですけれども、その辺のことについては、

庁内でどこが中心にコーディネートして

いくのか。その辺のところは、教育委員

会としても話し合われているのか、ここ

の場で、委員会の場で、ちょっと確認を

したいなと思います。

　１２３ページの学童保育事業です。先

ほども話がありました。わくわく広場と

の包括的にという話もありましたけれど

も、代表質問でも取り上げましたように、

全国的にも学童保育はふえておりまして、

働き続ける親がふえてきたということと、

あわせてやっぱり必要であるから、この

施設がふえてきてるということだと思い

ます。

　本来、放課後の子どもたちを見守ると

いう活動と学童保育とは別問題であると

いうことで、低学年の、摂津では３年生

までを保育してますけれども、大阪府下

はほとんど公設公営で学童保育事業が進

められていると。そういうことで言いま

すと、やはりこれは分けて考えないと、

やっぱり誤るんではないかなと思います。

　学童保育事業の中で、いろいろ空き教

室を転用されたり、柳田の方も建てかえ

たりとかいうことで、努力していただい

ているというのは評価いたしますけれど

も、この中で定員が、私たちが子どもを

学童保育に入れていたときとは違う、倍
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以上、保育所もそうなんですけれども、

かなりふえてきておりまして、実際、定

員というのをどこまで柔軟に見ておられ

るのか。

　やっぱり、すし詰めでもだめだと思い

ますし、その辺のところを生涯学習課と

して、学童保育のキャパシティといいま

すか、どういうふうに考えておられるの

か。

　充実を求めていきたいとは思っている

んですけれども、それでも一定限度はあ

ると思うんですけれども、今度統合にな

りますし、統合の計画の中で学童保育の

子どもたちが統合された子どもたちも、

すべて本当に入ることができるのか、そ

ういうことも含めて問題が出てくると思

うんですよね。その辺のところについて、

考え方をお聞きしておきたいなと思いま

す。

　アスベストの除去工事ですけれども、

先ほどから丁寧なご説明があったわけで

すが、この中で今、ほんとに事細かくお

話していただいたんですけれども、学校

長や教頭などに、そういうことについて

の中身が詳しく伝えられていなかったの

ではないかというのが、この間の現場か

らの声を聞いてるんですよね。

　校長先生たちは、親たちから、いろん

な不安があった状況の中で、いろんな質

問を受けます。そういうときに、やっぱ

り、しっかり対応できるように情報公開

ですね。学校に対しても。既にやってい

ると言われるのであれば、そうかもしれ

ませんけれども、私たち文教常任委員に

は、そういう文書もいただいておりませ

んし、こういうのを今出してますという

こともお聞きしてないし、こっちも要求

してなかったというのもありますけれど

も、広報にも載ってるということもあり

ますけれども、そういう中で本来、除去

工事が必要であるという説明がされたん

ですけど、昨年１２月の広報を見てみま

すと、囲い込みなどの中で飛散の恐れな

しということで、ああ大丈夫なのかなと

思ってしまう、そういう中で急遽補助が

ついたから除去工事を行うということな

んですけれども、そうなると、やっぱり、

ああそうやったんやなというふうに、やっ

ぱり除去が必要なんやなというふうに思

いますし、それに当たっても不安がない

ように、先ほど山崎委員が確認をしまし

たけれども、やはり丁寧な周知徹底をお

願いしたいなと思いますので、よろしく

お願いします。

　以上です。

○石橋委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　予算書の１９３

ページにございます設計委託に関連いた

しまして、統合に伴いまして、どういっ

た施設を整備し、またその見積もりの積

算内訳についてのご質問だったと思いま

すが、学校施設を統合するに当たりまし

て、当然、普通教室とか、そういう部分

を私どもは必要と考えております。

　以前から、統合に当たりましては、そ

れぞれの学校の子ども推計、ゼロ歳から

５歳までの就学前幼児数も含めた推計を

過去からとっておりまして、平成２３年

程度まで、すなわちゼロ歳の子が学校へ

上がる程度まで、どうなるんだという推

計をいたしておりまして、その中で統合

に使う施設の学校において必要なクラス

などを積算して、それぞれの説明会でお

話したわけでございますが、基本的にや

はり統合する場合は、新築ではございま

せん。今ある施設に増改築をかけるわけ

でございまして、先ほど来、申し上げて

おりますように、いろんな建築基準法で

あるとか、消防の同意であるとか、大阪

府の福祉のまちづくり条例であるとか、
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そういういろんな部分が規制としてかかっ

てきます。

　私どもは、残念ながらそういうところ

まで詳しく把握できてない面もございま

すので、設計業者にその点も含めてコン

サル依頼するわけでございます。

　業者の方には、先ほどご質問の中でちょっ

とお話ししましたが、味舌小学校でした

ら１０教室程度、柳田小学校でしたら資

料室程度の４教室程度、あとそれに伴う

もろもろの、そういう規制について見た

上で設計してほしいというお話をしてお

りますので、基本的に工事費ありきでは

なくて、施設の概要をお示しする中で設

計を今していただいております。

　ですから、当然、当初統廃合の説明を

１５年程度から始めておりますが、福祉

のまちづくり条例がその後にできたとか、

いろんなことがございますので、今現在

幾ら正確にかかるかということにつきま

しては、その設計業者の設計図書が出た

段階で、再度その中身を業者と精査する

中で確定してまいって、予算要求の段階

で数字をお示ししたいと、そういうよう

に考えております。

　しかし、いずれにしましても統合に必

要な普通教室であるとか、特別教室であ

るとか、大阪府の福祉のまちづくり条例

に伴う、いろんな諸設備については、確

保していく予定をいたしておりますので、

よろしくお願いいたします。

　工期、統合の予定でございますが、今

現在、味舌東小学校につきましては、も

う既に１２月補正で可決いただきました

ので、設計業者に発注していると、先ほ

ど述べたとおりでございます。

　今回、ここに組んでおります中身でご

ざいますが、柳田小学校の二次の耐震診

断につきましては、４５０万円と、それ

と設計委託料１，９０４万１，０００円

の内訳でございますが、その柳田小学校

の耐震診断に基づく実施設計委託料、そ

れと統廃合に伴いまして柳田小学校の増

改築に必要な設計、それと味舌東の増改

築に必要な設計等々で、そこに計上して

おる額でございます。

　まず、この設計が上がってから工事と

いうことになります。工事の予算は、今

回、計上いたしておりませんが、これに

つきましては、最初申し上げましたよう

に、いろんな規制がかかる中で、私ども

では、なかなか積算が難しいので、補正

対応したいということで、当初予算査定

の中で一定、了解をいただいております。

　一応、設計ができ上がりますのが秋口

になろうかと思いますので、今の予定で

すと１０月ぐらいの議会におきまして、

その工事の予算をご審議いただきたいと、

そのように考えております。

　と言いますのは、味舌東小学校につき

ましては、やはり１０教室、その他特別

教室等の部分もございますので、相当大

きな工事になりますので、やはり１年で

は難しいというように聞いておりますの

で、１８年度の後半から１９年度いっぱ

いかけまして、工事しなければならない

ということでございますので、１０月ぐ

らいに工事予算を出しまして、仮契約等

をしまして、その契約につきましても、

また議会案件がございますので、それが

議決後、発注ということになりますので、

それにつきましては今度１２月ぐらいに、

その契約の議案をお出しいたしまして、

可決後、直ちに工事に入っていきたいと、

そういった日程を組んでおります。

　柳田小学校につきましては、当初、１

９年の４月ということで予定いたしてお

りましたので、昨年１２月の補正予算に

柳田小学校の設計部分につきましても上

げておりましたが、これにつきましては
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ご案内のように平成２０年４月に味舌と

同時に統合ということになりましたので、

１８年度中の設計で、１９年度の工事と

いう形の１カ年の工事で完了予定でござ

いますので、１８年度におきましては、

先ほど言いましたような耐震を含めて設

計をいたしまして、１９年度当初予算で

工事の予算を提案させていただきまして、

議決後、その工事にかかっていきたいと、

そのような日程を一応、今のところ考え

ております。

　それから、アスベストにつきましては、

不安がないようにということのご要望だ

と思いますので、そのような方向で今後

も説明責任は果たしてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

　私の方からは、とりあえず以上でござ

います。

○石橋委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、川口

委員の学校教育課にかかわるご質問にご

答弁をさせていただきたいと思います。

　まず、予算書１８６ページの特色ある

学校づくり推進補助金８００万円の中身

でございます。

　この事業につきましては、基本は概要

の方にも述べさせていただきましたが、

幼稚園、小中学校の特色ある学校づくり

推進の支援のための補助金でございます。

　指導要領が学校の教育活動を進めるに

当たっては、各学校において児童に生き

る力を育むことを目指し、創意工夫を生

かし、特色ある教育活動を展開する中で、

みずから学び、みずから考える力の育成

を図るということがございまして、この

内容を実現するために各幼稚園、小学校、

中学校の特色ある学校づくりの推進を進

めるに当たっての補助金を交付すること

を主としております。

　この補助金をもとに、各学校では例え

ば食教育を中心とした特色ある学校づく

り、例えば小中学校の連携の生き生きス

クールを実施する事業等、さまざまな取

り組みを行っておるところでございます。

　なお、この事業につきましては、特色

ある学校づくりの推進の取り組み報告と

いうことで、年４回、各議員の皆様の方

にも冊子をお配りをして、その内容の充

実に努めているところでございます。

　また、この事業で一部スクール広場、

また摂津の学校経営研究会の方にも補助

をしているところでございます。

　続きまして、予算概要１０９ページの

学校教育課の所管をします進路保障対策

事業と研究所の今回の進路選択支援事業

の関係でございます。

　学校教育課の所管しております進路保

障対策事業は、中学校の方を主とした進

路保障協議会という、進路保障協議会へ

の補助金がその内容でございまして、進

路指導に必要な調査等を行う協議会の方

に補助金を支出しているところでござい

ます。

　しかし、その補助金とは別に学校教育

課の方も、この進路指導の充実というこ

とでは各学校にお願いしているところで

ございます。

　児童・生徒一人一人の進路を保障し、

望ましい勤労感、職業感を育てるために、

今はキャリア教育という視点ということ

が言われておりますので、その視点で学

校教育活動の改善充実を図ることを学校

の方に指導しているところでございます。

　その折、今回の研究所の進路選択支援

事業でございますが、やはり研究所の方

は相談事業、これにつきましては川口委

員がご指摘いただきましたように、例え

ば不登校についての相談、これも現在、

していただいております。

－ 58 －



　さらに、そこに進路に関する相談、例

えば家庭の事情や経済的理由で進学を断

念することなく、積極的に進路を考え、

展望するための内容等を相談業務を中心

として研究所の配置される職員の方で関

係機関等の連携も図りながら、また奨学

金等の活用等も積極的に指導するために、

進路選択支援事業ということで、相談業

務を中心とした内容で取り組んでいただ

くところでございます。

　当然、この事業は、先ほど申しました

進路保障協議会、学校教育課の方も進路

指導の充実ということで、ともに連携を

しながら、さらに充実した進路指導とな

るように取り組んでいくところでござい

ます。

○石橋委員長　西村人権教育室長。

○西村人権教育室長　人権教育研究会の

補助金にかかわりまして、男女平等教育

の取り組みに関するご質問にご答弁をさ

せていただきます。

　男女の人権の尊重という事柄からして、

男女平等教育は人権教育の一環として推

進されるテーマであるというふうに認識

をしております。

　非常に、子どもたちの家庭生活、ある

いは将来像を含めて、非常に大きなテー

マであるというふうに認識をしておりま

す。

　その中で、発達段階に応じて男女の人

権の尊重、男女平等についての必要な知

識、理解、態度を体系的に指導すること

が必要であろうかというふうに思ってお

ります。

　具体的な摂津の学校での取り組み、実

践にかかわってでございますが、私ども

が聞いてる内容としましては、例えば小

学校低学年においては、生活科、あるい

は家庭科の中で家庭での役割ということ

で、家でのさまざまなお手伝いにかかわっ

ての役割、あるいは取り組みを聞いてお

ります。

　「晩御飯の支度」という教材がござい

ますけど、お父さんがさまざまな家事を

やってられることを通して、家での子ど

もたちの手伝いも含めて、家の中での家

事の男女の協力ということを考えさせる

テーマです。

　その際、子どもたちはさまざまな家庭

背景を背負っております。母子家庭の子

どもであったり、あるいは父子家庭、さ

まざまな家庭の中で子どもたちは経験し

ておるわけですから、そのあたりさまざ

まな家庭があって、さまざまな家族があっ

て、その中で男子女子ということだけで

なく、一人一人がやはり大事な役割を果

たしていくというふうな視点が必要であ

ろうというふうに思っております。

　あるいは、高学年、あるいは中学校に

おきましては、例えば発達段階に応じて

社会科の教科において、女性の参政権が

獲得されてきた歴史であったり、今日の

状況、あるいは中学校においては、進路

指導、キャリア教育にかかわって自分の

将来像ということで、さまざまな分野に

おいて男性、女性を含めて社会進出の中

で一人一人が最大限の可能性を追求する

ということで、例えばその一つとして職

業体験学習であったり保育・福祉体験等

も、これは男性女性、それぞれ生徒が経

験をし、これは男性にとっても女性にとっ

ても、やはり大事なことであるという中

で、より将来選択の幅が広がるというふ

うな意味で、それぞれがお互いを大事に

しながら、それぞれが大事であるという

ふうな共通の理解の中で進めていくこと

が大事であろうかというふうに思ってお

ります。

　そういう意味で、男女平等教育は、広

く子どもたちの背景である家庭、あるい
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は社会におけるさまざまなマスメディア

も含めた考え方がございますので、その

あたり大いに論議をしながら、さまざま

な考えもございますので、一つ一つを保

護者と一緒に考えていく姿勢ということ

も一方では大事かというふうに思ってお

ります。

○石橋委員長　木下生涯学習課長。

○木下生涯学習課長　生涯学習課の方か

ら先ほどの子ども安全安心都市宣言に係

るご質問の中でのこども１１０番の家並

びに子どもの安全見守り隊の実情につい

ての部分を答弁申し上げます。

　確かに、１１０番の家につきましては、

新規に統一されたプレートを平成１８年

度に作成すべく予算計上をしております。

　その目的といたしましては、協力家庭

への意識の喚起並びに子どもたちの共通

の認識、また新たにプレートを作成、取

りつけするに当たって保護者や地域住民

の関心度の向上を目指すものでございま

す。

　また、見守り隊の実情につきましても、

確かに一小学校区では確たる見守り隊の

結成はいまだ見られてませんが、結成に

ついて努力しているところでございます。

　その校区につきましては、かねてから

民間の警備会社に委託しており、特に差

し当たって見守り隊については必要がな

いという認識のようでございますが、や

はり最近希薄になってる地域住民の方々

の子どもに対する安全確保についての意

識の希薄化が問題でございます。

　よりまして、より地域の連携を強化す

るために今後も見守り活動について全小

学校区で実施できるよう推進をしてまい

りたいと思っております。

　それと、２点目の学童保育の関係で、

わくわく広場の方に包括したらどうかと

いう部分に対して、午前中、川端委員さ

んの方からもご質問がございましたが、

わくわく広場への包含につきましては、

今後の課題、その辺の問題を検証した上

で考え方を今後示していきたいと思いま

す。

　最近の学童保育の入室児童の増加につ

きましては、確かに施設整備が追いつか

ないのが現状でございます。

　私たちも、安全で快適な保育環境を維

持して、保育事業を推進するためには、

また小学校の統合後の入室の人数を見据

えて、なおかつ財政的な状況も踏まえな

がら、定員につきましては抜本的な改革

が必要であると考えているところでござ

います。

○石橋委員長　田川生涯学習課参事。

○田川生涯学習課参事　別府公民館の建

てかえの件についてのご質問でございま

すけれども、別府公民館は昭和４７年５

月に開設されまして築３４年ぐらいにな

る建物で、市立の公民館としては現在の

ところ、一番古い公民館になっておりま

すが、鉄筋コンクリートづくりで、もう

少しはもつかと考えられますので、本市

の財政状況が非常に厳しい状況で、まだ

先の状況が立てられない状況のために内

部的な壁とか、あるいは床の維持補修等

は、できるだけさせていただいて、公民

館の利用者の方に快適に使用していただ

けるように努めてまいりたいと考えてお

ります。

　建てかえについては、現在のところ検

討しておりません。

○石橋委員長　田橋学務課長。

○田橋学務課長　学務課の方で２点ほど、

ご質問がありますのでお答えさせていた

だきます。

　まず、通学区域審議会の内容といいま

すか、ご質問なんですけども、まず基本

となりますのは、適正配置審議会からの
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答申に基づいて教育委員会が一定の決断

をしたということで、今回統廃合の条例

ができまして、この通学区域審議会の主

な目的は、校区の確定について教育委員

会が諮問しまして、その統合後の校区を

どうするかということについて答申をい

ただいた中で教育委員会としての決定を

するということでございます。

　それで、適正配置審議会からの答申の

中に、まず三宅小学校、柳田小学校統合

になった場合は、ＪＲから北側の千里丘

１丁目と２丁目の一部の地域、これが通

学のときにＪＲの駅の中を通るというこ

とで危険だということで、千里丘小学校

に校区の変更をしてはどうかという意見

もありました。

　味舌と味舌東小学校の統廃合につきま

しては、味舌東小学校へ行くよりも摂津

小学校の方が近くだから、千里丘東５丁

目と庄屋地域、１丁目２丁目の地域が摂

津小学校に行ってはどうかという議論が

適正配置審議会から出ました。

　でも、この中でやはりこれを決定する

ときには、通学区域審議会に諮問したと

きに適正配置審議会でも、先ほどの千里

丘ＪＲ以北の部分と味舌小学校の阪急の

以北の部分、この部分は地元の意見をき

ちんと聞いた中で、それを十分に審議会

の中で説明した中で一定の答申をいただ

くようにという指摘を、答申をいただい

ておりますので、そのようなことを諮問

したいと考えております。

　それと、就園の保護者補助金のことで

あります。この３歳児についての保護者

補助金のことにつきましては、予算査定

の中での議論になりますけども、この中

で幼稚園については１８年度、各園につ

いて受付員を配置すると。

　市内全体を青色パトロールの実施をす

るということで、この値上げの１万円に

ついても教育予算の中に返っているとい

うことで、やはりこの３歳児につきまし

ては、ただいま大阪府の方で補助金がつ

いておりますので、この補助金の上乗せ

ということは、今のところ市の財政も苦

しい中で無理だということで、この府の

補助金がなくなると同時に、３歳児まで

制度を拡大するということで、予算査定

の中で一応見送りという形で終わりまし

た。

○石橋委員長　奥田生涯学習部長。

○奥田生涯学習部長　学校開放、学校体

育施設の開放についてのご質問でござい

ますが、まずこの体育施設を使用しよう

とする団体につきましては、運営委員会

に登録していただくということでござい

ます。

　そして、使用については運営委員会の

中で運営協議されることになりまして、

利用申請につきましては運営委員会に登

録された団体が学校に申請書を３カ月前

から提出することができるということで

ございます。

　減免申請、減免対象団体については、

同時に減免申請書も提出するということ

でございます。

　ただ、学校開放は基本的には学校の使

用優先ということで、一たん例えば申請

が認められたとしても、後で学校の方で

行事が入ったということであれば、当然

その学校の行事が優先ということになる

ということでございます。あいておれば

貸し出しができるというのが基本でござ

います。

　それから、温水プールのことについて、

建てかえ時期についての再度のご質問で

ございますが、先ほどご答弁の中で３０

年から４０年ということで申し上げたわ

けなんですけれども、目標年度というこ

とでございますが、例えば３０年という
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ことであれば、あと６年しかないという

ことでございます。ただ、プール槽の水

漏れなどがないようには、適切には対応

しなければいけないというように考えて

いるところでございます。

　プール槽の大規模補修については、こ

れまでも平成１２年度と１６年度に行っ

てきたということでございますので、今、

ご指摘の今のところ市民にとっては温水

プールしかないということでございます

ので、建てかえ時期等については、今の

ところ、先ほども申しましたように、現

在のところは十分使用できるというふう

に見てるわけでございますが、やはり細

心の注意を払ってプールの設備とかプー

ル槽そのものも生き物というふうに我々

も思っておりますので、そのようなこと

も十分考える中で、今後考えていかなけ

ればならないというように考えていると

ころでございます。

○石橋委員長　羽原教育総務部長。

○羽原教育総務部長　就園奨励費の件で

１点、補足をさせていただきます。

　就園奨励費について、増額の検討をし

たのかというご質問ですが、私どもの方

でも増額については検討はいたしました。

　ただ、ご存じのとおり国の補助金の見

直しがあったということもありまして、

市内私立幼稚園との間で、ある意味の逆

転現象というのも一部起きております。

その辺を考えますと、直ちに増額という

ことは少し難しいというふうな結論を今、

持っておるところです。

　３歳児につきましては、３歳児保育の

ニーズがだんだん高まってきておるとい

うことは承知をいたしておるところでご

ざいます。このあたりも市の財政状況、

それと府の補助金等との関係がございま

すので、直ちにどうするという結論まで

は至っておりませんけども、そのときの

状況、財政状況を見ながら全体的な調整

をし、結論を出していきたいなというふ

うに思っております。

○石橋委員長　石田教育総務部参事。

○石田教育総務部参事　　教育研究会補

助事業についてのご質問にお答えします。

　この補助事業の中で皆さんが、よく知っ

ておられるのは、この本部行事費の中か

らやっております連合水泳大会とか音楽

会とか図工展があります。

　これにつきましては、やはり学校の方

でそれぞれ水泳の前だったら泳力が高まっ

ていくということで子どもたちも興味を

持って夏休み中のプールなんかでも積極

的に参加をしております。

　音楽会については、１校から１つの学

級が参加をするわけですけれども、やは

りそういう練習風景を見ますと、頑張る

んだという感じで子どもたちが一生懸命

に歌い、そこでそれぞれ子どもたちが自

信を持つといいますか、だから大きな舞

台で合唱するということで、非常にその

後、音楽が好きになったというような話

も多く聞いております。

　また、秋になると市全体で図工展をや

りますけれども、そういうのも市教研の

図工部の方がやっております。

　そういうことで、本部行事については

子どもたちの成長には、随分寄与してる

ところも多いかというふうに思っており

ます。

　ただ、部会が小学校の場合は１７部会

ありまして、たくさんあるんですけれど

も、中学校の方が６部会になっておりま

す。

　それぞれ小学校の場合は、月１回ぐら

い集まって、それぞれの学校でやってい

る指導をお互いに披露し合って、指導力

を高めるという、そういう効果は一定あ

るというふうに思っております。これは
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中学校の場合も同じかというふうに思っ

ております。

　ただ、自分たちがやってきたことに対

して、一つ薄い冊子ですけれども、そう

いう冊子を発行してるんですけれども、

非常にやっていることそのもの、たくさ

んやっているにもかかわらず非常に、そ

の中の一部分だけを公表してるという感

じで、余りやってはいないんではないか

なというふうに思われてる節もあるかと

思います。

　そういうことで、今年度、この責任者

の方とお話をしまして、その冊子の充実

ということも必要ではないかというよう

な話もしておりましたけど、なかなか一

遍にはいかないかと思いますけれども、

そういうことについては継続をして、こ

ちらの方からそういうことが実現するよ

うに、また話を詰めていきたいというふ

うに思っております。

　ただ、やはり部会の中でも非常に活発

にやられるところと、そうでないという

ところもありますので、これについても

やはりもう一度、ひざを交えて話をして、

全体が全教科がもっともっと活発になさ

れるようにお話をしていきたいというふ

うに思います。

　ご質問がありましたら、またお答えし

ていきたいというように思いますけれど

も、どうでしょうか。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　学校施設の使用の件なんで

すけども、千里丘小学校、特にちょっと

いろいろお聞きしまして調べました。

　千里丘小学校では、こういう開放委員

会というか、そういう中で年間計画が出

されてて、その中で登録されてる人が申

請されるということなんですけれども、

ほかの学校もこういう感じだと思うんで

すけれども、学校の子どもたちが優先、

そういうことの中で、ちょっと事務処理

上、年間計画を出しているにもかかわら

ず、申請を出してこられて、バッティン

グしたというか、そういう中でちょっと

支障が出たようであります。

　調べますと、そこは民間の社会福祉法

人の保育所が隣にありまして、今度、増

設工事もされて、そのときには学校の教

育課なのか、学務課なのか、総務になる

のか、よくわかりませんけれども相談を

されたとは思うんですけれども、運動場

に園の門扉が自由にといいますか、かぎ

はかかっておりますけれども出入り自由

のような、いつでも出入りできるように

なってて便利になってるわけですけれど

も、校庭とか体育館とか、結構利用され

ておられるということなんです。

　あいてれば使っていかれたらいいと思

うんですけれども、この増設工事のとき

に隣の千里丘小学校は運動会が、ちょう

ど運動会の日でありまして、校庭ぎりぎ

りに工事の幕が張ってまして、大きな重

機が工事を始めて音楽が聞こえないぐら

い、そういうことがあったわけです、過

去にですね。

　教育委員会との話の中で運動会当日に

まで、そういう工事を行うという、そう

いう経過もあったりして、校長や教頭な

どもいろいろ要請もしておられるような

んですけれども、なかなかしっかりと言

えてない、そういう感じも受けます。

　増設をされて園庭も広くなって、そう

いうことなんですけども、かなり運動会

の予行とかでも最低４回ぐらいは学校の

校庭を使っておられて、学校の運動会と

同じ日にも申請をされているという、そ

ういうような状況もありまして、あいて

いれば貸すというのはいいと思うんです

けれども、やはり学校の子どもたちが予

定してた行事とバッティングしたときに
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は、やはり少し遠慮していただかないと

困るんではないかなと、そういうことで

学校教育課、総務の方からでも、やはり

しっかり、この間で節度ある使い方をし

ていただくように要請をしていくべきで

はないかなと、そういうふうに思うんで

すけれども、味舌東小学校、それから鳥

飼小学校、民間の社会福祉法人が運動会

とかでも借りておられます。

　特に、この千里丘小学校や味舌東のと

ころの法人は、４回ぐらい予行をされる

もんで体育館でもそうなんですけども、

ちょっと練習の量も多くて保育所の割に、

かなり練習をされる。

　他の民間の法人では、やはり運動会の

当日と予備日ぐらいで、校庭はほかの開

放されている、ほかの方々も使いやすく

なっているという、そういうことになっ

ているようです。

　こういうことがありますので、スポー

ツ広場などは社会福祉法人には４割減免

というのがあるわけですが、学校施設に

ついては同じような規定の中でも、すご

く使用料の減免の規定が、条例をつくら

れた時が日にちが違いますので、あれな

んですけど、学校施設の使用に関する条

例では、第７条の２項で中学生以下で構

成される団体が使用する場合、使用料の

全額を減免。

　その項、同じ４番のところに社会教育

関係団体、または社会福祉関係団体が使

用する場合は、使用料の４割の額で、６

番に市長が公益上、必要があると認めた

場合、市長の定める割合を乗じた額、こ

ういうことになってるんですけれども、

学校施設を社会福祉法人が借りる場合は、

どの部分を適用しているのか。

　もう一つは、スポーツ広場ですけれど

も、スポーツ広場は第７条のところで、

やはり減免の規定がありまして、市内の

小中学生により構成される団体が使用す

る場合、使用料の全額。

　４番に、同じく市内の社会教育関係団

体及び福祉関係団体が使用する場合、使

用料の４割の額。

　６番に、その他公益上、必要があると

市長が認めた場合、使用料の４割の額、

こういうふうな規定になってて、学校施

設とスポーツ広場と、またちょっと違う

部分があると思うんですけれども、同じ

福祉関係団体が使われるんであれば、も

うちょっとこの辺の使用の減免の規定に

ついては見直すというか、ちょっと合わ

せる必要があるんではないかなとも思っ

たりするんですけれども、その辺のとこ

ろをどう考えておられるのか、お聞きし

たいと思います。

　先ほど、学校給食の問題では業務委託

も含めて検討していくと、そういうよう

なことも先ほどの山崎委員の質問であっ

たわけですけれども、この点については、

中学校の学校給食を求める声も大きいわ

けですけれども、安かろう、悪かろうと

いうことではなくて、やっぱりせっかく

栄養士さんなんかと、それから学校現場

の給食調理員さんなんかと、今の摂津の

ここまで到達してるという状況なんで、

この辺については十分に住民の皆さんや

ＰＴＡの皆さんの声などもしっかりと聞

いていただいて、充実へ向けて努力して

いただきたいと思っておりますので、こ

れは先ほどちょっと言い忘れましたが、

要請しておきたいと思います。

　小中学校の通学区域審議会ですけれど

も、今、いろいろおっしゃいましたけれ

ども、この条例が通されてしまいまして、

住民の皆さんは納得しないままで、この

条例が通ってしまってるわけです。こう

いう中で審議会答申に基づいて条例が通っ

たというふうにおっしゃいましたけれど
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も、住民合意が形成されない中で与党の

議員さんからも１２月議会で住民の十分

な説明は得られてないというような質問

も出てるぐらいですから、その辺のとこ

ろはしっかりとわきまえてもらって、条

例が通ったから、すべて間接民主主義や

からなんていうようなことの発言のない

ように、やはりもっと誠実に対応してい

ただきたいし、通学路の安全対策の問題

にしましても、子どもの安全安心都市宣

言を行う中で今後いろいろマップづくり

などもやっていくと、こういうふうなこ

とがあるわけですから、本当に民主的に

この審議会が地元の皆さんの声がしっか

りと反映されるというか、そういう内容

となるように事務局主導で詰めていくの

ではなくて、やはり十分な内容を尊重さ

れるように、声がしっかりと反映される

中身になるように要請しておきたいと思

います。

　教育研究会の補助金の話なんですけれ

ども、事務事業評価が間違っているんで

しょうね、多分、これはね。

　だから、その中で教職員で組織する教

育研究会の諸活動、研修会等に対する補

助ということで１８１万９，０００円、

補助されているわけですけれども、この

同じ市役所内で効果が明確ではなく、見

直しが必要であるがというふうに書いて

はるわけですよね。

　この辺のところは、もっと中身の公開

もしていただいて、教職員だけでなくて、

親や私たちにもどういう中身でやってい

るのか、補助金を出してるわけですから、

この辺のことについては、ぜひまた中身

についてももっと公開していただいて、

効果がわかるようにしていただきたいな

と思います。

　女性プランでの男女平等教育の中身で

すけれども、いろいろやっておられると

いうことなんですけれども、この中で例

えば親御さんと一緒にこのような男女平

等教育、例えば性教育であるとか、そう

いうような取り組みについてもＰＴＡの

皆さんと、どんなふうに人間尊重という

か、命の尊重という、そういうところで

やっておられるのか。

　今、報道の中では誤った性教育をして

いるなどというようなことで、本当に命

の大切さとかを教える、そういう教育の

中身について、ちょっと違う方向で報道

されてるような感じも受けるんですけれ

ども、摂津ではそういう点では、今、低

学年ではこういうふうにやってるとおっ

しゃったんですけれども、どのような中

身になっているのか、命の大切さという

ところで性教育の点では、どんなふうな

中身になっているのか、もしお答えでき

るのであればお願いしたいと思います。

　私もＰＴＡのときに親も一緒に参加を

して、学校で子どもたちと一緒にこの性

教育のビデオを見たりということで取り

組んだことがあります。

　そういう中で、今、どんなふうになっ

ているのか、もう大分それから年数もたっ

ておりますので、今はどんなふうに取り

組んでおられるのか、ちょっと確認をし

たいなと思います。

　先ほど、統廃合に係る分で１０月議会

で工事の大体の予算がわかるということ

だったんですけれども、昨年の１２月の

委員会でもお聞きしたかもわかりません

けれども、この診断委託料や耐震設計の

委託料が出るということであれば一定根

拠があるわけですから、その大体の金額、

それは幾らぐらいと見ておられるのか。

　前回は、私がいただいた資料では約４

億８，０００万円という数字が出ており

ました。給食調理室を増改築する３階建

て１０教室分ということとあわせて、新
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たに今度、保健室などがある棟の部分と

の渡り廊下にアスベスト問題と、それか

ら耐震の問題があるということで、増築

をするということであれば、あそこを何

とかしなければならないというようなこ

とが出てきたということだったと思うん

ですけれども、新たにそういう点で言う

と、かなりまた金額が膨らんできてるこ

とではないかなと思うんで、実際には大

体どれぐらいの金額を予想しておられる

のか。その辺ぐらいはわからないと、こ

ういうのは出てこないと思うんですよね。

委託料とかですね。その辺のところ、も

う一度、お願いします。

　温水プールの件につきましては、しっ

かりとメンテナンスをしていただいて、

やはり市民プールの教訓を生かせるよう

にお願いしたいなと思います。

　先ほど言いました教育研究所の進路選

択支援事業と進路保障対策事業の件なん

ですけれども、教育研究所の中で、この

１０万円の中で６万５，０００円が印刷

製本費ということになってるんですけど、

あと、費用弁償で２万円と消耗品費で１

万５，０００円というふうに上がってる

わけですけれども、先ほどの説明では１

名で兼務するので、中学校と連携しなが

ら力を入れていきたいということなんで

すけれども、こういうような項目を上げ

なければ予算が取れないのか。

　私は、学校にもっと、これはシフトし

ていって、教育研究所というところは、

別にこの項目を上げなくても十分そうい

う、パルであるとか適正、子どもが不登

校の子どもたちも行ったりして、それ以

外にも、そういうのも今でもできるんで

はないかなという、そういう思いがあり

まして、わざわざここで１０万円の予算

を上げなくても、学校教育課であるとか、

そういうところに、もっと現場にシフト

できひんのかなというふうな思いがあり

まして、その辺のところはどうしても教

育研究所でこういう項目を上げないとだ

めなんでしょうか。

　また、この印刷製本費という６万５，

０００円、これはどういうものを考えて

おられるのか。

　結局、何か印刷して、それを発行して

終わりとか、そういうのでなくて、実際

に本当に子どもが相談に行きやすいとい

うか、それが大事だと思うんですよね。

　それは、やっぱり自分が卒業した中学

校であったり、そういうところにやっぱ

り、もっと自由にと言いましたら、今、

安全管理の問題がありますけど、もっと

相談しやすいというか、そういう体制の

方が身近ではないかなと、そう思うんで

質問してるんですけれども、ちょっと、

どちらかでも結構ですのでお答えくださ

い。

　学童保育の問題につきましては、かつ

て第一児童センターができたときに、３

つの学童保育を一緒に統廃合しようなど

ということが計画として上がりまして、

住民の皆さんのすごい反対の声の中で、

またもとに戻って、今、こういうふうに

なってきてるわけですけど、長い歴史の

中で子どもが少ないときもありましたし、

ただ、今は本当に多くなる一方なんです

けれども、そういう中で学童保育の役割

といいますか、そういうのはやはり低学

年であっても、あのときと同じように大

事な役割を果たしてきてると思いますの

で、放課後の児童対策というのも大事な

んですけれども、わくわくというのは一

たん子どもが家に帰って、また来なけれ

ばならない、そういうようなこともある

かと聞いておりますし、週１回であった

り、そういうことでありますんで、この

辺はやっぱり分けて考えないと、女性の
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働き続ける、保障していくという、そう

いうこととあわせて、これまで頑張って

きていただいた、こういうことについて

もさらに充実をしていっていただきたい

と、そういうふうに思いますので、なか

なか財政は大変だとは思うんですけれど

も、学童保育の保育料の値上げは、こと

しは見送られているようでありますけれ

ども、なかなか運営も大変だとは思いま

すけれども、ぜひこの辺のところは充実

をしていっていただくように、あわせて

子どもの安全・安心と、こういうことで

言いますと、子どもたちの放課後の対策

については、そういうようなわくわく広

場というのは、枠だけにはめるんでなく

て、安心して遊べる地域をつくっていく

ということがすごく大切だと思いますの

で、何かこの箱物に、そういうところに

来なさいよというて集めるんではなくて、

やはりもっと地域で遊べる、安全に遊べ

る、そういうところをみんなでつくって

いける、そういう環境をつくっていかな

いと、だめだとは思いますので、それに

ついては、また今後とも充実をしていた

だくように、よろしくお願いしたいと思

います。

　以上です。

○石橋委員長　馬場教育総務部次長。

○馬場教育総務部次長　まず１点目の学

校施設の使用についてのお問いについて

お答え申し上げます。

　川口委員ご指摘のように、当日、学校

施設の使用に当たりまして申請があった

わけですが、学校の手違いも若干ありま

して、本来、学校開放で使っているにも

かかわらず、そこについて日々お隣の施

設との、保育所との協力関係の中で学校

運営をしている関係がございまして、協

力的にお貸ししてるという、過去からそ

ういうようにしてると、そういった中で

先ほどちょっとご指摘があったような形

で、学校の方の手違いもあって、結局両

方に、そこの使用が出てしまったという

ことで、一定トラブルがあったというこ

とは私どもも聞いております。

　学校とすれば、体育開放、直接してる

先生がいなくて、そこで、後で発覚して、

そういうダブルブッキングになってしまっ

て大変だったということで聞いておりま

す。

　しかし、いずれにしましても、学校と

お隣の社会福祉法人との日々の協力関係

の中で、学校に支障のない範囲で施設に

ついては過去からも使ってもらっている

ということでございまして、その考え方

事態は、その考えでいいと思います。

　ただ、おっしゃっているような問題も

あったという事実もございますので、今

後またそういったことで問題が生じるよ

うであれば、川口委員がおっしゃってま

したような節度ある使用の申し入れもし

なければならないかというふうに、今現

在は思慮いたしております。

　それと、統廃合に関係しまして、特に

味舌東小学校の設計、金額の積算の中で

大体想定している工事が幾らぐらいかと

いうご質問でございますが、川口委員が

申されました４億８，０００万円につき

ましては、以前、私どもが説明するに当

たりまして、１０教室程度、給食の施設

等を入れると、大体それぐらいかかると

いうことで、学校でございますので、四

角い施設でございますので、教室であれ

ば８メートル掛ける８メートル、あと廊

下という形で１０教室という形で積算が

できますので、大体その程度を予定して

おりました。

　しかし、今現在は、先ほどから申し上

げておりますように、特別教室棟につき

まして渡り廊下のアスベストの除去問題、
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また建築基準法の道路規制の問題、それ

と消防の同意の問題等々、やはり私ども

が想定してる以外のいろんな項目が生じ

てきておりますので、例えば特別教室を

そのまま使うとすれば、耐震で一定、例

えば今回鳥飼西小学校でも１億を超える

耐震工事が要ると。

　あそこの耐震もされておりませんので、

そういった費用もかかってくるというこ

ともありますし、その建築基準法、アス

ベストのことを考えれば、別のところへ

新たに特別教室等を増改築する必要も出

てくるということでございますので、そ

ういった耐震にかかる費用の１億何千万

円ぐらいの範囲内で最初にしてる分がで

きないのかなということは考えておりま

す。

　ただ、設計の考え方でございますが、

これはあくまでも設計金額を予算要求す

るに当たりましての一定の基準というの

がございますが、これはあくまでも内部

の基準でございまして、例えば今回も入

札で私ども当初２，０００万円程度の予

定をいたしておりましたが、実際落札し

ましたのは７００万円台でございまして、

非常に私どもの思っていることと違いま

すので、余り私どもが、この程度の工事

を思ってますということになりますと、

入札で高どまりしてしまう恐れもござい

ますので、一定の考えはありますが、基

本的には競争の中で決まっていくという

ことでございます。

○石橋委員長　大路教育総務部参事。

○大路教育総務部参事　それでは、研究

所の進路選択の事業と、それから学校教

育課の方の各学校の進路相談ということ

についてお答えさせていただきます。

　研究所といいますのは、やはり大きな

事業として相談事業というのが、メイン

の研究所でございます。

　学校も、これは進路相談だけではなく、

不登校につきましても、さまざまな相談

業務が担えるように指導もしております

し、また現任の例えば進路ですと進路指

導主事、不登校の問題ですと、カウンセ

ラー、それから養護教諭等に相談する体

制を確立するようには言っておりますが、

やはり研究所の方が専門的な形で相談に

応じる場でございます。

　したがいまして、この進路選択事業に

つきましても、進路相談を今後さらに充

実するためにも、また先ほど申しました

ようにキャリア教育ということで、子ど

もたちの進路について、十分に対応して

いただくためにも、スタッフを含めての

充実を研究所でしていただきながら、各

学校のそれぞれの担当の相談委員といい

ますか、その時点での相談する担当のも

のと含めて連携をしていくという形を考

えておりますので、ご理解をお願いした

いと思っております。

○石橋委員長　西村人権教育室長。

○西村人権教育室長　男女平等教育にか

かわって、命の大切さ、性教育にかかわっ

てのご質問に対して、答えられる範囲で

私の方から答弁させていただきます。

　一つは、子どもたちが赤ちゃんを含め

て乳幼児が現在、少子化の中でよく言わ

れる、結婚するまで赤ちゃんを抱いたこ

とがないというふうな報道もよくされて

おりますが、このような状況の中で、今、

市の健康推進課、あるいは保健所の協力

で赤ちゃん触れ合い体験というふうな事

業に取り組ませていただいております。

　私、先日も見学させていただいたんで

すが、市の保健センターの方で毎月、そ

ういう就学前の子どもさんの相談日がご

ざいまして、そこに５０組ほどの親子が

来られていましたけど、そこに５年生の

味舌東の児童だったと思うんですけど、
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一緒に参加をしまして、小さな赤ちゃん

から３、４歳まで一緒に抱っこしたり、

待ってる間に一方では保健師さんの相談

をされながら、一緒に保健師の指導も含

めて赤ちゃんの扱い方とかいう、触れ合

いの体験をしておりました。

　非常に、子どもたちが恐る恐る子ども

を触りながら、横で適切な指導もしなが

ら、そういう経験というのを非常に大事

だというふうに感じております。この取

り組みが、この２、３年、少しずつ市内

の小中学校の方で広がっているというふ

うなことをお聞きしております。

　もう一つは、生まれ育つ中で、子ども

たちが私の生い立ちの記録ということで、

小さいころ、どういうふうに生まれたの

か、名前の由来を含めて親からの聞き取

りという中で、随分、難産であった話と

か、親がどんな思いで我が子を生んだの

かというふうな子どもたちが聞き取りを

して、それを参観のときに発表して、参

加された保護者の方が大変感動をされた

というふうなお話であったり、あるいは

その延長で小学校４年生だと思うんです

けど、２分の１の成人式ということで、

ちょうど１０年たって、自分の１０年間

を振りかえるという、そういう取り組み

を先ほど申しましたように健康推進課の

保健師さんとか、機関の協力、あるいは

保護者の協力のもとに、やはり大切な命

がどのように育まれてきたのかというこ

とを実感しながら進めていくことが大事

ではないかなというふうに思っておりま

す。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　学校施設の使用に関する問

題ですけれども、これは代表質問の中で

も本会議の質疑でもありましたように、

民間の同じ法人なわけです。そういう中

で、ここの法人だけに便宜を図ってるよ

うな、そういう誤解がないように、やは

りバランスのとれた施設運営になるよう

に校長とか教頭とかも本来は、いろいろ

お願いすべきなこともあるかと思います

けれども、学校の総務課の方としても間

にちゃんとコーディネートしていただい

て、しっかり言うべきときは、そちらも

言うと。

　私は、施設を大きくされるときの、あ

の工事の状況については、やはりいろい

ろ持っておりまして、ああいうやり方は

ないだろう、どういう約束をしたんだろ

うと、そういうふうに今でも思っており

ますし、運動会当日にたくさんの兄弟な

ども運動場で遊んでる真横でテント１枚

で重機が物すごい音をさせて２台も大き

な工事をしてましたんで、そういうこと

一つにしても、すぐにやめてもらうとい

うようなことができないという、そうい

う関係があるのかなと思いまして、今回

この問題ちょっと取り上げましたけれど

も、ぜひその点については公平な取り扱

い方ができるようにお願いしておきたい

なと思います。

　通学区域審議会の問題については、今

後も中身について、しっかりと議論がで

きるように、また見ていきたいと思いま

すし、またいろんな要望が出されました。

そういう中で、まだ全然回答もされてな

いようですし、そういう中で懇談もまだ

されてないとは思うんですけれども、そ

ういう点も並行して、やはり信頼を回復

していかないとだめなんで、その辺につ

いては十分配慮していただくようにお願

いしておきたいと思います。

　男女平等教育の中身については、まだ

こういう委員会だけでは十分、すべて報

告できないかとも思うんですけれども、

ぜひまたいろいろな報告の中で、また私

たちもこの命の大切さというところから
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始まる人間としての男女平等教育、それ

がさらに進んでいくようにお願いしてお

きたいなと思います。

　教育研究所と各学校の取り組みが、やっ

ぱりどうしても理解できません。１０万

円という予算を教育研究所としては、相

談業務だからということなんですけれど

も、進路選択支援事業ということなんで

すけれども、本来、学校の現場が私は子

どもたちが中学校を卒業するとき、一番

の相談できるところは学校現場であると、

そういうふうに思うんですけれども、そ

れが教育研究所の方でもやって、一体子

どもは、どっち行ってもいいんやろうと

思うんですけれども、実際のところは学

校現場の方があれなんではないでしょう

か。その辺のところ、進路指導に必要な

調査ということであれば、まだまだ私は

この学校現場での子どもたちへの進路に

対する相談業務というのが、まだまだお

くれてると思うんですよね。十分ではな

いと思ってるんです。

　そういう中で、この点については、ま

た連携をしながら、力を入れていきたい

ということなんですけれども、ことし、

今年度、これを見ていきたいと思います。

　ぜひ、検討もしていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○石橋委員長　川口委員の質問が終わり

ました。

　本日の委員会は、この程度にとどめ、

散会します。

　（午後４時５９分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　文教常任委員長    石　橋　徳　治

　文教常任委員    　森　内　一　蔵
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